
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mamiko OTA 

[20211104] 

Printed 2023.0830 Online ISSN: 2189-9185 
Published by Asian Society of Human Services 

A s i a n  S o c i e t y  o f  H u m a n  S e r v i c e s 

J 
I E 

Journal of Inclusive Education 

August 
2023 

12 



 

 

Asian Society of Human Servicesでは、 

障害の有無に関わらず共に学ぶ場を設定し、 

そこで行われる平等かつ包括的な教育を 

Inclusive Educationと定義する。 

 

Inclusive Education分野の研究は、 

その方法が科学的であれば国際的に通用する分野であり、 

多職種協働の試みによってより発展することが期待され、 

特に、“Evidence Based Inclusive Education”の推進が求められている。 

 

そこで、本学会ではInclusive Educationに関する 

科学的な研究・実践活動を通じ、 

日本をはじめアジアのInclusive Educationの 

進歩・発展に寄与することを目的とし、 

学会として3種類目の専門研究ジャーナルをここに創刊する。 
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ABSTRACT 

障害者は芸術活動の参加を通して、コミュニケーションスキルの向上、生活満足度の向上等様々な先行研

究で報告されたが、量的研究で障害者の変化を捉えた報告は見当たらなかった。そのため、本研究は芸術活

動を用いたワークショップに参加した就労継続支援 B型所属障害者の変化と、その変化に対するワークショ

ップの影響について、その性質や程度について分析し、解明することを目的とした。本研究の結果、ワーク

ショップに参加した場合、非参加の場合と比較して Well-Beingの点数が上がる可能性があると考察された。

一方、質的分析の結果では、「ワークショップ」が「好き」、「人」と「一緒に」何かを作りたい、「綺麗」で

「簡単」なものを作りたい、いつも来ているから「人」を「知る」ことができた等、ワークショップに対す

る満足とこれからも参加したいという期待が見られた。そのため、本研究は量的研究と質的研究両方からワ

ークショップへの参加が障害者就労継続支援B型の利用者のWell-Being向上に積極的な影響を与えたという

方向性で他の施設や利用者に広げていく価値があると思われる。 
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Ⅰ．はじめに 

 

 障害者の芸術活動は現在に至るまで、主に作品そのものの芸術的価値や評価を追求する芸

術分野の活動、治療効果を追求する医療分野のセラピー活動(アートセラピーや各種療法等)、

福祉分野における日常的な余暇活動などによる芸術活動、またこれら芸術、医療、福祉の枠

組みにおける潮流に対して批判を提起したディスアビリティ・アートの主に 4 つの分野で数

多く検討されてきた 19)。 

日本では、障害者の芸術活動は当初、福祉施設で行われた余暇支援から発展したため、福

祉との関連が特に強い。障害のある芸術家の作品は芸術作品としても注目されたが 15)、余暇

支援としての芸術ワークショップは障害者の日々の満足と創造性向上、コミュニケーション

スキル支援などの点で大きく評価されてきた。例えば、コミュニティ・アートなど誰でも参

加できる地域の活動を通して、障害の有無を問わず、共同的な価値観を作ることや 19)、芸術

インプロワークショップで参加者の自主性、積極性を引き出すことができる 8) 等の効果が挙

げられている。また、90年代後半から障害者の造形活動が障害にまつわる社会の価値観、す

なわち、障害と健常、正常と異常等の価値基準について新たな視点を提供する可能性を持っ

ていることが多くの研究で言及され、社会福祉分野では NPO や民間団体による推進も行わ

れた 18)。また、国の政策支援として、平成 26 年から厚生労働省により障害者文化芸術活動

支援事業が実施され、全国 35 都道府県(2021 年現在)に障害者芸術文化活動支援センターが

設立され、障害者の芸術創作、芸術活動に対して支援がなされるようになった。そのため、

多くの福祉施設は、日常作業とともに、利用者の余暇支援として芸術系のワークショップ・

リクリエーションを行うようになった。 

国内の先行研究を探ったところ、社会福祉の観点から余暇支援とみなして行われた障害者

芸術活動に関する報告は少なく、多くは質的研究のみが行われてきた。その中では、芸術活

動が障害者に与える影響が詳しく包括的に記述されてきた。例えば、ダンスのワークショッ

プでは、自己の身体でできることや感じられることを押し広げ、他者との協働、やりとりに

おいて異なる身体の用い方があること、異なる交通の仕方があることをその場に集うものに

伝えることができるとされている 12)。また、さまざまなワークショップや芸術活動を通して、

障害者一人一人の能力の発揮、仲間や地域の人等との交流を通じた対人関係技能の向上や役

割活動の獲得も図ることができると指摘されている 1)。それだけではなく、芸術活動を通し

て、障害者の「だれの真似をするのではなく、自分の想像力から動きが出る」というような

想像力と創造力が引き出されてきた 11)という報告も挙げられてきた。しかし、量的研究につ

いては、アンケート調査の記述統計や芸術活動の参加者等のデータのみであって、芸術活動

の評価として量的研究はあまり用いられてこなかった。 

では、海外の研究の状況はどうであろうか。海外では日本国内と違い、混合研究法がよく

使われている。混合研究法とは、質的研究と量的研究の両者を相互に補完し組み合わせる研

究方法であり、質的研究と量的研究の両者の視点を合わせた研究結果を導出できることで、

偏りやバイアスが少なく、かつより深い理解や知見を得られる特徴を持っている 4)。海外の

研究は質的分析と同時に量的分析も行い、心理尺度で得点の分析をするとともに、質的デー

タでエビデンスを強めていく傾向がみられている。例えば、Vogelpoel は混合研究アプロー

チを用いて芸術活動に参加した障害者の満足度について探ったところ、プログラムが開始し

たときに大多数の参加者は生活の質および個人的な幸福に関して不満が多かったが、終了後
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はほとんどの参加者に自信の向上、コミュニケーション能力向上、自尊心、メンタルヘルス

の向上が見られたという結果が述べられていた(WEMWBS尺度得点が 41から 47へ増加し、

低ウェルビーイングの人が 5人から 3人へ減少、高ウェルビーイングの人が 1人から 3人へ

増加した)20)。その研究では、①半構造化インタビュー②累積的な定性分析ツール③観察スケ

ール④ケーススタディ等の活動を行いながら多角的に対象者の変化を捉えていた。また、中

国の障害者施設における知的障害者による芸術活動の効果に関する研究も、量的研究で層別

ランダム化比較試験を用いながら、質的研究で利用者の日常生活を観察する観察シートを分

析し、実験的なプロジェクトを通して、参加者の幸福感が有意に上昇したと証明している 10)。

そのほかに、Wilsonは、信頼と心理指標(GAD-7)を使用し、Zinc Arts ArtZoneプログラム

を通じて障害を持っている参加者の自信とモチベーションが増し、参加者同士、参加者とス

タッフ、参加者とグループの関係性が強化されたと証明した 22)。さらに、Vanは、WEMWBS

尺度を用いて様々な障害を持っている者が芸術活動のワークショップに参加後、彼らの満足

度が有意に上昇したと証明できた。以上述べたように、海外の研究は量的研究や混合研究を

多用されていると見られた 21)。 

このように日本と海外の研究では、見出される結論が結果的にほぼ同じになる場合もある

が、質的研究を中心した日本の研究と違い、海外の研究はWell-Being、気分、情緒の変化を

測るために量的研究を取り入れている傾向が見られる。海外では量的に大まかな流れを把握

し、質的に個々の特徴を捉え、また量的研究の至らないところを補強する混合研究法という

ような手法が用いられているにもかかわらず、これらの議論が国内で十分に紹介されていな

いという現状がある。国内では現在、障害者における芸術活動の重要性に対する認識は醸成

されつつあるが、芸術活動への参加によって障害者がどう変化しているかについて量的な評

価は見当たらない。そのため、福祉施設における芸術活動を用いたワークショップの持つ意

味を外部に伝え、福祉と芸術のつながりを深くさせるためには、福祉施設における芸術活動

を用いたワークショップが障害者に与える影響を量的に表し、ワークショップの特徴と参加

した者がワークショップに対して抱く意識や感情をテキストマイニングで捉えていくという

視点が必要と思われる。 

そのため、本研究は芸術活動を用いたワークショップに参加した就労継続支援 B型所属障

害者の変化と、その変化に対するワークショップの影響について、その性質や程度について

分析し、解明することを目的とした。 

 

Ⅱ．研究方法 

 

1. 調査対象者 

 研究協力者は大阪府のB会社に所属している 3ヶ所の就労継続支援B型事業所の利用者計

33 名であった。内訳は、男性 30 名、女性 3 名で、年齢は 20 代 1 名、30 代 4 名、40 代 8

名、50 代 11 名、60 代 8 名、80 代 1 名であった。障害種別としては、精神障害のある者が

21名、精神障害かつ身体障害のある者が 11名、知的障害のある者が 1名であった。 

B会社では 1年間にわたって月 2回(2019年 8月〜2020年 8月まで計 24回)、就労支援継

続支援 B型事業所のカフェエリアで、ものづくりのワークショップが行われていた。ワーク

ショップに参加した者は 23名、非参加者は 10名いた。参加や非参加は本人の意思決定を尊

重した上で、本人の希望に従っていた。非参加者は在宅勤務をしていたか、休憩エリアで見
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学したり、めいめいに過ごしていた。ワークショップの講師とプランデザインの担当は、非

常勤支援員として働いていた筆者で、毎回その日に出勤したスタッフが進行補佐を担当して

いた。ワークショップの内容は以下の表で示す通りである(表 1)。 

 

表 1 ワークショップの内容 

時間 ワークショップの内容 

2018年 8月 トリックアート①②、始まりの会 

2018年 9月 うちわ作り、砂絵アート 

2018年 10月 キャンドルホルダー作り、スクラッチアート 

2018年 11月 ハーバリウム、キーホルダー作り① 

2018年 12月 クリスマスリースリース作り、ブレスレット 

2019年 1月  ビンゴ大会、しめ縄作り 

2019年 2月  バレンタインカード作り、光る瓶の間接照明作り 

2019年 3月  UVレジン作り①②(アクセサリー) 

2019年 4月  キーホルダー作り②、タイルコースト作り 

2019年 5月  写真フレーム作り、カラーサンドの盆栽作り 

2019年 6月  油絵マグネット、写真フレーム作り 

2019年 7月  UVレジン作り①②(キーホルダー) 

2019年 8月  塗り絵、締の会 

 

 

なお、本研究で行われた「芸術活動を用いたワークショップ」の内容は主に作業療法領域

で用いる活動「余暇・創作活動(絵画、音楽、園芸、陶芸、書道、写真、茶道、はり絵、モザ

イク、革細工、籐細工、編み物、囲碁、将棋、各種ゲーム、川柳や俳句等)」(「作業療法ガ

イドライン 2018 一般社団法人作業療法士協会」)と似通っている。その結果は作業療法分

野で行われた研究と同じく、ワークショップ(セッション)を通して、参加者の満足度、

Well-Being点数や社会参加の状況に良好な変化が見られ 14-15)、ネガティブな感情の低下、活

気の上昇といった気分の改善と近かった。 

しかしながら、本研究は作業療法の領域ではなく、芸術活動を用いた対人支援を目指し、

就労継続支援事業所独自(専門療法士に依存せずに)で利用者のWell-Beingを向上できるワー

クショップが実施されるように探ってきたものである。そのため、以下の点を本研究の新規

性と考えている。 

・開催施設を特定した: 2018年「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が制定さ

れた。福祉就労の利用者について、工賃向上等物理的・量的な側面として福祉のあり方が強

調されてきた一方、精神面の重要性も重視されるようになった。これからは、制度的、社会

的に共有される芸術文化の視点を踏まえた福祉実践の新たな位置づけが重要である 13)。就労

継続支援の利用者は、精神科やデイケアを退院して障害や体調に合わせて自分のペースで職

業訓練や軽作業を行う方が多い。そのため職業訓練のかたわら、余暇の支援として福祉現場

で行われてきた芸術文化活動は、「はじめに」で述べたように参加者の気持ち転換、コミュニ

ケーション促進等効果があるため、福祉就労施設で推奨する価値があると思われる。 

・開催者に制限をかけない: 開催者は施設職員支援員であるため、作業療法士の人手不足や

利用者と支援員間のコミュニケーションの促進、緊張感解消につながると期待できる。 
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・芸術制作活動を中心とする: 本研究で行われたワークショップはあくまで芸術活動(作業療

法具体例の「余暇・創作活動」に当てはまる)を中心としており、身体機能を改善するリハビ

リテーションを実施しない。 

つまり、本研究における芸術活動を用いたワークショップは作業療法と時期や特徴が違っ

ているが、就労継続支援施設利用者を対象とし、リハビリや治療を目的とせずに、利用者の

社会性と趣味の獲得、向上にむけて芸術と福祉のつながりを深めることが期待できる。 

 

2. データ収集方法と分析方法 

1) 二元配置共分散分析 

ワークショップが行われた期間のうち 4 ヶ月に 1 回(2019 年 8 月、2019 年 12 月、2020

年 4 月、2020 年 8 月)、利用者の状況を把握し、EAPO 尺度の得点を比較するために、ポジ

ティブ作業等価評価(Equating Assessment of Positive Occupation. 以下 EAPOと称する)

を用いて、自記入式質問紙によってワークショップに参加した者と非参加者のWell-Being(病

気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的

にも、すべてが満たされた状態)を測定した。 

EAPO 尺度は精神障害から様々な障害のある者の Well-Being を促進する、仕事、レジャ

ー、遊び、セルフケア、社会的交流など日々の生活を構成している活動の介入効果を一般化

した値で比較することができる尺度である。EAPO 尺度のカットオフ値は 43 点であり、合

計得点が 43点以上の場合、Well-Beingを得られている状態で、43点以下である場合は、抑

うつ状態に陥っている可能性があるとされている。EAPO 尺度は精神障害者や身体障害等

様々な障害を抱えている者を対象として開発され、評価結果を一般化した値で比較すること

ができ、評価と介入をシームレスに繋ぐことができるため、Well-Being向上に根ざした実践

の介入効果を評価するために使用されてきた(野口 2019)。野口によれば、これまでの EAPO

を活用した実践報告は、一事例の活動や社会参加に良好な変化が認められ、幸福の促進に寄

与しているが、今後は集団に対する EAPO尺度を用いた支援プログラムの構築が求められる

と述べられている。このような背景から、本研究は EAPO尺度を評価指標として採用した。 

統計分析は、二元配置共分散分析を行った。その中で、共分散分析では、ワークショップ

の参加の有無および評価時期間の EAPO尺度得点を比較した。 

EAPO 尺度による測定は、ワークショップの初回と 2 回目、3 回目、最終回にそれぞれ測

定した。各時点で参加者 10 名、非参加者 23 名から全員の回答を回収した、以下の表 2、表

3は参加者と非参加者の属性を示した。 
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表 2 参加者詳細 

ID 1回目 2回目 3回目 4回目 
性別 

(男性 1, 女性 0) 

障害種別(中で身体障害 7等級あり、 

精神障害 3等級ある) 

年 齢

(歳代) 

出 席 率

(～％台) 

1 40 44 50 49 1 身体障害 2級 40 90 

2 54 50 49 52 1 精神障害 2級 40 90 

3 53 45 53 47 1 精神障害 2級 80 100 

4 34 32 36 60 1 精神障害 2級 50 100 

5 41 37 43 45 1 精神障害 2級、身体障害 2級 60 100 

6 48 41 47 40 1 精神障害 2級 40 100 

7 38 51 52 41 1 精神障害 2級 50 100 

8 25 35 36 36 1 精神障害 2級 50 90 

9 45 60 59 36 1 精神障害 2級、身体障害 3級 50 80 

10 45 60 22 30 1 精神障害 2級 50 80 

11 38 40 38 30 1 精神障害 2級 30 70 

12 15 51 35 23 1 精神障害 2級 30 100 

13 49 50 56 52 1 精神障害 2級 40 90 

14 37 37 49 49 1 精神障害 2級、身体障害 3級 50 100 

15 40 51 41 45 1 精神障害 2級 50 90 

16 43 41 48 50 1 精神障害 2級、身体障害 3級 60 80 

17 58 56 48 48 0 精神障害 2級、身体障害 3級 60 100 

18 31 51 50 50 1 精神障害 2級 50 70 

19 42 58 43 33 1 精神障害 2級、身体障害 3級 60 70 

20 42 52 44 36 1 精神障害 2級、身体障害 3級 30 70 

21 35 43 45 40 1 精神障害 2級 40 80 

22 40 59 35 33 1 精神障害 2級 50 70 

23 26 31 33 30 1 精神障害 2級、身体障害 2級 50 100 

 

 

表 3 非参加者詳細 

ID 1回目 2回目 3回目 4回目 
性別 

(男 1, 女 0) 
障害種別 年齢(歳代) 

出勤率 

(～％台) 

1 57 54 50 54 1 精神障害も身体障害も 2級 40 90 

2 49 41 41 40 1 精神障害 2級 50 90 

3 42 33 33 33 1 精神障害も身体障害も 2級 60 100 

4 33 54 33 32 1 精神障害 2級 20 70 

5 53 33 48 30 1 精神障害 2級 40 80 

6 33 38 33 30 1 精神障害 2級 60 90 

7 45 34 35 15 1 精神障害 2級 50 90 

8 46 34 37 33 0 精神障害 2級 40 70 

9 27 23 25 23 1 知的障害 B2(4等級あり) 30 100 

10 56 50 53 47 0 精神障害も身体障害も 2級 60 100 

 

 

参加群と非参加群間における性別、年代、障害の有無、障害の程度に関して、1 回目得点

の比較にあたっては、カテゴリー変数にはカイ 2乗検定または Fisherの直接法を、連続変数

にはデータの正規性を確認した上で Mann-Whitney の U 検定または対応のない t 検定を使

用した。統計学的解析には SPSSver.25.0を使用し、有意水準は 5%とした。比較にあたって
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は年齢、性別、障害種別(身体障害・精神障害・知的障害)、障害程度、出席率を共変量とし、

参加の有無および評価時期を要因とした。交互作用が認められた場合には、各要因の水準毎

に単純主効果を検討した。なお事後検定には Bonferroni 法を用い、有意水準は 5%とした。 

 

2) テキストマイニング 

本研究ではワークショップの参加者の中でインタビューに同意した者にインタビューを実

施した。実施のタイミングは、全てのワークショップが終わった 2020 年 8 月末日、個室で

一人に 15〜75 分のインタビューを行い、大量の文字データを得ることができた。しかし、

これらの多数のテキストデータは、対象者の参加したワークショップが異なる上に、記述さ

れている内容も、各回のワークショップについての具体的要望から極めて個人的な感想に至

るまで、非常に多岐にわたっている。それ故、客観的に全体の傾向を把握しようとすること

は極めて困難である。また、要約しようにも分析者の恣意的・主観的な解釈となってしまう

危険性からは逃れ難い。そこで今回の分析では、こうした危険性を可能な限り回避すべく、

「計量テキスト分析」または「テキストマイニング」と呼ばれる手法を用いることとした。 

計量テキスト分析のソフトを設計した樋口は「従来、テキスト型データを計量的に分析す

る方法には、Dictionary-basedアプローチ(分析者の作成したコーディング基準にそって言葉

や文書を分類する方法)とCorrelationalアプローチ(多変量解析によって言葉や文書を分類す

るアプローチ)のいずれかが用いられることが多かった 9)。しかし、前者には、分析者の理論

や問題意識を自由に操作化し、データの様々な側面に自由に焦点を絞ることができるという

利点がある一方で、都合の良いコーディング規則ばかりが作成・利用されてしまう危険性が

ある。他方、後者には、分析者の持つ理論や問題意識の影響を極力受けない形でデータを要

約・提示できるという利点がある一方で、多変量解析に大きく依存しているため、理論や問

題意識を自由に操作化し追究する上では限界がある」と述べている。そこで、樋口は、これ

らの 2 つのアプローチを互いに補い合う形で統合することを提案した上で、日本語テキスト

型データの分析に適したシステムとして KH Coderを作製・公開している。KH Coderは、

語の選択にあたり恣意性を与える恐れのある「手作業」を廃し、多変量解析によってデータ

全体を要約・提示することと、コーディング規則を公開するという手順を踏むこととによっ

て、操作化における自由と客観性の両立を可能にしている 7)。本研究においては、この KH 

Coder を用い、操作の詳細を明示・公開した上で多変量解析によるデータの要約・提示を行

うことで、客観性を確保しつつ参加者の自由記述の全体的な傾向を捉えることを試みた。 

参加者のうち許可が取れた 6名にインタビューを行った。性別は男性が 4名、女性が 2名

であった。年齢は、50代 3名、60代 2名、80代 1名である。全員精神障害があり、加えて、

身体障害もある者は 4名であった。 

インタビューは芸術活動を用いたワークショップに対する満足の度合いやワークショップ

の内容や道具、開催の方法、指導の方法、場所の配置などについて半構造化インタビューを

実施した。インタビューのデータは本人の許可を得て録音した。データはその後文字起こし

を行った。 

以下の表 4 は事業所利用者のフェイスシートに即して、取材対象者の具体的属性をまとめ

たものである。 
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表 4 インタビュー対象者詳細 

事例番号 1 2 3 4 5 6 

年齢 50代 50代 50代 60代 60代 80代 

診断名 身体障害 身体障害 知的障害 身体障害 身体障害 精神障害 

 精神障害 精神障害 精神障害 精神障害 精神障害  

面談時間 35分 25分 23分 12分 15分 37分 

利用年数 約 1年 約 1年 約 2年 約 2年 約 1.5年 約 8ヶ月 

暮らし形態 家族と同居 一人暮らし 一人暮らし 一人暮らし 一人暮らし 一人暮らし 

利用時間(WS以外) 毎日 9〜15時 毎日 9〜15時 毎日 9〜15時 毎日 13〜15時 2回/週、9〜13時 毎日 9〜13時 

 

 

インタビューの内容には以下の質問項目を設けた。質問項目は、ワークショップに対する

本人の感想とそれぞれの要望を詳しく把握し、ワークショップを実施する上でのガイドとな

るようなカテゴリー関連図を作ることを意図して作成した。 

①今までのワークショップはいかがでしょうか。 

②難しかったワークショップはありましたか、どうしたら楽しくできるのでしょうか？ 

③楽しかったワークショップはありましたか、どこが楽しかったですか？ 

④ワークショップの参加でどんな楽しい経験ができましたか。 

⑤一年間のワークショップの中で、不足なところと、満足したところがありましたら教えて

ください。 

⑥これからやってみたいワークショップはありますか。 

 

3. 実施期間 

2019年 8月〜2020年 8月 

 

4. 倫理的配慮 

 研究協力者には、文書および口頭により研究目的、調査方法、データの扱い(個人情報等)

について説明するとともに、研究協力は自由で、断っても不利益はないことを説明した。ま

た、施設管理者の同意も口頭および文書で得た。本研究は九州大学大学院芸術工学研究院「人

を対象とする実験研究の実施指針」に関する倫理審査委員会の審査承認を得た(承認番号 361)。 

 

5. 分析に対する質の確保 

本研究では、信頼性の確保のため、複数の評価者(障害者心理分野の研究者、就労継続支援

サービス管理責任者、相談支援員、職業指導員)のチェックを受けた。メンバーのチェックで

複数の研究対象者に調査内容または分析内容を確認の上、助言をもらい、事業所スタッフ会

議の中でもスタッフ数人から助言をもらった。また、障害者アート活動、音楽教育と質的分

析に精通している共著者が研究方法、結果、考察を含め、全体にわたり点検を行なった。こ

れらにより、分析内容の信頼性と妥当性が保持されるよう努めた。 
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Ⅲ．結果 

 

1. 二元配置共分散分析の結果 

参加群と非参加群間における性別、年代、障害の有無、障害の程度を 1 回目得点で比較し

た結果は以下の表に示した通りであり、すべての変数について参加群・非参加群間での有意

差は認められなかった(表 5)。 

 

表 5 群間の差の比較 

  参加群(n=23) 不参加群(n=10) 
使用した検定 有意確率 

  平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 

年代  48.26 11.54 50.00 45.00 13.54 45.00 Mann-Whitneyの U検定 0.686 

性別 男性 22 - - 8 - - 
Fisherの直接法 0.212 

女性 1 - - 2 - - 

身体障害の有無 あり 9 - - 3 - - 
Fisherの直接法 0.463 

なし 14 - - 7 - - 

精神障害の有無 あり 22 - - 9 - - 
Fisherの直接法 0.521 

なし 1 - - 1 - - 

知的障害の有無 あり 0 - - 1 - - 
Fisherの直接法 0.303 

なし 23 - - 9 - - 

身体障害の程度  1.04 1.36 0.00 0.60 0.97 0.00 Mann-Whitneyの U検定 0.451 

精神障害の程度  1.91 0.42 2.00 1.80 0.63 2.00 Mann-Whitneyの U検定 0.802 

知的障害の程度  0.00 0.00 0.00 0.20 0.63 0.00 Mann-Whitneyの U検定 0.658 

得点（1回目）  39.96 9.79 40.00 44.10 10.32 45.50 対応のない t 検定 0.280 

 

 

1) 二元配置共分散分析 

分析の結果は表 5 のように、評価時期と参加の有無による交互作用が認められた(F(3, 

78)=545.218, p=.032)。参加群における EAPO尺度の得点では初回と 2回目で有意差が認め

られ(p=.033)、非参加群におけるEAPO尺度得点ではワークショップ初回と3回目(p=.011)、

初回と最終回(p=.040)で有意差が認められた(表 6)。また、非参加群・参加群間における各評

価時期の EAPO 尺度の得点の比較では、変化パターン図(図 1)で示したように、ワークショ

ップ 2回目(p=.047)とワークショップ最終回(p=.045)で有意差が認められた。 

 

表 6 EAPO尺度得点の比較 
 

 EAPO尺度得点 

    

 

N 1回目 2回目 3回目 4回目 
  

Mean（SD） Mean（SD） Mean（SD） Mean（SD） 

参加群 23 39.96a (9.79) 46.74a (8.96) 44.00 (8.58) 41.52 (9.28) 

非参加群 10 44.10bc (10.32) 39.40 (10.28) 38.80b (8.98) 33.70c (11.18) 

群と時期の交互作用検定 F=3.097, p=.032 

群内での時点間比較：a, b, c, 同文字間有意差あり(Bonferroinによる調整済み) 
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群と時期の交互作用検定 F=3.097, p=.032 

群間での時点間比較：d同文字間有意差あり(Bonferroinによる調整済み) 

図 1 交互作用変化パターン 

 

 

2. テキストマイニングの結果 

本研究は、KH Coderの「共起ネットワーク分析」を用い、インタビューのデータそれぞ

れの中で、出現パターンの似通った語(すなわち共起の程度が強い語) どうしを線で結んだネ

ットワークを描いた(図 2)。なお、分析にあたっては、出現数による語の取捨選択の最小出現

数を 5語に設定し、描画する共起関係の絞り込みにおいては描画数を 60に設定した。 

d 

d 
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図 2 共起関係図 

 

 

強い共起関係ほど太い線で、出現数の多い語ほど大きい円で描画されている。また、語

(node)の色分けは「媒介中心性」(それぞれの語がネットワーク構造の中でどの程度中心的な

役割を果たしているかを示す)によるものであり、白から色の濃いものの順に中心性が高くな

ることを示す 9)。以下では、図 2 に示した語の共起関係をもとに、筆者が特徴的な記述のま

とまりと判断したものを項目として立て、参加者の実際の記述を鍵括弧内に原文のまま抜粋

しつつ(恣意的・主観的な解釈との批判は免れないが)要約する。 

本研究では、中心性に基づき、テキストマイニングにより抽出した語を 7つのグループに

分類した。最も中心的な位置を占めるのはグループ 04の「見る」「思う」「作る」「自分」等

の、色彩が最も濃い語であり、その次に「ワークショップ」「好き」「細かい」「作業」「知る」

「人」「一緒」グループ 05の中の語が高い中心性を示していた。インタビューでは、すべて

の利用者がワークショップに対する満足感を示した。その満足感の内容を見ると、「自分」の

力で何かを「作る」ことや、「細かい」「作業」ができたこと、「知る」「人」がいたり、「人」

を「知る」ことができたりすることで、物作りを通じての楽しみだけでなく、コミュニケ

ーションも豊かになったことが分かり、その上、満足の内容はどちらも「自分」か「人」を

中心となっており、人間関係が楽みの主な内容になっていると共起関係図から読み取れた。 

 

1) 今までのワークショップについて 

今までのワークショップについては、主にグループ 03 に反映されている。例えば、見た
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目は「綺麗」で「簡単」に作れるところや、「クリスマス」の飾りや「キーホルダー」など「飾

る」ことができるものが良いという記述も多く見受けられた。グループ 03 の中で多くの語

と繋がっている「今」は「今の時期に(取材時は夏)合うワークショップ」を意味しており、

インタビューでは「今に合わせたワークショップが良い」や「その時の時期に合わせたもの

が良い」などの声が聞こえ、時期に合わせたワークショップに参加者が満足していると考え

られる。 

 

2) よかったところと不足なところ 

図 2 各グループの中からワークショップのさまざまなワークショップの内容が反映されて

いる、今回の取材の中で、利用者の好き嫌いはそれぞれで、結果も多種多様になっている。

そのため、共起関係図から直接によかったところと不足なところを読み取ることは難しい。

しかし、インタビュー内容と照らし合わせて読み取ると、例えば、「自分」で物を「作る」、

あるいは自分から活動に「行く」ことがよかったことや、「自分」で良い「雰囲気」の作品を

「作る」ことで達成感を感じたことや、他の人が何かを作っているところを「見る」ことも

面白かったという意見も見られた。また、共起関係図右下にグループ 01 で「一緒」に「天

然石」のアクセサリーを作るワークショップも人気が出ていたことがわかった。しかし、同

じグループの中で一定数以上の参加者が「細かい」「作業」のほうが集中できて「好き」だと

示していることに対して、一部の参加者は細かい作業に対して否定な態度を示していた。そ

れは、就労継続支援施設 B型の参加者の中で、高年齢層で目が見えにくいことまたは身体障

害の影響で細かい作業を行うことに困難なのかと考えられる。 

 

3) これからやってみたいワークショップ 

これからやってみたいワークショップについて尋ねると、グループ 02 で示したように、

多くの者は「今」のままで「一番」「良い」と答えている。また 1)で述べたようにいままで

の「夏」の季節感を感じられる、季節に合ったワークショップ等が良いと意見が出た。また

グループ 06 で示したように、講師やスタッフが指導する際に、参加者に多く体験してもら

うこと、参加者が自分で「考える」こと、ワークショップに「慣れて」もらうなどの意見も

寄せられた。そのほかに、自分で「考え」た「絵」を「描く」(グループ 02)こと等簡単なワ

ークショップを希望している者もいた。 

 

Ⅳ．考察 

 

 本研究は芸術活動を用いたワークショップに参加した障害者の変化と、その変化に対する

ワークショップの影響について、その性質や程度について分析し解明した。量的調査の結果

として評価時期と参加の有無による交互作用を認め、各評価時期の EAPO尺度の得点の比較

では、ワークショップ最終回で参加群と非参加群に有意差が認められたことから、本研究の

結果の限りでは、ワークショップに参加する場合は、参加しない場合と比較してWell-Being

の点数が上がる可能性があると考察する。また、参加者と非参加者のWell-Being点数の変化

パターンから、途中で自粛令発生など、生活パターンの急激な変化を余儀なくされるといっ

たさまざまな影響を受けたと考えられ、両者の Well -Being 点数が下がっていたが、その状

況下でも依然として参加者のWell-Beingは非参加者より点数が高かった。そのため、ワーク
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ショップへの継続的な参加が障害者就労継続支援 B 型の利用者の Well-Being 向上に積極的

な影響を与えたという方向性で他の施設や利用者に広げていく価値があると思われる Ho は

芸術活動やワークショップを月に 1 回～数回まで定期的に行い、毎回違う内容で取り組んで

いた事例を挙げるなど 10)、継続的な活動についての重要性は先行研究でも指摘されてきた。

本研究はこれらの知見を踏まえ、EAPO尺度得点を指標として、芸術活動を用いた継続的な

ワークショップが就労継続支援 B 型事業所の利用者の Well-Being の点数に良い影響を与え

ることを示唆するものとなった。 

 さらに、アンケートでは、参加者の自由記述から自動的に語を取り出し、頻出語を確認し

た上で、それらの語の共起ネットワークを描き、全体的な傾向の可視化を試みた。その結果、

どのような内容のワークショップも、「人」を中心としており、「自分」の感覚、「人」とのつ

ながりが重要と参加者に思われていることを見受けられた。また、参加者たちは現在のワー

クショップに対して概して満足しているものの、一部の人々からはより簡易なワークショッ

プへの希望が示されたことが分かった。ワークショップへの参加により、人々との繋がりが

深まり、コミュニケーションが豊かになったこと、そして季節に応じたワークショップが良

い体験となったことから、ワークショップは参加者のWell-Being、つまり幸福感を向上させ

たと考えられる。ただし、参加者の中には、「細かい作業」が好きな人もいれば、「細かい作

業」が苦手な人もいるという事実が見受けられた。それゆえに、今後のワークショップ計画

においては、参加者の障害特性を考慮し、それぞれの能力に応じた活動を提供すると共に、

参加者のコミュニケーション能力と生活の充実度を高めることができるよう、例えば「キー

ホルダー作り」や「塗り絵」といった身近で記念となる作品づくりにも取り組む方向性を示

すことが重要であると示唆された。 

本研究の限界として、主に量的データのサンプルサイズが少さく、参加者男女の人数の偏

りが大きかった。また、研究協力機関の人数の制限によりランダム選出ができなかったため、

今回の結果はあくまで協力機関に限って有効であったと言える。また、質的分析では、質問

項目の構成と対象者の数が少ないため、現段階のデータでは芸術活動が障害者に与える変化

に対する分析は抽象的であるため、これからは対象者の数を増やし、インタビューの質問項

目を追加していくか、Well-Being点数が明らかに上昇した者に対して追加インタビューして、

その者の変化をケーススタディとして分析していく必要が感じられる。今後はさらに男女、

年齢や障害種別等交絡因子による影響を軽減するため、多くの施設に協力を仰ぎ、RCT(ラン

ダム化比較試験)を実施してさらに検証していく必要があると思われる。 
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ABSTRACT 

  

乳幼児用の評価尺度「CRAYON BOOK」に基づき、言語機能が急速に発達する 1-2 歳児を対象とし、言語機能の影

響因子と発達過程を明らかにしていくことを目的として後ろ向き縦断調査を実施した。CRAYON BOOK には言語

機能に関わる領域として「言語概念」および「言語的表現」が設定されている。「言語概念」と「言語的表現」とを

繋げている要因として「身体的表現」（ジェスチャー）が関与しているかについても分析を行った。 

調査対象は月齢 17 か月～20 か月の間（平均月齢 18.7±1.34 か月）に測定を実施（1 回目測定値）し、それから

6 か月以上が経過した後（平均月齢 26.6±1.33 か月）、再度、測定（2 回目測定値）を行っている園児 13 名（男児 5

名 女児 8 名）とした。分析には主に 1 回目測定値と 2 回目測定値の「和」と「差」それぞれで実施した。その結果、

言語概念には視覚概念および数的概念が影響し、言語的表現には音楽的表現と身体的表現が影響を与えていること

が示唆された。さらに、言語概念から言語的表現への移行に身体的表現が介在している可能性が示唆された。この

度の調査によって、1-2 歳児の言語機能に関する発達過程の構造がある程度明らかにされた。 
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Ⅰ．背景と目的 

  

近年、言語障害のため通級による指導を受けている子どもは増加し続けている。平成 24

年段階においても「ことばの教室」で指導を受ける子どもは全国で 3 万 4 千人と報告されて

いる 1)。この傾向は現在も続いているものと懸念される。「子どもの言葉の遅れ」へのアプロ

ーチすべき時期に関しては未だ定見はない。指差しは発話の前のサインであるが、生後 11

か月頃から指差しの頻度が激増し、生後 15 か月ぐらいで 4 倍に増えた後、安定期に入り、

21 か月で減少し始める。そして、13 か月から 18 か月ごろ、単語同士の組み合わせがみられ、

2 歳までには物のやりとりからイメージや言葉によるやりとりへと変化し、時間と空間を超

えた理解や伝達が可能になると報告されている 2）。また、おおむね 1 歳前後ではじめて意味

のある言葉（初語）を発し、1 歳半から 2 歳頃に語彙の急速な増大と 2 語文の獲得が生じる

と報告されている 3）。これらの報告から、言語機能の発達を調査する上では、1-2 歳にかけ

ての発達状態がその後の言語機能の発達にも強く影響を及ぼしかねない一つのターニングポ

イントになっている可能性が推測され、非常に重要な時期であると考えられる。 

岡田ら（2022）は、保護者の関わりが幼児の「話す機能」にどのような影響を及ぼすかに

ついて調査を実施し報告した 4）。その結果、言語理解に遅れの可能性があるケースが 23 名中

3名、発語に遅れの可能性があるケースは 23 名中 10 名に及んだ。言語機能を獲得していく

幼児期にどのような教育を提供していくべきかについては、幼児教育の現場において喫緊の

課題である。そのためには幼児期における言語機能の発達過程および影響因子などを明らか

にしていく必要がある。言語機能の獲得については様々な仮説が提唱されている。発声や指

差し、身振りなどの前言語的コミュニケーションに注目した関わりが、言語獲得にとって重

要であることを指摘している報告や 5）発達的にみると、自発的に内在するリズムやテンポの

発現は乳児の段階でも見られ、それが発話やのちの身体運動とも深く関わっていることが推

察されると考察している報告もある 6）。これらの報告から言語機能の獲得には身体性と何ら

かの関係性があることが推測される。 

また、視覚と聴覚という 2つの情報を知覚することが、語彙理解の発達に繋がる可能性が

考えられると言語機能と視覚、聴覚との関連を指摘している報告もある 7）。言語機能が生得

的であるのか獲得的であるのかについては大きく意見が分かれている。モーテン・H・クリ

スチャンセンとニック・チェイターらは言語機能の生得説とは距離を置き、言語はジェスチ

ャーゲーム（言葉当て遊び）のようなものであると様々な研究データに基づいて仮説をたて

ている。さらに、言語は誰が設計したのではなく、優れた先見の明によって創造されたもの

でもない。言語は一連のコミュニケーションゲームをすることができる人間ならではの能力

の所産であると指摘している 8）。 

現在、乳幼児に対して、どのような時期にどのようなアプローチをすべきかについては現

場保育士の経験に依存せざる得ない状況であろう。今後、言語機能に影響を及ぼす要因が明

らかにされ、言語機能の発達過程の構造モデルが明らかにされれば、言語に関する直接的の

みならず、間接的なアプローチも加えた多角的でより効果的なアプローチが可能となり、教

育プログラムに活用されていく可能性がある。 

以上より、本研究では、乳幼児用の評価尺度「CRAYON BOOK」に基づき、言語機能が

急速に発達する 1-2 歳児を対象とし、乳幼児の評価尺度言語機能の発達過程と影響因子を明

らかにしていくことを目的として後ろ向き縦断調査を実施した。CRAYON BOOK とは韓昌
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完（2019）が開発した乳幼児の概念形成と才能発掘の実態把握を行うための構造化された評

価ツールである 9）。CRAYON BOOK では言語機能に直接的に関わる領域として「言語概念」

と「言語的表現」が設定されている。これら 2 つの領域に影響を及ぼすその他の領域につい

て、さらに、「言語概念」と「言語的表現」とを繋げている要因として「身体的表現」（ジェ

スチャー）が関与しているかについて分析を行った。 

 

 

Ⅱ．方法 

 

1. 調査対象 

本研究では言語機能の発達過程について分析するため、急速にかつ劇的に発達していると

推測される 1 歳 6 か月前後から 2 歳過ぎの約 6 か月間に注目して調査を行うことにした。 

2020 年 3 月～2022 年 5 月、下関市内 T 保育園に通園していた園児のうち、月齢 17 か月

～20 か月の間に CRAYON BOOK の測定を行い、それから 6 か月以上が経過した後、再度

CRAYON BOOK の測定を行っている園児（N=13）とした。6 か月以上経過した後、複数回

測定を行っている場合は、最も 6 か月に近い測定値を採用した。実際には、それ以外の時期

にも複数回測定を行っている場合もあるが、便宜上、月齢 17 か月～20 か月の間での測定値

を 1 回目、それから 6 か月以上経過した後、最も 6 か月に近い測定値を 2 回目として表記し

た。 

 

2. 調査方法 

 言語機能の発達過程および影響を与える要因を調査するため、CRAYON BOOK の領域の

うち、「言語概念」と「言語的表現」を中心に分析を実施した。CRAYON BOOK は保育士

が日頃の園児の様子をみて該当する項目にチェックを入れていくことで測定する（表 1）。各

項目は 1の「まったくしていない」から 5の「頻繁にしている」で評価される。CRAYON BOOK

では概念形成領域として「言語概念」以外の領域として「聴覚概念」「視覚概念」「体感概念」

「数概念」が設定されている。また、自己表現領域では「言語的表現」以外の領域として「画

像的表現」「音楽的表現」「身体的表現」「数的表現」が設定されている。これらの領域が「言

語概念」および「言語的表現」とどのような関係にあるか、またどのような影響を与えてい

るかについて分析を行った。さらに「言語概念」から「言語的表現」への移行に「身体的表

現（ジェスチャー）」が関与しているかについて分析し、言語機能発達過程における構造につ

いて検討を行った。 

 

1-1 「言語概念」およびそれ以外の概念形成領域の発達過程とその変化量の分析 

「聴覚概念」「視覚概念」「体感概念」「言語概念」「数概念」について、それぞれの測定値

の最大値に対する割合（％）から、各概念形成の状態を調査した。さらに各概念の 1 回目と

2 回目で Wilcoxson 符号付順位和検定にて変化量について比較分析を行った。 

 

1-2 「言語概念」とそれ以外の概念形成領域との相関性および影響因子についての分析 

1-2-1 「言語概念」とそれ以外の概念形成領域の測定値の「和」による分析 

各概念形成領域の 1 回目と 2 回目の測定値の「和」を求め、「言語概念」の測定値の「和」
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との相関性を Spearman の順位相関係数にて分析を行った。さらに、「言語概念」の測定値

の「和」を従属変数とし、それ以外の概念形成領域の測定値の「和」を独立変数として重回

分析変数減少法にて影響要因の分析を行った。 

測定値の「和」を用いることで、1 回目と 2 回目の測定値の誤差がある程度補正される。

また、この度の対象ケースは13例と小規模であるため、1回だけの測定値では分散が小さく、 

正規性の確保が難しい項目も多かったが、「和」にすることで分散程度も改善され、より適切 

に統計処理が可能となった。測定値の「和」による分析は主に測定値の高低に着目した分析 

であり、各項目の発達状態を比較するのに適していると思われる。以下の分析についても同 

様の理由で測定値の「和」の分析を行った。 

「体感概念」の測定値の「和」は正規性が認められなかったため、独立変数から除外して

分析を行った。以下の分析においても、重回帰分析にあたっては Shapiro-Wilk 検定、ヒス

トグラム、QQ プロットを用いて各測定値の正規性を確認し、正規性が確認できなかったも

のは独立変数から除外して分析を行った。 

 

1-2-2 「言語概念」とそれ以外の概念形成領域の測定値の「差」による分析 

測定値の「差」の分析は、調査期間における各項目の測定値の変化量を分析することによ

って、急速な発達のきっかけを調査する目的で実施した。以下の分析においても同様の理由

で「差」の分析を行った。 

各概念形成領域の 1 回目と 2 回目の測定値の「差」を求め、「言語概念」の測定値の「差」

との相関性を Spearman の順位相関係数にて分析を行った。さらに、「言語概念」の測定値

の「差」を従属変数とし、それ以外の概念形成領域の測定値の「差」を独立変数として重回

帰分析変数減少法にて影響要因の分析を行った。 

 

2-1 「言語的表現」およびそれ以外の自己表現領域の発達過程とその変化量の分析 

「画像的表現」「音楽的表現」「身体的表現（ジェスチャー）」「言語的表現」「数的表現」に

ついて、それぞれの測定値の最大値に対する割合（％）から、各自己表現領域間の発達状態

を調査した。さらに各自己表現領域の 1 回目と 2 回目で Wilcoxson 符号付順位和検定にて変

化量について比較分析を行った。CRAYON BOOK では「ジェスチャー」に関しては「身体

的表現」の一項目として設定されている。「身体的表現」の中でも、特にこの度の調整では「ジ

ェスチャー」と言語機能との関係性を調査するため、個別の変数として可能な限り取り扱っ

た。 

 

2-2「言語的表現」とそれ以外の自己表現領域との相関性および影響因子についての分析 

2-2-1 「言語定表現」とそれ以外の自己表現領域の測定値の「和」による分析 

各自己表現領域での 1 回目と 2 回目の測定値の「和」を求め、「言語的表現」の測定値の

「和」との相関性を Spearman の順位相関係数にて分析を行った。「ジェスチャー」に関す

る項目も単独の測定値の「和」として採用した。 

さらに、「言語的表現」の測定値の「和」を従属変数とし、それ以外の自己表現領域の測定

値の「和」を独立変数として重回帰分析変数減少法にて影響要因の分析を行った。「ジェスチ

ャー」の測定値の「和」については正規性が認められなかったため、独立変数には「身体的

表現」の測定値の「和」を採用した。 
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2-2-2 「言語定表現」とそれ以外の自己表現領域の測定値の「差」による分析 

各自己表現領域の 1 回目と 2 回目の測定値の「差」を求め、「言語的表現」の測定値の「差」

との相関性を Spearman の順位相関係数にて分析を行った。 

さらに、「言語的表現」の測定値の「差」を従属変数とし、それ以外の自己表現領域の測定値

の「差」を独立変数として重回帰分析変数減少法にて影響要因の分析を行った。 

「数的表現」の測定値の「差」は正規性が認められなかったため独立変数から除外した。ま

た、「ジェスチャー」の測定値の「差」については正規性が認められなかったため、独立変数

には「身体的表現」の測定値の「差」を採用した。 

 

3-1「言語概念」「ジェスチャー」「言語的表現」の測定値の「和」および「差」の相関性に

ついての分析 

「言語概念」から「言語的表現」へ移行する過程において、「身体的表現」（ジェスチャー）

が介在しているかを調査する目的で『「言語概念」と「ジェスチャー」』、『「ジェスチャー」と

「言語的表現」』、『「言語概念」と「言語的表現」』の測定値の「和」および「差」について

Spearman の順位相関係数を用いて相関性の有無について分析を行った。 

 

3-2「言語的表現」に対して「言語概念」「身体的表現」が及ぼす影響について測定値の「和」

および「差」ついての分析 

「言語的表現」の測定値の「和」を従属変数とし、「身体的表現」および「言語概念」の測

定値の「和」を独立変数として重回帰分析変数減少法にて分析した。 

同様に、「言語的表現」の測定値の「差」を従属変数とし、「身体的表現」および「言語概念」

の測定値の「差」を独立変数として重回帰分析変数減少法にて分析した。 

「ジェスチャー」の測定値の「和」および「差」は正規性が認められなかったため、独立変

数としては「身体的表現」の測定値の「和」、「差」を採用した。 

 

5. 倫理的配慮 

本研究は、大学倫理審査委員会の承認（承認番号：1206-08）を得た上で実施した。本研

究の実施に当たり、対象となった 1 つの園に在籍する幼児の保護者を対象に、研究内容（目

的、方法、参加予定期間、参加対象者数、同意及び同意撤回について、個人情報の取り扱い、

情報公開の方法、連絡先等の内容）に関する説明を行った。十分な時間を与えた上で、書面

による同意が得られた保護者にのみ、CRAYON BOOK の記入を行った。 
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表 1 CRAYON BOOK「概念形成領域」と「自己表現領域」の項目一覧 

CRAYON Book（1～2 歳 Ver.）概念形成に関する 

項目 

 
CRAYON Book（1～2 歳 Ver.）自己表現に関する項目 

視概 1 人の顔を覚えることができる  画表 1 欲しいものを表現する時に色を使う 

視概 2 人の顔を見て表情を読み取ることができる  画表 2 欲しいものを表現する時に形を使う 

視概 3 絵（図）に反応して行動する  画表 3 いくつかの形を組み合わせて表現しようとする 

視概 4 子どもが絵本を見たり、読んだりしている  音表 1 思いついたときに歌いだす 

聴概 1 右から聞こえる音に反応することができる  音表 2 鼻歌を歌いながら身体を動かすことがある 

聴概 2 左から聞こえる音に反応することができる  
音表 3 

園やお店などで流れている音楽に合わせて体を

動かしている 

聴概 3 
近くから聞こえる音に反応することができ

る 

 
音表 4 歌を歌う活動の際に自然に体を動かしている 

聴概 4 
遠くから聞こえる音に反応することができ

る 

 
音表 5 

先生や友だちと一緒に歌ったり手遊びしたりす

る 

聴概 5 音の大小を認識することができる  音表 6 リズムに合わせて体を動かして遊ぶ 

体概 1 
触って、感触の違い・類似に気づくことがで

きる 

 
音表 7 

簡単なリズム楽器（タンバリンや鈴、ピアノなど）

を使って遊ぶ 

体概 2 指で押して、硬さ、柔らかさの違い・類似に

気づくことができる 

 
音表 8 

絵本に出てきた動物などをイメージして鳴き声

を真似したりなりきって遊ぶ 

体概 3 掌に載せたり持ち上げたりして 

重さ、軽さの違い・類似に気づくことができ

る 

 

音表 9 身の周りの物を使って音を出して遊ぶ 

体概 4 季節の違いを感じて、暑い、寒いなどの違

い・類似を感じることができる 

 音表

10 

弾むような楽しい曲が流れているときにスキッ

プや跳ねたりする 

体概 5 果物や蒸しパンなどを食べたときに、甘味を

感じることができる 

 
身表 1 ジェスチャーを用いて表現する 

体概 6 醬油や塩などを食べたときに、塩味を感じる

ことができる 

 
身表 2 味覚を用いて表現する 

体概 7 酢や梅干し、レモンなどを食べたときに、酸

味を感じることができる 

 
言表 1 

遊びの中で言葉を使ってコミュニケーションを

取るろうとする 

体概 8 ピーマンなどの苦い食べ物を食べたときに、

苦味を感じることができる 

 
言表 2 味覚を用いて表現する 

体概 9 様々な匂いを感じることができる  言表 3 2語文の会話をしようとする 

言概 1 大人からの声掛けに反応して行動すること

ができる 

 
数表 1 遊びや活動の中で数を数える様子が見られる 

言概 2 日常の挨拶ができる  数表 2 ものの大きさや長さを使って表現する 

言概 3 身の回りにあるものの名前を覚えることが

できる 

 
  

数概 1 1 から 10 までの数字を読むことができる    

数概 2 ものの大きさの違いがわかる    

数概 3 ものの長さの違いがわかる    

 

 

Ⅲ．結果 

 

1．基本属性と測定値結果 

調査対象児（n＝13、男児 5 名 女児 8 名）の一回目測定時の月齢は 18.7±1.34 か月、二

回目の測定時の月齢は 26.6±1.33 か月となっていた（表 2）。 

 

表 2 調査対象児の基本属性 

（n＝13） 男児 5 名 女児 8 名 

1 回目測定時 月齢 18.7±1.34 か月 

2 回目測定時 月齢 26.6±1.33 か月 

 

 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_16 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 16-30 

 

 

 

22 

測定値は表 3 に示した。調査対象児の各領域間の発達状態について比較する場合、各領域

の項目数の過多により合計点に差があるため、最大値に対する割合を算出した。 

 

表 3 測定値結果 

(n=13) 一回目 二回目 

 測定値平均 標準偏差 
最大値に対す

る割合（％） 
測定値平均 標準偏差 

最大値に対す

る割合（％） 

言語概念 10.1 3.5 67.2 12.1 2.3 80.8 

視覚概念 16.5 2.1 81.9 16.6 3.4 83.1 

聴覚概念 23.9 1.5 95.7 23.2 2.4 92.6 

体感概念 26.1 6.2 57.9 30.6 8.5 68.0 

数概念 4.9 3.4 32.3 9.8 3.7 65.1 

言語的表現 5.5 2.0 36.4 11.0 4.1 73.3 

音楽的表現 32.5 7.5 65.1 36.0 11.9 72.0 

画像的表現 3.7 0.9 24.6 9.7 2.8 64.6 

身体的表現 3.4 2.1 33.8 5.7 2.9 56.9 

（ジェスチャー） 2.2 1.2 43.1 2.9 1.4 58.5 

数的表現 2.6 0.8 26.2 6.1 2.5 60.8 

 

 

2-1．「言語概念」およびそれ以外の概念形成領域の発達過程とその変化量の分析結果 

聴覚概念は 1 回目の測定時で既に最大値に対する割合が 95.7％に達しており、1 歳 6 か月

前後の幼児で、最大値に対する測定値の割合が最も高いことが示された。視覚概念も 1 回目

の測定時で 81.9％に達しており、言語概念より先んじて発達していることが確認できた。体

感概念、数概念は 1 回目および 2 回目の最大値に対する割合が言語概念より低値となってい

ることから、言語概念の発達と同時進行的に、あるいは後を追うように発達している可能性

が示唆された。言語概念、体感概念、数概念は 1 回目より 2 回目の方が高値となっており、

1 歳 6 か月前後から 2 歳にかけての時期は発達段階にあると思われた。特に数概念は 1 回目

と 2 回目の測定値の間に有意差（Wilcoxon 符号付順位和検定）を認め、この時期に著しく発

達していることが示された（表 3、図 1）。 
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図 1 概念形成領域における測定値（最大値に対する割合）の変化 

 

2-2-1. 1 回目と 2 回目の「言語概念」測定値の「和」とその他概念形成領域測定値の「和」

との相関性および影響因子の分析結果 

 「言語概念」の測定値の「和」と「視覚概念」「体感概念」「数概念」の測定値との「和」

との間に相関性を認めた。特に、「視覚概念」の測定値の「和」と強い相関（r=.86、p＜.001）

が確認できた。「聴覚概念」の測定値の「和」のみ相関性を認めなかった（表 4）。 

 

表 4 「言語概念」とその他概念の測定値の「和」相関性の分析結果 

領域(n=13) 相関係数（ｒ） p 値 相関の程度 

視覚概念 測定値の和 0.86 0.0002*** 強い正の相関 

聴覚概念 測定値の和 0.49 n.s  

体感概念 測定値の和 0.69 0.01* 正の相関 

数概念   測定値の和 0.68 0.01* 正の相関 

Spearman の順位相関係数 

  

従属変数を「言語概念」の測定値の「和」とし、独立変数を「視覚概念」「聴覚概念」「数

概念」の測定値の「和」として重回帰分析変数減少法によって分析を行った。「体感概念」の

測定値の「和」は正規性が確認できなかったため、独立変数から除外した。その結果、独立

変数として、「視覚概念」「数概念」の測定値の「和」が残り、「言語概念」の発達に関して影

響を与えていることが示唆された（表 5）。 

 

表 5 「言語概念」にその他概念が及ぼす影響について測定値の「和」による分析結果 

領域(n=13) 回帰係数の推定値 推定値の標準誤差 t 値 p 値 

視覚概念 測定値の和 0.61 0.13 4.52 0.001*** 

数概念   測定値の和 0.47 0.13 3.74 0.004*** 

重回帰分析変数減少法 
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2-2-2. 1 回目と 2 回目の「言語概念」測定値の「差」とその他概念領域測定値の「差」との

相関性および影響因子の分析結果 

「言語概念」の測定値の「差」と「数概念」の測定値との「差」との間に正の相関（r=.62、

p＜.05）を認めた（表 6）。それ以外の概念の測定値の「差」とは相関性を認めなかった。 

 

表 6 「言語概念」とその他概念の測定値の「差」 相関性の分析結果 

領域(n=13) 相関係数（ｒ） p 値 相関の程度 

視覚概念 測定値の差 0.05 n.s  

聴覚概念 測定値の差 0.24 n.s  

体感概念 測定値の差 0.24 n.s  

数概念 測定値の差 0.62 0.02* 正の相関 

Spearman の順位相関係数 

 

従属変数を「言語概念」の測定値の「差」とし、独立変数を「視覚概念」「体感概念」「聴

覚概念」「数概念」の測定値の「差」として重回帰分析変数減少法によって分析を行った。そ

の結果、独立変数として、「数概念」の測定値の「差」が残り、「数概念」が「言語概念」の

急激な伸びに対して影響を与えていることが示唆された（表 7）。 

 

表 7 「言語概念」にその他概念が及ぼす影響について測定値の「和」による分析結果 

領域(n=13) 回帰係数の推定値 推定値の標準誤差 t 値 p 値 

数概念 測定値の差 0.58 0.14 4.16 0.002** 

重回帰分析変数減少法 

 

3-1．「言語的表現」およびそれ以外の自己表現領域の発達過程とその変化量の分析結果 

 1 回目に比較し、自己表現のすべての領域で 2 回目の測定値が上昇しており、1 歳 6 か月

前後から 2 歳過ぎの時期に自己表現力が著しく発達することが確認できた。1 回目において

「音楽的表現」では、最大値に対する測定値の割合が 65.1％と最も高値となっており、その

他の自己表現に先んじて発達していることが示唆された（表 3、図 2）。 

 

図 2 自己表現における測定値（最大値に対する割合）の変化 
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3-2-1. 1 回目と 2 回目の「言語的表現」測定値の「和」とその他自己表現領域測定値の「和」

との相関性および影響因子の分析結果 

 「言語的表現」の測定値の「和」に対して、「身体的表現」「音楽的表現」「数的表現」の測

定値の「和」において有意に正の相関性を認めた。身体的表現のうち、「ジェスチャー」のみ

の分析においても強い正の相関性（r=.80、p<.001）が確認できた。「画像的表現」の測定値

の「和」のみ相関性が認められなかった（表 8）。 

 

表 8 「自己表現」とその他表現の測定値の「和」相関性の分析結果 

領域(n=13) 相関係数（ｒ） p 値 相関の程度 

画像的表現 測定値の和 0.44 n.s  

身体的表現 測定値の和 0.80 0.001*** 強い正の相関 

（ジェスチャーのみ 測定値の差） 0.80 0.001*** 強い正の相関 

音楽的表現 測定値の和 0.82 0.01** 強い正の相関 

数的表現 測定値の和 0.67 0.01* 正の相関 

Spearman の順位相関係数 

 

従属変数を「言語的表現」の測定値の「和」とし、独立変数を「画像的表現」「身体的表現」

「音楽的表現」「数的表現」の測定値の「和」として重回帰分析変数減少法によって分析を行

った。ジェスチャーのみの測定値の「和」は正規性が確認できなかったため、独立変数では

「身体的表現」の測定値の「和」を採用した。その結果、独立変数として、「音楽的表現」の

測定値の「和」が残り、「言語的表現」の発達に関して「音楽的表現」が影響を与えているこ

とが示唆された（表 9）。 

 

表 9 「言語的表現」にその他自己表現が及ぼす影響について測定値の「和」による分析結果 

領域(n=13) 回帰係数の推定値 推定値の標準誤差 t 値 p 値 

音楽的表現 測定値の和 0.28 0.06 4.58 0.001*** 

重回帰分析変数減少法 

 

3-2-2. 1 回目と 2 回目の「言語的表現」測定値の「差」とその他自己表現領域測定値の「差」

との相関性および影響因子の分析結果 

「言語的表現」の測定値の「差」に対して、「身体的表現」の測定値の「差」において強い正

の相関（r=.72、p<.01）を認めた。さらに、「身体的表現」のうち「ジェスチャー」のみの測

定値の「差」の分析においても正の相関（r=.64、p<.05）が確認できた（表 10）。 

 

表 10 「自己表現」とその他表現の測定値の「差」相関性の分析結果 

領域(n=13) 相関係数（ｒ） p 値 相関の程度 

画像的表現 測定値の差 0.17 n.s  

身体的表現 測定値の差 0.72  0.01** 強い正の相関 

（ジェスチャーのみ 測定値の差） 0.64 0.02* 正の相関 

音楽的表現 測定値の差 0.36 n.s  

数的表現 測定値の差 0.54 n.s  

Spearman の順位相関係数 

従属変数を「言語的表現」の測定値の「差」とし、独立変数を「画像的表現」「身体的表現」

「音楽的表現」の測定値の「差」として重回帰分析変数減少法によって分析を行った。「数的
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表現」の「差」は正規性か確認できず、独立変数から除外した。ジェスチャーのみの測定値

の「差」は正規性が確認できなかったため、独立変数では「身体的表現」の測定値の「差」

を採用した。その結果、独立変数として、「身体的表現」の測定値の「差」が残り、「言語的

表現」の発達の伸びに関して「身体的表現」が影響を与えていることが示唆された（表 11）。 

 

表 11「言語的表現」にその他自己表現が及ぼす影響について測定値の「差」による分析結果 

領域(n=13) 回帰係数の推定値 推定値の標準誤差 t 値 p 値 

身体的表現 測定値の差 0.81 0.26 3.15 0.001*** 

重回帰分析変数減少法 

 

4-1「言語概念」「ジェスチャー」「言語的表現」の測定値の「和」および「差」の相関性に 

ついての分析結果 

 「言語概念」と「ジェスチャー」については測定値の「和」「差」とも正の相関を認めた。 

「ジェスチャー」と「言語的表現」については測定値の「和」「差」とも正の相関を認めた。

「言語的表現」と「言語概念」については測定値の「和」については相関性を認めたが、「差」

については相関性を認めなかった（表 12）。 

 

表 12 「言語概念」「ジェスチャー」「言語的表現」の相関性の分析結果 

領域(n=13)  相関係数（r） p 値 

「言語概念」と「ジェスチャー」 
測定値の「和」 0.91 ＜0.001*** 

測定値の「差」 0.64 0.02* 

「ジェスチャー」と「言語的表現」 
測定値の「和」 0.80 ＜0.001*** 

測定値の「差」 0.64 0.02* 

「言語的表現」と「言語概念」 
測定値の「和」 0.85 ＜0.001*** 

測定値の「差」 0.52 n.s 

Spearman の順位相関係数 

 

4-2「言語的表現」に対して「言語概念」「身体的表現」が及ぼす影響について測定値の「和」

および「差」ついての分析結果 

 「言語的表現」を従属変数として、「言語概念」「身体的表現」を従属変数として測定値の

「和」および「差」についてそれぞれ重回帰分析変数減少法にて分析を行った結果、測定値

の「和」では「言語概念」が、測定値の「差」では「身体的表現」が独立変数で残り、影響

因子であることが示唆された（表 13）。ジェスチャーのみでは測定値の「和」「差」とも正規

性が確認できなかったため、「身体的表現」を変数として採用した。 

 

表 13 「言語的表現」に対して「言語概念」「身体的表現」が及ぼす影響について測定値の「和

および「差」についての分析結果 

領域(n=13) 回帰係数の推定値 推定値の標準誤差 t 値 p 値 

言語概念 測定値の和 0.83 0.20 4.25 0.01** 

身体的表現 測定値の差 0.81 0.26 3.15 0.01** 

重回帰分析変数減少法 
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Ⅳ．考察 

 

言語機能に関する研究は様々なアプローチで実施されている。本研究では、乳幼児の評価

尺度 CRAYON BOOK を用いて「言語概念」と「言語的表現」を中心に言語機能に関する分

析調査を行った。さらに、「言語概念」から「言語的表現」へ移行する発達過程に身体性が介

在しているかを調査するため、「身体的表現」（ジェスチャー）の介在の可能性についても分

析を行った。 

乳幼児の発達過程を調査するについては、時間軸を無視することはできない。自己主張に

ついての調査では、1 歳前半は発声による主張が特徴的にみられ、2 歳前後にかけて不快情

動の表出を示す行動が増加し、その後減少する。そして 2 歳後半にかけて情動や行動を制御

した発話や交渉的表現など、よりスキルフルな自己主張が増加すると報告されている 10）。乳

幼児は様々な機能が劇的に発達している段階であり、ひと時も同じ状態にとどまっていない。

調査をするにあたっては、発達段階の特定の時期を切り出し、分析せざるを得ない。そこで、

この度は言語機能が急速にかつ劇的に発達していると推測される 1 歳 6 か月前後から 2 歳過

ぎの約 6 か月間に注目して調査を行うことにした。 

概念形成領域における測定値（最大値に対する割合）の変化をみることで、対象児の各概

念の発達状態を比較することができた（図 1）。先行研究においても言語機能と身体性あるい

は聴覚、視覚との関連は指摘されているが 7, 11,12 )、縦断的に尺度ツールを用いて評価し、さ

らに時間軸まで考慮して示された報告はない。本研究によると、1 歳 6 か月過ぎの時点での

最大値に対する測定値の割合をみると、聴覚概念が最も高く、次に視覚概念の順となってい

た。この二つの概念形成領域は言語概念に先んじて発達するものと思われる。乳児の知覚に

関する実験で、生後 8 か月から 16 か月の乳幼児では視覚より聴覚が有意であると報告され

ている 13）。本調査で 1 歳 6 か月前後においては聴覚概念形成の方が最大値に対する測定値の

割合で高値を示していたが、これは知覚の発達順序からしても矛盾しない結果と言える。経

験が少ない乳幼児ほど視覚情報が有意にあり、触覚能力は日常の経験を積んでいくことで発

達するとの報告がある。体感概念は触覚と関連した項目を含んでいるが、1 歳 6 か月過ぎか

ら 2 歳過ぎにかけての幼児では、体感概念はまだ発達途上の段階にあると推測された。数概

念は 1 歳 6 か月過ぎの段階では最大値に対する測定値の割合が 26.2％となっており、その他

の概念に比較し発達時期が最も遅いことが確認された。しかし、数概念のみが 1 回目と 2 回

目の測定値との間に有意な上昇（Wilcoxson 符号付順位和検定、p<.01）を認め、数概念は 1

歳 6 か月前後から 2 歳過ぎにかけて急速な発達を遂げ、乳幼児教育の観点からも非常に重要

な時期であることが推測された。 

それぞれの概念領域と言語概念との相関性を分析した結果、測定値の和においては聴覚概

念以外で正の相関を認めた（表 4）。測定値の和における分析で言語概念と聴覚概念との間に

相関性を認めなかった理由については、聴覚概念が言語概念よりかなり早い時期に発達して

おり、時間的ずれの大きさが要因ではないかと推測している。測定値の和において言語概念

を従属変数とした重回帰分析変数減少法による分析で視覚概念と数概念が影響因子として示

された（表 5）。これら 2 つの概念は言語概念の発達に影響を及ぼしていることが示された。

一方、測定値の差についても同様の分析法で調査を行った結果、言語概念と正の相関性が確

認できたものは数概念のみであった。さらに、測定値の差においても、言語概念を従属変数

として重回帰分析変数減少法を実施した結果、数概念のみが影響因子として確認できた（表
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7）。これらの結果から、言語概念の急速な発達のきっかけには数概念の発達が影響を及ぼし

ている可能性が高いことが推測された。 

自己表現領域に関しても概念形成領域と同様の手順で分析を行った。自己表現領域におけ

る最大値に対する測定値の割合を比較した結果（図 2）、1 回目の測定時で音楽的表現が最も

最大値に対する測定値の割合が高いことが確認された。音楽的表現とジェスチャー単独の測

定値を除く、言語的表現、画像的表現、数的表現、身体的表現で 1 回目に比較し 2 回目の測

定値が有意に高かった。測定値の増加程度は概念形成領域に比べても自己表現領域の方が傾

きが大きく、この時期には幼児の自己表現力が急激に発達していることが確認できた。 

測定値の和において言語的表現とそれ以外の自己表現領域の相関性を分析した結果、画像

的表現を除いた全ての領域（ジェスチャー単独の測定値を含む）で有意な正の相関を認めた

(表 8)。さらに、測定値の和において、従属変数を言語的表現、独立変数を音楽的表現、画像

的表現、身体的表現、数表現として重回帰分析変数減少法を実施した結果、音楽的表現のみ

が影響因子として示された。音楽と言語の関係性 14）や音楽的表現と言語に関する関係性を調

査した報告 15）もあるが、この度の調査では音楽的表現が言語的表現に何らかの影響を及ぼし

ていることが示唆された（表 9）。測定値の差においての分析では言語的表現と身体的表現お

よびジェスチャー単独の測定値の差との間に相関性が認められた（表 10）。さらに、測定値

の差において従属変数を言語的表現として重回帰分析変数減少法を実施した結果、身体的表

現のみが独立変数として残り、影響因子であることが示された（表 11）。以上のことから、

言語的表現の発達には音楽的表現が影響を与え、発達のきっかけとして身体的表現が関わっ

ていることが推測された。 

岡田らは「話す機能」について調査し、スマートフォンや DVD などの長時間のメディア

視聴が乳幼児の「発語」に負の影響を及ぼしていることを報告した 4）。前回の調査ではメデ

ィア視聴がどのような理由で発語に負の影響を及ぼしているかについては分析できなかった。

本研究では、言語概念から言語的表現に至る過程についても分析を行うことで幼児期におけ

る言語機能の発達過程について検討を行った。言語機能とジェスチャーとの関係については

モーテン・H・クリスチャンセンとニック・チェイターがその著書のなかで強く主張してい

る 8）。本研究でもその仮説に基づいて、「言語概念」形成→「身体的表現（ジェスチャー）」

→「言語的表現」を発達過程モデルとして分析を行った。測定値の和および差、それぞれで

言語概念、身体的表現（ジェスチャー）、言語的表現で相関性を分析した結果、「言語概念」

と「言語的表現」の測定値の差のみで相関性を認めなかった（表 12）。このことから、言語

概念と身体的表現（ジェスチャー単独でも）、言語的表現は同じような傾向で発達しているが、

言語概念の発達と言語的表現の発達との間には時間的ギャップがあることが推測された。測

定値の和および差それぞれにつき、言語的表現を従属変数とし、言語概念、身体的表現を独

立変数として重回帰分析変数減少法により分析した結果、測定値の和では言語概念が、測定

値の差では身体的表現が独立変数として残った（表 13）。この結果から、言語的表現の発達

に関して音楽的表現が影響し、発達のきっかけとしては身体的表現が直接的に影響を及ぼし

ている可能性を示していると考えられた。これは、言語概念の形成から言語的表現に至る過

程で、身体的表現が介在しているとの仮説に矛盾しない結果となっていた。また、メディア

の長時間視聴が発語に負の影響を及ぼしていた前研究の結果については、メディアから視覚

的刺激は受容しているが、双方向的関わりではないため、身体的表現に移行せず、結果とし

て発語の遅れにつながるのではないかと推測される。 
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これらの分析結果を総合的に判断すると、1-2 歳児では言語概念は視覚概念と数的概念か

ら影響を受け、身体的表現を介して言語的表現の発達に至るが、言語的表現は音楽的表現か

らも影響を受けていることが推測され，図 3 で示す仮説構造モデルが想定された。 

乳幼児教育の重要性は経済学的視点からも有効であることがすでに指摘されている 16）。乳

幼児を対象とした数概念の発達を目的とした教育実践の活動報告もある 17）。今後はさらに、

乳幼児教育の重要性と必要性が増してくるものと想像される。乳幼児期の発達過程が明らか

にされることで、アプローチすべき方法とその時期がより明瞭となり、保育現場において、

より実践的なプログラムの構築に寄与できるのではないかと期待される。 

本研究では対象規模が小さく、構造方程式による構造モデルの検証までは至らなかった。

今後の調査ではパス解析などを用いて検証する必要がある。また、聴覚概念、体感概念など

の領域と言語機能との関連が確認できなかったが、あるいはもっと違うレベルで関係してい

るのか、などさらに幅の広い分析には至らなかった。今後は調査対象を量的にも時間的にも

拡大し、より奥行きのある発達構造モデルを構築していく必要がある。 

 

図 3 本研究から考えられる 1－2 歳児における言語機能の発達過程の仮説構造モデル 
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ABSTRACT 
 

目的：育児を理由に非正規雇用を選択することは,離職に至らず職業継続しているがキャリア形成には課題が

あるといえる。非正規雇用看護師の勤務実態やキャリアの現状,組織の支援体制を把握することは看護師全体

の労働を見直す上でも重要であるといえる。本研究の目的は,育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成を取

り巻く状況を明らかにすることにより,キャリア形成支援のための課題を明らかにすることであった。 

方法：中小規模病院の管理者を対象として,育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成に関することについて

半構造化面接を実施した。分析方法は,質的帰納的方法であり,キャリアに関わる内容をコード化した。コード

の類似性と相違性に基づき抽象化しサブカテゴリー,カテゴリーを抽出した。 

結果：対象者は看護管理者 11 名であった。育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成を取り巻く状況につい

て抽出された 6 のカテゴリーは【非正規雇用での就業に先行する要因】【個人と組織の利益を両立させる受け

入れ体制】【非正規雇用看護師の制限のある勤務時間・業務内容・学習機会】【多様な背景をもつ看護師の混

在する職場の特徴】【多様な背景をもつ看護師のキャリア発達推進要因】【非正規雇用看護師のもつ強みの活

用】であった。 

考察：学習機会や業務内容に制限のある非正規雇用看護師の勤務実態が明らかとなったが,管理者の非正規雇

用看護師への教育的関わりや,日勤固定である勤務の特徴,前職までの経験,生活経験などを強みとして業務に

活かす関わりにより,キャリア形成が促進されていることが示唆された。 
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Ⅰ．背景 

 

生産年齢人口は 1995 年をピークに減少しており,2020 年以降,65 歳以上の増加の幅よりも

20-64 歳の減少率の方が大きくなっていくことが推計されている 1）。一方で,高齢者と女性の

就業率の上昇により労働力人口や就業者数は 1990 年代後半の水準を維持している 2）。実際

に女性の年齢階級別就業率の変化をみると,25-29歳,30-34歳,35-39歳の就業率は上昇してき

ているために M 字カーブは台形に近づいており 2）就業者数が維持されている。この理由は,

生涯未婚率の上昇,合計特殊出生率の低下という事実から,結婚や出産といったライフイベン

トでの退職が減少していることが考えられる。また,退職ではなく非正規雇用を選択する女性

労働者に占める非正規雇用の割合が増加 2）していることも,女性就業率の上昇に関係している

と考えられる。女性が非正規雇用を選択する理由について,35-44 歳女性では「家事・育児・

介護等と両立しやすいから」という回答が多い 2）ことから,一般的に正規雇用よりも非正規雇

用のほうが女性は生活を維持しながら就業継続しやすい状況があるといえる。 

看護師においても就労看護師約 128 万人のうち,非正規雇用（正規雇用,派遣以外）は 17.6％

であり年々増加している 3）。宮崎 4）による就業構造基本調査を用いた看護職の非正規雇用に

関する報告でも 20 歳代後半から 30 歳代と 55 歳以上で特に増加傾向である。潜在看護師へ

の調査 5)において離職理由のうち,妊娠・出産,結婚,子育てが上位であることから,ライフイベ

ントの中でも 20 歳代後半から 30 歳代は,育児関係の影響があると考えられる。現行制度の中

で,育児を理由に非正規雇用を選択することは,離職に至らず職業継続しているが,キャリア形

成という点で不十分である可能性は高い。 

非正規雇用で勤務することの問題として,時間当り賃金が正規労働者よりも低く,教育訓練

の実施が正規雇用労働者の 4～7 程度に留まることなどが報告されている 6）。また,一般的に

福利厚生面などでの待遇も悪いこと 7）,キャリアアップのための制度や正社員へ登用する仕組

みも設けられていないことが多い 6）といわれている。看護師では,看護実践に必要な実践能力

を段階的に表現したクリニカルラダーに関する調査 8）において,クリニカルラダーを用いた評

価や教育を導入している施設のうち,常勤のみに適応が約 40％であることが報告されている。

このことから,看護師についても非正規雇用では評価や教育の仕組みが整っていない状況が

推測される。先行研究では,非正規雇用看護師は研修参加頻度や教育ニーズが低くなるという

報告 9）がある一方で,成長欲求や将来展望には正規・非正規で差がないという報告 10)もある

ことから,成長は維持できる可能性があると考えられる。原 11)は,中間管理職予備軍といえる

30～39 歳に家族形成とキャリア形成の課題を両立できていない状況を問題視し,労働環境・

組織運営の見直しを提起している。非正規雇用増加の背景には,正規雇用看護師の業務負担増

加や過酷な労働環境があることもあり 4）,非正規雇用看護師の労働の実態や職務キャリアの現

状,組織の体制を把握することは看護師全体の労働を見直す上でも重要であるといえる。 

厚生労働省の定義 12)によると, 「キャリア」とは,一般に「経歴」,「経験」,「発展」さら

には,「関連した職務の連鎖」等と表現され、時間的持続性ないし継続性を持った概念として

捉えられる。文部科学省の定義 13)では,「キャリア」を「人が,生涯の中で様々な役割を果た

す過程で,自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」とし

ている。共通して,生涯を通じて継続性のあるもので,役割や経験が重要といえる。看護師の継

続的な役割や経験には,日々の看護実践が大きく影響すると考えられるが,非正規雇用看護師

の日常の勤務実態がどのようなものであるのか,どのようなキャリア形成の支援が行われて
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いるのか,に関して報告がみあたらない。 

2020 年の医療施設(静態・動態調査)によると,全国の病院 8238 のうち,300 床未満の病院は

全体の 82.5％を占めており 14）,300 床未満の病院を中小規模病院として,作成された看護管理

者の支援ガイドラインでは,地域包括ケアへの貢献も期待されている 15)。一方で,400 床以上

の大規模病院と比較し,規模が小さくなれば,新卒者の採用数が少なく募集数の定員割れこと

が多いこと 16）,離職率が高いこと 17）から,中小規模病院では人材不足を補うために中途採用

が多くなる傾向であり,中小規模病院は非正規雇用看護師が多いことが推察される。中小規模

病院の管理者への教育支援ができない理由として,余裕がないことやしくみがないことが報

告されていた 15）。よって,大規模病院と比較して資源が少ないため,増加している非正規雇用

看護師に対しキャリア形成支援には課題があるのではないかと考えた。 

本研究の目的は,300床未満の中小規模病院における育児期の非正規雇用看護師のキャリア

形成を取り巻く状況を明らかにすることにより,キャリア形成支援の課題を明らかにするこ

とである。 

 

Ⅱ．方法 

 

1. 用語の定義 

育児期：一般的に育児は未就学児を育てることを指すことが多い 18)が,中学までは義務教育

であることから,本研究では末子が中学生以下である時期とした。 

非正規雇用：本研究の非正規雇用は,正規雇用と派遣以外の雇用形態とした。厚生労働省に

よる衛生行政報告例 2）では,看護師の雇用形態別の統計において,正規雇用,非正規雇用,派遣で

分類している。正規雇用を,施設が直接雇い入れた者であって、契約期間が限定されていない

者,非正規雇用を,名称に係わらず,「正規雇用」及び「派遣」に該当しない者,派遣を,派遣会社

から派遣されている者,としていることを参考とした。 

中小規模病院：厚生労働省の中小規模病院の管理者支援に関する報告書 15）の定義を参考に,

本研究でも 300 床未満の病院を中小規模病院とした。 

 

2. 研究デザインと対象者 

研究デザインは質的研究法であり,対象は中小規模病院の看護師長とした。中小規模病院は

300 床未満の病院を便宜的に抽出し看護部長に事前に研究の説明を行った。同意が得られた

6 箇所の病院において,部署に所属するスタッフの中に,末子が中学生以下である非正規雇用

看護師がいる看護師長に協力を得た。看護師長を対象とした理由は,非正規雇用看護師だけで

はなく,看護師全体の勤務やキャリア形成の状況,病院の経営方針や雇用計画などを把握して

いる看護師長からデータ収集することにより,非正規雇用看護師のキャリア形成を取り巻く

状況を明らかにするという本研究の目的に合致していると考えたためである。 

 

3. データ収集 

 2020 年 2 月から 2021 年 3 月に半構造化面接法によるデータ収集を実施した。半構造化面

接とは,各回答者を網羅するような質問のリストを用いてトピックについて自分の言葉で話

してもらう技法である 19）。何を尋ねたいか分かっていても答えがどうなるかを予測できない

ときに用い,研究者は必要な情報を得られ,回答者は望むだけ詳細に話すことができる。 
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本研究の非構造化面接では,誘導を最小限にして自由に語ってもらう方法 20）を採用した。

部署に所属する非正規雇用で末子が中学生以下の看護師について,「キャリア形成を促進する

要因・阻害する要因」を自由に語ってもらいながら,「非正規雇用看護師のキャリア展望,教育

ニーズはどのようなものであるか」「非正規雇用看護師の研修参加頻度や院内研修などの教育

環境はどのようなものであるか」「非正規雇用看護師への支援・相談体制・育児の支援制度な

ど職場環境はどのようなものであるか」という質問で構成した。 

 なお,面接の実施にあたり原則対面実施としたが,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

による影響のため対面不可の場合は Web会議サービス ZOOM を用い,対面に時間制限がある

場合は複数を同時に実施した。 

 

4. 分析方法 

質的帰納的方法とした。逐語録を精読し,意味内容がわかる文脈から,育児期の非正規雇用

看護師のキャリア形成に関連する部分について,意味内容を変えずに要約しこれをコードと

した。各コードの類似性と相違性を比較検討しそこに含まれるコードを代表しうるような名

前をつけ,これをサブカテゴリーとした。次に,さらにサブカテゴリーの類似性と相違性を比

較検討してカテゴリー名をつけた。看護管理者 1名,育児期で非正規雇用の経験のある看護師

2 名とデータ,ネーミングを確認し質的研究の経験のある研究者からスーパーバイズを得た。 

 

5. 倫理的配慮 

看護部長に研究協力の承諾を得て研究協力者を紹介してもらう過程を経たが,強制力が働

かないよう,研究協力者個人の自由意思に基づいた同意を得て行うということを配慮した。同

意を得るにあたり,研究目的・方法・データの取り扱いなどの説明を依頼書ならびに口頭にて

行い,同意書に署名を得て実施した。なお,本研究は,兵庫県立大学看護学部・地域ケア開発研

究所研究倫理委員会の承認(2019F22)を得て実施した。 

 

Ⅲ．結果 

 

1. 対象者の基本属性と面接の基本情報 

面接は看護師長 11 名に対して実施した。研究対象者の管理職経験年数は平均 8.2 年,現在

の施設での在職年数は平均 15.5 年であった(表 1)。対象者の部署に所属している育児期の非

正規雇用看護師数は 1-5 名で,平均面接時間は 38 分であった。COVID-19 の影響として,D 病

院 2 名は,Web 会議システムである ZOOM を用いた面接となった。E 病院は対面可能であっ

たが時間制限があったため 2 名同時の実施となった。面接時間の平均値では,E 病院 2 名の

63 分は 2 名分として計算した。対象者の部署に所属している育児期の非正規雇用看護師数や

在職年数によって面接時間の長さが影響されるという傾向はみられなかった。 

 

2. 面接内容から得られた結果 

育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成を取り巻く状況について 6 のカテゴリー,29 の

サブカテゴリーが抽出された(表 2)。以下,カテゴリーを【】,サブカテゴリーを「」,コードを

“イタリック体”で表記する。 

表 1  研究対象者の属性 
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対象者 面接時間 
非正規雇用 

看護師数 
診療科 

管理職 

経験年数 

施設在職

年数 
特記事項 

A病院 A-1 32分 2名 総合内科 4年 9年  

A病院 A-2 38分 2名 療養病床 4年 21年  

A病院 A-3 35分 2名 医療療養型 9年 18年  

B病院 B-1 50分 5名 循環器内科 10年 5年  

C病院 C-1 56分 3名 回復期リハ 14年 22年  

D病院 D-1 32分 3名 
産婦人科・内科・

小児科外来 
5年 5年 ZOOM実施 

D病院 D-2 37分 1名 産科 4年 7年 ZOOM実施 

E病院 E-1 
63分※ 5名 

内科, 

地域包括ケア 
14年 17年 Eは 2名 

同時に実施 
E病院 E-2 内科 11年 22年 

F病院 F-1 42分 4名 外来 5年 16年 男性 

F病院 F-2 29分 2名 内科外科混合 2年 13年  

平均 38分   8.2年 15.5年  

面接時間の平均値計算の際,※は 2 人分の時間とした 

 

 

1）【非正規雇用形態での就業に先行する要因】 

【非正規雇用形態での就業に先行する要因】は,4 サブカテゴリーからなり「中途採用され

る準備状況が整っている」「育児のために働く場所が制限される」「就業条件を決定する上で

配偶者や家族の影響を受ける」「仕事よりもプライベートを優先したい価値観である」であっ

た。 

「中途採用される準備状況が整っている」は“非正規雇用看護師は転職者である”“非正規

雇用看護師は潜在看護師対象の研修を活用している”など就業前に共通した準備状況がある

ことが示されていた。 

「育児のために働く場所が制限される」は,“育児中は中小規模病院が受け皿になっている”

“育休明けの配属部署は限定されている”などから構成され,病院や社会など外的なルールや

慣習のために育児中の勤務場所が制限を受けていることが示されていた。 

「就業条件を決定する上で配偶者や家族の影響を受ける」は“配偶者の経済状況に左右さ

れる”“家族は子どもの病気では女性・非正規が休むという考えである”のように配偶者や家

族の経済状況,考え方などの影響を受けることが示されていた。 

「仕事よりもプライベートを優先したい価値観である」は外的なルールでも家族の考えで

もなく,家庭などのプライベートを優先したいという自身の価値観があることが示されてい

た。 
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表 2  育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成を取り巻く状況 

カテゴリー サブカテゴリー 

非正規雇用での就業に先行

する要因 

中途採用される準備状況が整っている 

育児のために働く場所が制限される 

就業条件を決定する上で配偶者や家族の影響を受ける 

仕事よりもプライベートを優先したい価値観である 

個人と組織の利益を両立さ

せる受け入れ体制 

人員不足対策のための多様な雇用形態が提供されている 

育児期看護師の人員確保のための手厚い保育支援が提供されている 

人員と配属先のマッチングによる継続支援がされる 

雇用形態と就業条件で折り合う調整がされる 

管理者による非正規雇用看護師の業務負担を考慮した継続支援がされる 

非正規雇用看護師の制限の

ある勤務時間・業務内容・学

習機会 

非正規雇用看護師は勤務時間に制限を持っている 

非正規雇用看護師は勤務時間の制限次第で業務が決まる 

非正規雇用看護師の業務は制限がある 

雇用形態によって学習機会に差がある 

多様な背景をもつ看護師の

混在する職場の特徴 

管理者により正規雇用と非正規雇用が協働する調整がされている 

管理者とスタッフの連携が密である 

部署全体が非正規雇用看護師を受け入れる 

キャリア発達を醸成しにくい職場風土がある 

部署の構成員の雇用形態のアンバランスによる課題がある 

多様な背景をもつ看護師の

キャリア発達推進要因 

非正規雇用看護師は組織からは正規雇用になることが望まれている 

管理者による非正規雇用看護師への教育的関わりがある 

非正規雇用看護師の業務は正規と同様で制限がない 

日々の業務がキャリア形成につながる 

多くのスタッフが学習機会を確保できる工夫がある 

雇用形態に依らず学習意欲がある 

ワークライフバランスを重視したキャリア展望がある 

非正規雇用看護師のもつ強

みの活用 

管理者により個々のスタッフのできる仕事が把握されている 

日勤勤務やフリー業務に固定されている非正規雇用看護師に強みが活か

されている 

中途採用者の前職までの経験が活かされている 

多様な生活経験が看護に活かされている 

 

 

2）【個人と組織の利益を両立させる受け入れ体制】 

【個人と組織の利益を両立させる受け入れ体制】は 5 サブカテゴリーからなり,「人員不足
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対策のための多様な雇用形態が提供されている」「育児期看護師の人員確保のための手厚い保

育支援が提供されている」「人員と配属先のマッチングによる継続支援がされる」「雇用形態

と就業条件で折り合う調整がされる」「管理者による非正規雇用看護師の業務負担を考慮した

継続支援がされる」であった。 

「人員不足対策のための多様な雇用形態が提供されている」は“希望に添うため勤務時間

は多様に設定している”“人員不足に対応するため,新たな変則体制を創設した”のように,人

員不足を背景に,多様な人材を受け入れられる働き方が設定されていることが示された。 

「育児期看護師の人員確保のための手厚い保育支援が提供されている」は“保育制度は非

正規も利用できる”“育児中は常勤でも夜勤・早出・居残りの免除をして人材確保している”

などのように,育児期の看護師への働きやすい支援の整備がありさらに育児支援制度は非正

規にも適応がされていることが示された。 

「人員と配属先とのマッチングによる継続支援がされる」は“診療科などの特徴をみて配

置を決める”“徐々に勤務時間を延ばしている人がいる”のように,前職での経験が合う部署

への配置や勤務時間の試用など適応による継続支援につながることが示されていた。 

「雇用形態と就業条件で折り合う調整がされる」は“正規雇用看護師に求められる勤務条

件と折り合いがつかないため非正規で勤務条件を調整する”“人員確保のため職員の希望を聞

き勤務条件を譲歩する”“育児や家庭の事情に合わせ,一時的に非正規になりまた正規に戻る”

などが含まれていた。正規雇用看護師に求められる条件は看護業務以外の役割を担うことや

超過勤務などを指しており,組織は,人員確保のために譲歩したり交渉したりして折り合う調

整がされていることが示されていた。 

「管理者による非正規雇用看護師の業務負担を考慮した継続支援がされる」は“無理のな

い勤務で継続できるように配慮する”“非正規雇用看護師が時間外勤務をしないように,委員

会や係の仕事は勧めない”といった負担を少なくして継続する支援が示されていた。 

3）【非正規雇用看護師の制限のある勤務時間・業務内容・学習機会】 

【非正規雇用看護師の制限のある勤務時間・業務内容・学習機会】は 4 サブカテゴリーか

らなり,「非正規雇用看護師は勤務時間に制限を持っている」「非正規雇用看護師は勤務時間

の制限次第で業務が決まる」「非正規雇用看護師の業務は制限がある」「雇用形態によって学

習機会に差がある」であった。 

「非正規雇用看護師は勤務時間に制限を持っている」は“非正規雇用看護師の勤務日や暦

は制限がある”“非正規は休日の回数や希望が自由にでき,土日勤務や夜勤が免除になる”な

どのように非正規雇用看護師は勤務時間数・時間帯・日数・暦に制限を持ち,それが免除,すな

わち,許容されていることが示されていた。 

「非正規雇用看護師は勤務時間の制限次第で業務が決まる」は“非正規雇用看護師はスキ

ルアップよりも時間内に終わる業務を希望する”“勤務時間の長さに合わせてフリー業務か部

屋持ちかが決まる”などからなり,勤務時間によって業務内容や役割が決まることが示されて

いた。 

「非正規雇用看護師の業務は制限がある」は“非正規雇用看護師は委員会や役割はしない”

“非正規雇用看護師はリーダー業務と残業はしない”“非正規雇用看護師自身が業務範囲を決

めてしまう”などからなり,部署のルール,非正規雇用看護師自身により非正規雇用看護師の業

務範囲は制限されていることが示されていた。 

「雇用形態によって学習機会に差がある」は“院外研修は正規雇用看護師が優先して参加
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できる”“正規雇用看護師には育児中も,院内外問わず必須の研修がある”などのように,雇用

形態の違いによって学習機会に差があることが示されていた。 

4）【多様な背景をもつ看護師が混在する職場の特徴】 

【多様な背景をもつ看護師が混在する職場の特徴】は 5 サブカテゴリーからなり,「管理者

により正規と非正規が協働する調整がされている」「管理者とスタッフの連携が密である」「部

署全体が非正規雇用看護師を受け入れる」「部署の構成員の雇用形態のアンバランスによる課

題がある」「キャリア発達を醸成しにくい職場風土がある」であった。 

「管理者により正規と非正規が協働する調整がされている」は“非正規雇用看護師の勤務

に関する不満は管理者が窓口になる”“非正規雇用看護師の勤務条件を理解しているため不満

は出ない”のように勤務や業務についての不公平感をなくすような調整が管理者によって行

われていることを示していた。 

「管理者とスタッフの連携が密である」は“師長とスタッフの距離が近く,業務改善につな

がりやすい”“師長も半分以上スタッフ業務に入るため,細かい情報を把握できる”などから

なり,中小規模病院の管理者とスタッフは距離が近く業務を共有する機会があることにより

密な関係性があることが示されていた。 

「部署全体が非正規雇用看護師を受け入れる」は“医療処置が少なく,ブランクや技術不足

でも働くことができる部署である”“育児中の人への不満がなく,定時退勤に協力的である”

などからなり,部署の診療科の特徴だけでなく,スタッフの雰囲気などの要因によって,育児期

看護師や中途採用者を受け入れやすい特徴があることが示されていた。 

「部署の構成員の雇用形態のアンバランスによる課題がある」は“育児期看護師が多くシ

フト作成が難しい”“夜勤ができない人のカバーのために年配者が多く夜勤をする状況であ

る”“正規職員の負担軽減のため非正規も月に 1 回は土日出勤する条件をつけている”のよう

に,夜勤や土日出勤を免除されているスタッフの偏りによる負担の偏りやその解消のための

調整が試みられていることが示されていた。 

「キャリア発達を醸成しにくい職場風土がある」は“積極的に研修にいく組織風土がない”

“キャリアモデルがいない”“医師数が少なく専門性が高くないため専門性を積み上げにく

い”のように職場の風土や構成員の特徴から,キャリア形成のモチベーションが生まれにくい

要因があることが示されていた。 

5）【多様な背景を持つ看護師のキャリア発達推進要因】 

【多様な背景を持つ看護師のキャリア発達推進要因】は,７サブカテゴリーからなり「非正

規雇用看護師は組織から正規雇用になることを望まれている」「管理職による非正規雇用看護

師への教育的関わりがある」「非正規雇用看護師の業務は正規と同様で制限がない」「日々の

業務がキャリア形成につながる」「多くのスタッフが学習機会を確保できる工夫がある」「雇

用形態に依らず学習意欲がある」「ワークライフバランスを重視したキャリア展望がある」で

あった。 

「非正規雇用看護師は組織から正規になることが望まれている」は組織側からは正規職員

になるというキャリア展望の希望があることが示されていた。 

「管理職による非正規雇用看護師への教育的関わりがある」は“中途採用者の教育体制が

ある”“管理者が非正規雇用看護師の業務内容を教育的な意図で決めている”といった組織が

提供する教育的関わりがあることが示されていた。 

「非正規雇用看護師の業務は正規と同様で制限がない」は“非正規雇用看護師は正規と同
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様の日勤業務をする”“非正規雇用看護師は委員会活動をする”などからなり,雇用形態では

業務自体の差はなく活動していることが示されていた。 

「日々の業務がキャリア形成につながる」は“チーム医療であり多職種と連携する力は雇

用形態関係なく蓄積される”“外来での勤務は幅広く経験できジェネラリストを目指すことが

できる”など配属された部署に求められる力がキャリアにつながるということが示されてい

た。 

「多くのスタッフが学習機会を確保できる工夫がある」は“院内研修は日勤の勤務時間内

に開催する”“病棟内の勉強会は非正規雇用看護師の勤務日に合わせて開催する”のように,

日勤帯や勤務時間内に実施すること,勤務日数の少ない非正規雇用看護師の勤務日に合わせ

た開催とすることにより多くのスタッフの学習機会を得る工夫がされていることが示されて

いた。 

「雇用形態に依らず学習意欲がある」は,“非正規雇用看護師は興味のある分野の研修に積

極的に参加する”“非正規雇用看護師には学びたい意思がある”“学習意欲は雇用形態ではな

く個人の差によるものである”のように,学びたい意欲はあり研修参加への積極性など行動に

差はあるが,非正規であっても学習意欲があることが示されていた。 

「ワークライフバランスを重視したキャリア展望がある」は“定年まで細々と続けたいと

いう人が多い”“仕事と家庭の両立ができる範囲で勤務継続する希望がある”“子どもが大き

くなれば正規職員になりたい希望がある”のように,仕事以外の状況も考慮したキャリア展望

をもっていることが示されていた。 

6）【非正規雇用看護師のもつ強みの活用】 

【非正規雇用看護師のもつ強みの活用】は,4 サブカテゴリーからなり「管理者により個々

のスタッフのできる仕事が把握されている」「日勤勤務やフリー業務に固定されている非正規

雇用看護師の強みが活かされている」「中途採用者の前職までの経験が活かされている」「生

活経験が看護に活かされている」であった。 

「管理者により個々のスタッフのできる仕事が把握されている」は“非正規雇用看護師は

経験内容や年齢・背景が違うため,個々に合わせた業務を設定している”“管理者は個々のス

タッフの持っている力やできる仕事を把握している”などからなり,活用できる個々の経験や

スキルが管理者により把握されていることが示されていた。 

「日勤勤務やフリー業務に固定されている非正規雇用看護師の強みが活かされている」は

“短時間でもフリーで処置に入るため多くの情報を持っていてその人に聞けば何でもわか

る”“非正規雇用看護師はいつも日勤のために,患者さんの情報を持っていて多職種カンファ

レンスで力になっている”“正規雇用看護師は夜勤回数が多いため日勤にいるパートが委員会

をサポートしている”などからなり,勤務帯・業務が固定されていることによる情報の活用や

委員会補助としての活用がされていることが示されていた。 

「中途採用者の前職までの経験が活かされている」は“大病院での経験から,患者さんを全

体的にみる視点が強いため退院支援で役立っている”“いろんなところを転々としている人は,

システムがあまり分からなくても,即戦力になってくれる”“患者さんへよい関わりをしてい

るため,みんなが信頼して聞くため,その人から学ぶ”“非正規雇用看護師はよく動き,気がつ

く”“仕事に対する姿勢やキャラクターが周囲に良い影響を与えている”などからなり,知識

や技術以外に対人関係や社会性など周囲への影響も認識され活かされていることが示された。 

「生活経験が看護に活かされている」は“家庭を持ったことで患者によい関わりができる”
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“個人の生活経験によって関わり方が変わる”などからなり,多様な背景をもつ看護師の人生

経験が強みとして認識され,活かされていることが示された。 

 

Ⅳ．考察 

  

6 つの中小規模病院の看護師長 11 名に半構造化面接を実施し,育児期の非正規雇用看護師

のキャリア形成を取り巻く状況はどのようなものか質的帰納的分析によって明らかにした結

果,6 カテゴリー29 サブカテゴリーが抽出された。カテゴリーは【非正規雇用形態での就業に

先行する要因】【個人と組織の利益を両立させる受け入れ体制】【非正規雇用看護師の制限の

ある勤務時間・業務内容・学習機会】【多様な背景をもつ看護師が混在する職場の特徴】【多

様な背景をもつ看護師のキャリア発達推進要因】【非正規雇用看護師のもつ強みの活用】であ

った。育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成支援の課題について考察する。 

 

1．育児期の看護師が非正規雇用を選択する是非 

【非正規雇用での就業に先行する要因】として,「育児のために働く場所が制限される」こ

とや,「配偶者や家族の影響を受ける」ことが含まれていた。看護師の離職理由の上位には結

婚・出産・育児が挙げられている 5)。看護師の再就業者は非正規雇用となる割合が多くなる

という報告 4)や,非常勤の占める割合は,新卒から継続して勤務している看護師と比較して,中

途採用看護師の中に有意に多いという結果 21)もあることから,ライフイベントを起因とした

離職を経て,育児期に転職先で非正規雇用に移行しやすい状況があることが考えられた。 

就業できる条件に制限がある育児期の看護師に対して,中小規模病院は人員確保が喫緊の

課題となっていた。そのため,【個人と組織の利益を両立させる受け入れ体制】が生じ,「人員

不足対策のための多様な雇用形態が提供されている」「育児期看護師の確保のための手厚い保

育支援が提供されている」という受け入れ体制が整備されていた。 

これらのことから,病院のルールや社会の慣習,配偶者や家族の経済状況や考え方などの影

響により就業条件に制限を設けて働きたい人の受け皿が,人員確保したい中小規模病院にな

っており,その結果,育児期の非正規雇用看護師がいるという構造があると考えられた。日本の

就業者全体においても,女性は男性に比較し,非正規雇用の割合が高いことが報告されており

22) ,伝統的な性別分業,つまり男性には稼得役割があり,女性は家事・育児役割が疎かにならな

い範囲で補助的に就業していることによる影響が指摘されている 23)。90％以上が女性である

看護師にもこの傾向があると考えられた。キャリアの積み上げへの障害として,中途採用看護

師と継続看護師のどちらの回答もワークよりもライフであり 24）,そのライフのうち最も多い

回答が家庭であった 24)。高齢者や女性の働き方の変化に対応するため,社会保険制度の改正 25)

により,被用者保険（厚生年金保険,健康保険）の適用範囲の拡大は行われてきているが,非正

規雇用の是非の議論やキャリア形成支援の根本的問題については,伝統的性別分業の脱却な

どの課題も含み,病院単位や家庭単位を超えて存在していると考えられた。 

非正規雇用看護師の自律性には,経験年数の長さ,特に正規雇用の経験年数が影響している

26)。比較的若い育児期に,正規・非正規の 2 極の雇用形態によって非正規雇用を誘発する社会

構造は看護学の発展に影響すると考えられた。女性が大多数を占め,生涯の能力開発が求めら

れる看護職には女性活躍の先駆的なモデルとなることが期待されると考えられた。 
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2．非正規雇用看護師への学習機会の確保 

非正規雇用看護師の勤務実態は,【非正規雇用看護師の制限のある勤務時間・業務内容・学

習機会】のカテゴリーで表されるように,「勤務時間に制限」があり,「業務内容が制限」され

ていることが明らかとなった。「制限のある学習機会」とは,正規雇用看護師には優先される

研修がある,正規雇用看護師には強制的な研修があるが非正規雇用看護師にはない,というよ

うな,雇用形態による学習機会の差があった。先行研究においても,パート看護職の参加も視野

に入れた教育訓練の機会がないと報告されていた 27)。看護師等の人材確保の促進に関する法

律では,看護師等の研修等による能力開発が開設者,看護師自身の責務として規定されている

28)。日本看護協会が看護職を対象とした行動指針としている「看護職の倫理綱領」29)におい

ても,継続学習による能力開発,研究や実践を通じた看護学の発展への寄与などが示されてい

る。本研究では「雇用形態に依らず学習意欲がある」ことが明らかとなり,雇用形態の差によ

って,成長欲求に差がないという報告 10)もあることから,雇用形態による学習機会の差の解消

が課題であると考えた。 

一方で,先行研究において,非正規雇用看護師の就業ニーズには家庭と仕事を両立させるこ

とがあること 30),非正規雇用看護師は家庭との両立を重視し長く勤められる勤務場所を選択

していること 31)が報告されている。本研究においても,「ワークライフバランスを重視したキ

ャリア展望がある」ことが明らかになり先行研究を支持するものであった。岡﨑ら 32)は非正

規雇用看護師であるメリットを,役割負担から解放や発達への努力の回避と報告しているこ

とからも,学習機会や実践の機会を望む意見ばかりとは言い難い一方で,非正規雇用看護師に

は新たな知識や技術の習得機会を確保することへの困難があるという経験も報告されている

32)ことから,雇用形態の差に依らず,個人が能力開発の機会を望めば入手できるしくみが整備

されることが重要であると考えられた。 

 

3．非正規雇用看護師の強みの活用 

看護師の非正規雇用を生じさせる社会構造の元,【多様な背景をもつ看護師が混在する職場

の特徴】が生じていた。中小規模病院は,育児以外にも多様な事情・背景のある看護師の受け

皿となった結果,夜勤・勤務曜日・勤務日数などに制限がある構成員が多くなりシフトや役割

調整が困難になるという「部署の構成員の雇用形態のアンバランスによる課題」,積極的に研

修に行く風土や多様な背景を持つ看護師のキャリアモデルがなく「キャリア発達を醸成しに

くい職場風土」といった課題を抱えていた。課題を抱えつつ,中小規模病院では「管理者とス

タッフの連携が密である」という特徴を活かし,「管理者により正規と非正規が協働する調整」

がされていることで,「部署全体が非正規雇用看護師を受け入れ（る）」ていた。また,キャリ

ア形成支援は見据えつつも,喫緊の組織の利益である人員確保のため【個人と組織の利益を両

立させる】には,就業継続支援は欠かせず,個々に雇用条件を調整したり保育支援を充実させた

りするなどの制度の整備以外に,管理者が裁量の範囲で,個々に就業継続を支援していること

が明らかとなった。具体的には,前職での経験や職場の特徴を理解して「人員と配属先のマッ

チング」をすることや働き方の希望を個別に聞き取り「雇用形態と就業条件で折り合う調整」

をすること,「業務負担を考慮」して勤務時間や業務内容を調整するといった,管理者がコミュ

ニケーション力を発揮して,個々のケースに合わせることなどによる継続支援がされていた。 

管理者は,非正規雇用看護師が「正規になることを望」んでおり,【多様な背景をもつ看護師

のキャリア発達推進（要因）】のため個々のスタッフを理解しキャリア発達を促進する工夫が
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行われていた。具体的には,日勤の時間内に勉強会を開催するなど「多くのスタッフが学習機

会を確保できる工夫」や,教育的な意図で業務内容を決めたり委員会活動も含め業務内容自体

に差を設けていなかったりすることであった。また,特別な研修を受けたりや資格を取得した

りすることではなく,「日々の業務がキャリア形成につながる」という考えも存在していた。

管理者は,多様は背景を目標面談・日々の関わりの中から個々に理解し教育的な意図で業務調

整を采配していた。 

さらに,管理者は,把握した「個々のスタッフのできる仕事」から,「中途採用者の前職まで

の経験」や「生活経験」を看護実践に活かしていることも明らかとなった。前職の経験は業

務経験の有無だけでなく人柄や仕事への態度などが周囲へよい影響となることを管理者から

期待され日々勤務されている実態があることも語られた。さらに「日勤勤務やフリー業務に

固定されている」非正規雇用看護師の働き方を強みとして,カンファレンスの多い時間帯の勤

務者であることと,患者活動時間の情報量が多いことを活かし,多職種連携場面でのキーパー

ソンとなってチームの看護提供へつなげていることが明らかとなった。先行研究ではパート

タイム看護師は,看護師としての経験をもつために上司や他の看護師から役割を任されると

いう経験をしていることが報告されていた 32)。また,看護師としての経験や能力を活かせられ

ることに満足している 30)という報告もあった。しかし,家庭をもつことなどプライペートな経

験を看護の強みとして活かすという経験についての報告はこれまでなかった。先行研究にお

いて,石ら 33)は,育児を理由に短時間勤務をしている看護師の病棟の看護師長へマネジメント

の工夫を調査しており,短時間勤務者の強みの活用としては,経験を活かして重症患者の受け

持ちをすること,若手の育成を委ねること,日勤が多いときは学生指導担当にすること,が挙げ

られていた。本研究における非正規雇用看護師の活用は,その人の人柄や態度による周囲への

影響,プライベートな経験による看護への活用,日勤帯に固定されていることを強みとした活

用など【非正規雇用看護師のもつ強みの活用】は,これまで多様な働き方をする当事者からも

管理者からも報告されていなかったものであり,多様な働き方が推奨されていく中で,管理者

のマネジメントにおいて日々創造されているものであることが推測された。一方で,これらの

強みの活用は,「部署の構成員の雇用形態のアンバランスによる課題」とは表裏一体といえ,

現行制度の中で人員不足を補いながら看護の質を担保するための管理者の工夫であり,ノウ

ハウが共有されていくことが望まれる。また,今後,実際に非正規雇用看護師の強みが成果につ

ながっていくことが明らかとなれば,多様な働き方を求める看護師を,非正規雇用ではなく,正

規で雇用する根拠資料となる可能性がある。看護の質向上のため,雇用形態と強み,成果につい

て,引き続き検討していくことが重要であると考えられた。 

 

4．研究の限界と今後の課題 

 本研究は中小規模病院の管理者 11 名への面接実施による質的分析である。病院の立地や経

営方針などにより,採用は変動を受けるため,すべての中小規模病院の非正規雇用看護師を取

り巻く環境を反映しているとは言い切れない。またデータ収集期間が COVID-19 による影

響を受ける時期であったため,データ収集の面接では Web 会議システムを用いたり 2 名同時

に実施したりするなどしたため,十分な語りが得られなかった可能性は否定できない。 

今後は,実際の非正規雇用看護師へのキャリア支援調査,非正規雇用が経営や看護の質に与

える影響の調査などを行い,看護師の働き方について検討していくことが求められる。 
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Ⅴ．結論 

 

 育児期の非正規雇用看護師のキャリア形成を取り巻く状況は,育児による働く場所の制限,

配偶者や家族の影響といった【非正規雇用形態での就業に先行する要因】をもつ看護師の受

け皿として,中小規模病院が【個人と組織の利益を両立させる受け入れ体制】を整え,非正規雇

用看護師が増加する構造が存在した。また,【非正規雇用看護師の制限のある勤務時間・業務

内容・学習機会】があることから,社会全体で雇用形態のあり方自体の見直しや雇用形態に依

らない看護実践の機会や学習機会の提供が重要と考えられた。【多様な背景をもつ看護師が混

在する職場の特徴】のために,困難なマネジメントが生じていたが,管理者は個々を理解して教

育的関わりを実践するなどといった【多様な背景をもつ看護師のキャリア発達推進要因】を

推進し【非正規雇用看護師のもつ強みの活用】がされていることが明らかになった。 
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ABSTRACT 

  

本研究では、子どもの自己決定に関する保護者の認識の実態と、それに影響を及ぼす諸要因を

検討するため、A 県の保護者 83 名を対象に調査研究を実施した。主成分分析の結果として、自己

決定スキルの重要度、自己決定力、自己決定の支援の 3 成分が検証され、高い内的一貫性が示さ

れた。また、保護者は自己決定スキルの重要度に対する評価が高い傾向が見られたが、自己決定

の支援と自己決定力の評価の低さに課題がみられた。各成分に影響する要因として、「障害の程度」

は「自己決定力」への影響が示唆された。各成分得点の関係について、「自己決定の支援」は「自

己決定力」への影響が示唆され、家庭環境における「自己決定スキルの重要度」は「自己決定の支

援」への影響が示唆された。以上から、障害の程度に関わらずすべての子どもが自己決定の指導

と支援により自己決定力を向上できることを保護者に認識させることが重要である。家庭環境に

おける自己決定の支援を促進するため、保護者の自己決定スキルの重要度に注目する必要性が指

摘できる。また、自己決定の支援の促進や学校と家庭との連携などにより、子どもの自己決定力

の向上が期待できる。 
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Ⅰ．はじめに 

  

自己決定の概念は、米国において広く浸透してきている。1970 年代と 1980 年代初頭の自

己擁護運動(self-advocacy movements)を踏まえ、公営住宅法(Public Housing Act)が、自己

決定に言及した。リハビリテーション法(1992；1998)と障害者教育法 (Individuals with 

Disabilities Education Act)(1990；1997)では、自己決定が立法化された移行支援の主要な構

成要素となった(Wood, Karvonen, Test, Browder, & Algozzine, 2004)。1990 年代から障害者

教育において、自己決定の指導が最も重要な課題となっている(Wehmeyer, palmer, Agran, 

Mithaug, & Martin, 2000; Agran, Blanchard, & Wehmeyer, 2000)。多くの研究者は、自己

決定を教育の重要な目標として主張している (Halloran, 1993; Browder, Wood, Test, 

Karvonen, & Algozzine, 2001)。障害のある子どもは自己決定に関連するスキルや知識を学

ぶことにより、普通教育への参加を促進することができ(Palmer, Wehmeyer, Gipson, & 

Agran, 2004)、就学・就職の移行結果(Shogren, Plotner, Palmer, Wehmeyer, & Paek, 2014)、

自立生活(McGuire & McDonnell, 2008)、生活の質(Wehmeyer & Palmer, 2003)などの改善

にも関連している。 

日本では、20 年前から、米国を中心とした研究の影響を受けて、特別支援教育領域におい

て、自己決定の研究が徐々に報告されるようになった(田崎・小島, 2008; 手島, 2003)。そこ

で、松田・二階堂・福森(2007)は、自己決定が学習意欲を高める上で欠かすことのできない

要因であり、広く教育活動全般にわたりその意義を再認識する必要があることを指摘した。

また、学校教育場面における障害児を対象とした自己決定の指導は、色々な学習場面で取り

入られている(宮野・細谷, 2021)。文部科学省(2022)では、子どもの個性の伸長を図りながら、

社会的な資質や能力・態度を育成するために、自己決定の場を与え、学校教育における自己

決定に関する指導を促進することが示唆されている。多くの研究者は、自己決定の重要性を

認識し、自己決定の促進に関わる課題を検討する必要性を指摘した。 

障害のある子どもの自己決定力の促進において重要な役割を担うのは、保護者である。保

護者が自己決定スキルの重要性を認識しているかどうかが、障害のある子どもの自己決定力

に影響を及ぼすことが明らかになっている (Carter, Lane, Cooney, Weir, Moss, & 

Machalicek, 2013; 田崎・小島, 2008)。保護者が自己決定スキルの重要性をより認識すると、

家庭環境における自己決定の支援をより多く提供することが明らかになっている(Alrabiah, 

2021)。また、自己決定の支援は障害者の自己決定の促進の重要な課題であり、保護者が家庭

環境において障害のある子どもに自己決定の支援を提供することで、子どもは自己決定力を

高めることが明らかになっている(Deci & Ryan, 2008)。遠藤(2017)は、知的障害及び自閉ス

ペクトラム症(以下、ASD)の子どもは、抽象的概念の理解が難しく、自己決定は困難であるこ

とを指摘した。そのため、保護者は障害のある子どもの自己決定を尊重しながらそれを支援

することが示唆されている(沖倉, 2012; 遠藤, 2017)。一方、他の障害のある子どもと比べて、

知的障害や ASD の子どもの自己決定力に対する保護者の評価は、低い傾向が示された

(Carter et al., 2013; Wehmeyer & Garner, 2003)。子どもの自己決定力の過小評価は、保護

者の自己決定スキルの重要性の評価と自己決定の支援の提供に影響を与えることが明らかに

なった(Carter, Owens, Trainor, Sun, & Swedeen, 2009)。つまり、障害のある子どもの自己

決定力を促進するため、自己決定力の重要性に関する保護者の認識、家庭環境における自己

決定の支援の提供状況と子どもの自己決定力に対する保護者の評価を検討する必要があると
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考える。 

障害のある子どもの自己決定に関する保護者の認識は、多くの要因によって影響を受ける

(Shogren, 2011; Wehmeyer, Abery, Zhang, Ward, Willis, Hossain et al., 2011)。これまでの

先行研究により、保護者の自己決定の認識に影響を与える要因には、3 つの「レベル」があ

り、子どもの個人要因、保護者の要因と学校の要因である。 

1 点目、子どもの個人要因について、障害の程度や生活年齢などがある。まず、障害の程度

について、子どもの障害が重くなるほど自己決定の支援が必要となり、周囲の者にとって手

間がかかり、負担感があることが指摘されている(遠藤・大川, 2004)。特に重度障害、知的障

害及び ASD のある子どもの保護者は、子どもの自己決定力の習得に困難があり、自己決定ス

キルの重要度への評価がやや低く、家庭環境において自己決定の機会と支援の設定は少ない

(Carter et al., 2009; Carter et al., 2013)。また、子どもの自己決定スキルの重要性と自己決

定力に対する保護者の評価は、子どもの生活年齢によって影響を受け、年齢が上がると保護

者の評価が高くなっている(Shogren, 2011; Carter et al., 2013)。 

2 点目、保護者の要因について、養育スタイルなどがある。Wehmeyer et al. (2011)は、保

護者の養育スタイルが、文化によって大きな違いがあることを指摘した。例えば、欧米の保

護者と比べて、アジアの保護者は、年上を敬う文化の教育を重視する傾向がある(Chao, 1996; 

Chen, Wang, Chen, & Liu, 2002)。しかしながら、養育スタイルを自己決定を促進するもの

または制限するものとして語ることは適切ではない。なぜなら、その文脈での「自己決定」

とはおそらく育児スタイルと同様に多様である(Wehmeyer et al., 2011)。これらのことから、

多様な文化背景において自己決定に関する保護者の認識を検討することが示唆されている。 

3 点目、学校の要因としては、子どもの教育環境(特別支援学校、特別支援学級、通常学級)

などがある。Carter et al. (2013)は、障害のある子どもの自己決定力に対する保護者の評価

が、教育環境から影響を受け、通常教育環境で教育を受けている子どもは、特別支援環境で

教育を受けている子どもより、自己決定力への保護者の評価が高いことが示された。しかし

ながら、Shogren, Wehmeyer, Palmer, Soukup, Little, Garner et al. (2007)と Zhang (2001)

は、教育環境が子どもの自己決定力に影響を与えるかについて、複雑であり、不確実である

ことを強調した。これらのことから、教育環境が子どもの自己決定力への保護者の評価に影

響を与えるのかについてより詳しく検討することが必要であると考えられる。 

一方、知的障害や ASD の子どもの自己決定力を育むため、保護者が重要な役割を担ってい

るが、広く注目されていない現状がある(Zhang, Landmark, Grenwelge, & Montoya, 2010; 

田崎・小島, 2008)。障害のある子どもの自己決定力の促進を検討する研究は、ほとんど学校

と教員に焦点を当てている(Carter, Lane, Pierson, & Stang, 2008; Cho, Wehmeyer, & 

Kingston, 2011)。その理由として、開発された自己決定のカリキュラムは学校環境における

自己決定の指導と支援方法として広がったため、保護者は子どもの自己決定力の育成を学校

や教員の責任として考えて、自己決定の指導と支援が提供されていない現状がある(Zhang et 

al., 2010）。しかしながら、保護者は子どもの家庭生活、社会生活や地域生活などを観察でき、

自己決定力の促進に対する独自な認識がある(Carter et al., 2009; Grigal, Neubert, Moon & 

Graham, 2003)。これらのことから、自己決定を多様な視点で検討することが示唆され、自

己決定に関する保護者の認識を明らかにする必要がある(Zhang, 2006; Zhang, Wehmeyer & 

Chen, 2005)。 

以上のことを踏まえて、障害のある子どもの自己決定に関する保護者の認識を測る尺度も
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開発されつつある。1994 年、米国研究学会(The American Institutes for Research; AIR)と

コロンビア大学(Columbia University)は、障害のある子どもの保護者を対象に、障害のある

子どもの自己決定力と自己決定の支援の二つのレベルから子どもの自己決定の状況を測定す

るAIR自己決定尺度を開発した(Wolman, Campeau, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994)。

また、自己決定スキルの重要度の評価について、Wehmeyer et al. (2000)と Carter et al. 

(2013)は、①選択スキル、②意思決定のスキル、③問題解決のスキル、④目標設定・達成スキ

ル、⑤自己管理・自己調整のスキル、⑥自己擁護のスキル、⑦自己効力スキル、⑧自己意識

と自己認識スキル、という８つのスキルから、障害のある子どもの保護者の自己決定スキル

の重要度の評定を求めた。 

本研究が知的障害と ASD のある子どもの保護者を対象とする理由は、まず、これまでの自

己決定に関する研究は、学校教育に焦点を当てており、障害のある子どもの自己決定に関す

る保護者の認識、家庭環境において、どこまで自己決定のスキルを重視しているか、どの程

度自己決定の支援を提供しているか、子どもの自己決定力への評価について言及した調査研

究は非常に少ない(田崎・小島, 2008；渡辺・笠原, 2012)。また、多くの実践研究により、自

己決定の促進は障害のある子どもに不可欠のものとなっている(Cobb, Lehmann, Newman-

Gonchar, & Alwell, 2009)。そこで、子どもの自己決定が注目されているが、知的障害及び

ASD のある子どもの自己決定力を検討する研究はまだ少ない(Carter et al., 2013)。最後に、

保護者は、他の障害のある子どもと比べて知的障害及び ASD のある子どもが自己決定に関

する知識が乏しく、自己決定力が低下しており、自己決定に関する指導を受けても効果が少

ないと報告した(Carter et al., 2009)。したがって、日本における知的障害及び ASD のある

子どもの自己決定に関する保護者の認識を検討する。 

以上の議論から、本研究の目的は以下の 4 点とする。第 1 に、自己決定スキルの重要度の

評定と AIR 自己決定尺度について、サンプル全体を対象に、各尺度の構成を検討する。第 2

に、知的障害及び ASD のある子どもの自己決定に関する保護者の認識の客観的な実態を検

討する。第 3 に、保護者の自己決定の認識に影響を与える要因について、子どもの障害程度、

生活年齢、教育環境の要因の影響を探索的に検討する。第 4 に、保護者の自己決定の認識の

各成分得点の関係を探索的に検討する。 

 

Ⅱ．方法 

 

1. 調査対象 

 A 県自閉症協会、手をつなぐ育成会、民間指導機関に所属する、学齢期の子どもをもつ保

護者 140 名のうち、すべての質問項目に回答した 83 名（回収率 59.3％）を有効回答とした。 

 

2. 調査手続き 

2021 年 1 月から 3 月に調査を行った。保護者に対しては、A 県自閉症協会、手をつなぐ育

成会、民間指導機関の会長を通じて、学齢期の知的障害及び ASD の子どもがいる会員に質問

紙を郵送した。1 ヶ月以内に回答し、返送するよう依頼した。一部ではオンラインアンケー

トの QR コードを送付した。 

 

3．調査内容 
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 知的障害及び ASD のある子どもの保護者の自己決定に関する意識を調べるため、「基本情

報」、「自己決定スキルの重要度」、「家庭生活場面における自己決定力」、「家庭生活場面にお

ける自己決定の状況」について回答を求めた。 

(1) 「基本情報」について 

 保護者の性別、年齢、子どもの年齢、性別、就学先、学年、在籍学級、療育手帳の取得に

関する回答を求めた。 

(2) 「自己決定スキルの重要度」について 

調査項目は 8 項目である。選択スキルや意思決定スキルなどの自己決定のスキル

(Wehmeyer et al., 2000; Carter et al., 2013)に対して、保護者がそのスキルについてどの程

度重要と考えているかを評価した。重要度の評定では、「1：全く重要ではない」から「5：と

ても重要」の 5 件法により評定を求めた。得点の高さは、自己決定スキルの重要度に対する

保護者の評価の高さを意味する。 

(3) 「家庭生活場面における自己決定力」について 

調査項目は 6 項目である。自己決定力については、AIR 自己決定尺度(Wolman et al., 1994)

を日本語に訳して、子どもの自己決定力に対する評価を求めた。「自分のニーズ、好み、得意

なことを知っている」や「自分の欲求やニーズを満たすため、自分で目標を設定する」など

を項目として設定した。評定では、「1：全くない」から「5：いつもある」の 5 件法により評

定を求めた。得点の高さは、子どもの自己決定力に対する保護者の評価の高さを意味する。 

(4) 「家庭生活場面における自己決定の支援」について 

調査項目は 6 項目である。自己決定の状況については、AIR 自己決定尺度(Wolman et al., 

1994)を日本語に訳して、家庭における子どもの自己決定の環境に対する評価を求めた。「子

どもが自分のニーズや得意なことについて話す時、家族は皆耳を傾けている」や「子どもに、

自分で目標を設定すると、ニーズを満たしたり、欲しいものが得られたりすることを伝えて

いる」などを項目として設定した。評定では、「1：全くない」から「5：いつもある」の 5 件

法により評定を求めた。得点の高さは、自己決定の支援の多さを意味する。 

(5) 日本語訳の作成 

 本研究で使用した AIR 自己決定尺度の日本語の作成は、以下の手順で進めた。原版との概

念的等価性を担保するために、本研究は、まず、AIR は、著者によって独立して順翻訳され

た。そして、職業翻訳者による逆翻訳を実施し、意味合いの違いがないことの確認を受けた。

また、本研究の対象は保護者であるため、対象障害者機関の責任者にアンケート調査の項目

を送られ、項目の適切さに関する意見を踏まえ再修正した。 

 

4. 分析手続き 

まず、本研究の調査項目は、すべて順序付きカテゴリデータであるため、因子分析を適用

することはできない(松尾・中村, 2002)。また、因子分析は正規分布に従うデータに適用とな

るパラメトリック法であるため(対馬, 2010)、因子分析を適用する前提として正規分布の確認

が不可避となる。しかしながら、本研究の保護者は、「自己決定スキルの重要度」に『やや重

要』または『とても重要』と回答する割合が高いため、正規分布でないことが示されている。

これらのことから、自己決定に関する保護者の認識の構造を検証するために、主成分分析を

行った。分析モデルの適切さは固有値と寄与率の状況から決定した。適合度の評価にはクロ

ンバック α 係数を参考とした(石村・加藤・石村, 2011)。そして、各成分の平均値と標準偏差
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を算出し、自己決定に関する保護者の認識の状況について検討した。 

また、子どもの障害程度、教育環境と生活年齢は、保護者の自己決定の認識に影響を及ぼ

すのかについて明らかにするため、療育手帳の取得状況により、子どもの障害程度を最重度

及び重度・中軽度の 2 群に分け、子どもの教育環境を特別支援学校と通常学校(特別支援学級、

通常学級)の 2 群に分け、子どもの生活年齢を小学校・中学校・高等学校の 3 段階に分け、検

定を行った。具体的には、第 1 に、マンホイットニーU 検定を用いて、子どもの障害程度と

教育環境は、「自己決定スキルの重要度」に影響を及ぼすかについて検討した。第 2 に、スピ

アマンの順位相関係数検定を用いて、子どもの生活年齢は、「自己決定スキルの重要度」に影

響を及ぼすかについて検討した。第 3 に、対応のない t 検定を用いて、子どもの障害程度と

教育環境は、「自己決定力」に影響を及ぼすかについて検討した。第 4 に、対応のない t 検定

を用いて、子どもの障害程度と教育環境は、「自己決定の支援」に影響を及ぼすかについて検

討した。第 5 に、一元配置分散分析を用いて、子どもの生活年齢は、「自己決定力」と「自己

決定の支援」に影響を及ぼすかについて検討した。 

最後に、「自己決定力」と「自己決定の支援」との相関関係を明らかにするために、重回帰

分析を行った。「自己決定スキルの重要度」と「自己決定の支援」、「自己決定スキルの重要度」

と「自己決定力」との関係性を明らかにするため、スピアマンの順位相関係数検定を行った。

まお、これらの統計解析は SPSS バージョン 26 を用いた。 

 

5. 倫理的配慮 

 本研究の実施は、研究開始時における著者の所属機関の研究倫理委員会の承認を得て行わ

れた(承認番号：20210150)。調査依頼文中に、回収した質問紙は研究に関する目的のみに利

用すること、学校名、個人名が特定されないように利用する文章を添付し、質問紙の回答を

もって調査協力の同意を得たものとした。 

 

Ⅲ．結果 

 

1．回答者の属性 

 保護者の性別は女性 77 名、男性 6 名で、年齢は 40 代 43 名、50 代 18 名であった。子ど

もの就学先は、小学校 31 名、中学校 13 名、高等学校 4 名、特別支援学校の小学部 5 名、中

学部 4 名、高等部 26 名であった。一般の学校に就学している子どもの在籍学級については、

通常学級 7 名、特別支援学級 41 名であった。療育手帳の取得状況については、最重度が１

名、重度が 23 名、中度が 13 名、軽度が 22 名、回答なしが 24 名であった。 

 

2．自己決定に関する保護者の認識の構成 

 まず、「自己決定スキルの重要度」の 8 項目について、サンプル全体（n = 83）で主成分分

析を行い、自己決定スキルの重要度の指標として、第１主成分得点を以降の分析に使用した

(固有値の減衰状況：4.56, 0.95, 0.73…、第 1 主成分の説明率：56.97%)(表 1)。 

 次に、「家庭生活場面における自己決定の状況」の 6 項目について、サンプル全体（n = 83）

で主成分分析を行い、自己決定の支援の指標として、第１主成分得点を以降の分析に使用し

た(固有値の減衰状況：3.08, 0.93, 0.82…、第 1 主成分の説明率：51.35%)(表 2)。 

 最後に、「子どもの自己決定の技能の状況」の 6 項目について、サンプル全体（n = 83）で
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主成分分析を行い、子どもの自己決定力の指標として、第１主成分得点を以降の分析に使用

した(固有値の減衰状況：4.03, 0.78, 0.38…、第 1 主成分の説明率：67.17%)(表 3)。各調査項

目について、主成分分析とクロンバックα係数の値を算出した。調査項目ごとに、クロンバ

ックα係数の値は 0.80 以上で基準値を満たしており、今回の回答結果は内的一貫性が高いと

判断された(松井, 2010)。 

 

表 1 自己決定の重要度の主成分分析の結果 

項目名 共通性 第 1 主成分 M SD 

4 目標設定・達成 .678 .824 4.205 .838 

3 問題解決 .648 .805 4.157 .848 

7 自己管理・自己調整 .631 .794 4.024 .897 

2 意思決定 .596 .772 4.157 .890 

8 自己意識・自己認識 .572 .756 4.024 .962 

6 自己効力 .558 .747 4.361 .774 

1 選択 .439 .663 4.361 .878 

5 自己擁護 .436 .660 4.373 .760 

第Ⅰ主成分固有値 4.558 

寄与率 56.972 

クロンバック α 係数 .890 

 

 

表 2 自己決定の支援の主成分分析の結果 

項目名 共通性 第 1 主成分 M SD 

2 子どもに，自分で目標を設定すると，ニーズを満たし

たり，欲しいものが得られたりすることを伝えている． 
.646 .803 3.771 .954 

6 子どもが目標を達成するために計画を変えたい時，家

族の皆が理解・応援する． 
.628 .792 3.675 1.094 

5 子どもが目標を達成しようとする時，家族がいつも行

動の結果をフィードバックしている． 
.602 .776 3.144 1.106 

3 子どもは，自分の目標を達成するために計画を立てて

いる． 
.452 .672 2.482 1.119 

4 家にいる時，子どもは計画通りに行動できている． .437 .661 2.590 1.169 

1 子どもが自分のニーズや得意なことについて話す時，

家族は皆耳を傾けている． 
.317 .563 4.060 .902 

第Ⅰ主成分固有値  3.081 

寄与率  51.354 

クロンバック α 係数  .805 
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表 3 子どもの自己決定力の主成分分析の結果 

項目名 共通性 第 1 主成分 M SD 

4 自分の目標を早めに達成するために，計画に取り組

み始める． 
775 .880 2.325 1.106 

3 一人で目標を達成する方法を知っている． .765 .875 2.253 1.103 

5 自分の計画通り行動した後，自分の進捗状況を確認

できる． 
.757 .870 2.229 1.074 

2 自分の欲求やニーズを満たすため，自分で目標を設

定できる． 
.751 .867 2.614 1.102 

6 計画がうまくいかない場合，目標を達成するために

別の計画を試みる． 
.672 .820 2.108 .950 

1 自分のニーズ，好み，得意なことを知っている． .310 .557 3.530 1.052 

第Ⅰ主成分固有値 4.030 

寄与率 67.173 

クロンバック α 係数 .898 

 

 

3．自己決定に関する保護者の認識の状況 

主成分分析の結果を踏まえて、自己決定スキルの重要度への保護者の評価が高い傾向が示

された(M = 4.21, SD = .645)。しかしながら、自己決定の支援に関しては、十分に提供され

ていないことが明らかになった(M = 3.29, SD = .756)。また、自己決定力については、保護

者が子どもの自己決定力を低いと考えていることが明らかになった(M = 2.510, SD = .867)。 

 

4．保護者の自己決定の認識に影響を及ぼす要因 

まず、「自己決定スキルの重要度」と「障害の程度」、「自己決定スキルの重要度」と「教育

環境」との関連性を明らかにするため、マンホイットニーU 検定を行った。その結果、「障害

の程度」(Z = .217, p > .05, n.s.)と「教育環境」(Z = .573, p > .05, n.s.)ともに、すべての群間

について有意差は認められなかった。 

また、「自己決定スキルの重要度」と「子どもの生活年齢」との関連性を明らかにするため、

スピアマンの順位相関係数検定を行った。その結果、「子どもの生活年齢」(ρ = -.063, p > .05, 

n.s.)は、すべての群間について有意差は認められなかった。 

次に、「自己決定力」を従属変数として用い、「障害の程度」と「教育環境」を独立変数と

して対応のない t 検定を行った結果、まず、「自己決定力」の平均値について、「障害の程度」

の差があるかを検討したところ、標本平均の差は-.497 (95% Cl :-.978〜-.016)であり、有意差

が得られた(t (57) = -2.070, p < .05)。したがって、最重度・重度障害のある子どもより中軽

度障害のある子どもの方が自己決定力が高いことが示された。また、「自己決定力」の平均値

について、「教育環境」の差があるかを検討したところ、標本平均の差は.220 (95% Cl :-.307

〜.568)であり、有意差が得られなかった(t (81) = .593, p > .05)。 

また、「自己決定の支援」を従属変数として用い、「障害の程度」と「教育環境」を独立変

数として対応のない t 検定を行った結果、まず、「自己決定の支援」の平均値について、「障

害の程度」の差があるかを検討したところ、標本平均の差は-.039 (95% Cl :-.361〜.440)であ

り、有意差が得られなかった(t (57) = .198, p > .05, n.s.)。また、「自己決定の支援」の平均値

について、「教育環境」の差があるかを検討したところ、標本平均の差は.188 (95% Cl :-.743

〜.003)であり、有意差が得られなかった(t (81) = -1.972, p > .05, n.s.)。 
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最後に、子どもの生活年齢によって、一元配置分散分析を行った。調査対象となった 3 つ

の「自己決定力」、「自己決定の支援」の違いについて検討するため、各下位尺度得点の平均

値が生活年齢によって有意に異なるかを分散分析により検討することにした。生活年齢別に

平均値と標準偏差を整理した(表 4)。まず、保護者の「自己決定の支援」(F (2, 80) = 2.269, 

n.s.)については、一要因被験者間分散分析の結果、有意な差が得られなかった。「自己決定力」

については、分散の同質性が満たされなかったため、クラスカルウォリスの検定を実施した。

その結果、5％水準で有意な差が見られなかった。 

 

表 4 自己決定力・自己決定の支援の平均値と標準偏差 

  小学校段階 中学校段階 高等学校段階 

自己決定力 
M 2.347 2.696 2.600 

SD .673 .852 1.056 

自己決定の支援 
M 3.213 3.059 3.506 

SD .658 .604 .898 

 

 

5．保護者の自己決定の認識の各成分得点の関係 

まず、「自己決定力」、「自己決定の支援」の相関関係を明らかにするために、重回帰分析を

行った。「自己決定力」を従属変数、「自己決定の支援」を独立変数とする重回帰分析を行っ

た(表 5)。その結果、「自己決定の支援」の偏回帰係数は有意であった(�̂�1 = 0.546 (95％ CI : 

0.323〜0.769), �̂�2
∗ = .476, p < .01)。したがって、自己決定力については、保護者が自己決定

の支援をより多く提供すると、子どもの自己決定力が高くなることが示された。 

また、「自己決定スキルの重要度」と「自己決定の支援」、「自己決定スキルの重要度」と「自

己決定力」との関係性を明らかにするため、スピアマンの順位相関係数検定を行った。その

結果、「自己決定力」の相関係数は有意でなかった(ρ = .206, p > .05, n.s.)。一方、「自己決

定の支援」の相関係数は有意であった(ρ = .227, p < .05)。したがって、自己決定の支援につ

いては、保護者が自己決定スキルをより重視すると、自己決定の支援の提供が多くなること

が示された。 

 

表 5 重回帰分析の結果 

 偏回帰係数 標準誤差 t 
95％信頼区間 

標準偏回帰係数 
下限 上限 

自己決定の支援 0.546** 0.112 4.868 0.323 0.769 0.476 

R2 = .226       

Adj R2 = .217       

** p < .01       

 

 

 

 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_46 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 46-61 

 

 

 

55 

Ⅳ．考察 

 

1．自己決定に関する保護者の認識の実態 

本研究では、自己決定スキルの重要度に対する保護者の評価が高い傾向にあったが、家庭

環境における自己決定の支援の提供は十分とは言えず、子どもの自己決定力に対する保護者

の評価は低い現状が示されている。以上のことから、近年、特別支援教育領域では、自己決

定に関する研究の増加傾向が顕著になっており(宮野・細谷, 2021; 西村・金木・長谷川・能

登・辻・小島ら, 2023)、保護者は自己決定のスキルの重要性を認識した。しかしながら、こ

れまでの自己決定に関する指導や支援方法が学校に焦点を当てて開発されているため、保護

者は自己決定の支援を提供する方法がわからず、家庭における自己決定の支援の提供に不安

がある。また、保護者の自己決定スキルの重要度評価と、子どもがそのスキルをどこまで把

握できるかとの間に、顕著な差が生じたことが明らかになった。障害のある子どもの保護者

を対象とした他の研究でも同様な結果が報告されており、自分の子どもの自己決定力を優れ

ていると評価する保護者が少なかった(Carter et al., 2013)。最後に、本研究では、障害のあ

る子どもの自己決定に関する保護者の認識は、多くの要因によって影響を受けることが明ら

かになった。以下では、この影響要因を検討した。 

 

2．保護者の自己決定の認識に影響を及ぼす要因 

 保護者の自己決定の認識に影響を与える要因について、おおむね想定された関係が示され、

子どもの障害の程度は自己決定力に対する保護者の評価に影響された。また、保護者は自己

決定の支援をより多く提供すると、子どもの自己決定力への評価も高くなること、自己決定

のスキルの重要度が高くなると、家庭環境における自己決定の支援が増加することが示され

た。しかしながら、子どもの生活年齢は保護者の自己決定の認識につながることが示されて

いない。以下、結果に基づいて考察する。 

(1)障害の程度の影響：前述のように、障害の程度は、子どもの自己決定力に対する保護者の

評価に影響を与えた。具体的には、最重度・重度の知的障害及び ASD の子どもより中軽度の

方が保護者の自己決定力への評価が高いことが明らかになった。それは、知的障害及び ASD

のある子どもの自己決定が、彼ら自身にとって危険な結果をもたらし、幸福追求につながら

ないとするパターナリズムからの見解をあげることできる(小林, 2000)。特に、重度知的障害

及び ASD の場合は、自己決定はできないとして、主体性が認められなかった歴史の背景があ

る(長濱, 2021)。しかしながら、多くの実践研究により、知的障害及び ASD のある子どもに

適切な支援を提供すると、彼らの自己決定力を向上させることができる(Wehmeyer & 

Schwartz, 1998)。また、「自己決定」に対する保護者の理解には誤解が存在していると考え

られる。「自己決定」する「自己」は決して他者干渉のない純粋な「自己」ではなく、環境と

の相互作用により成立している「自己」による決定である(米本, 2018)。つまり、障害のある

子どもの自己決定は必要に応じて他者からの支援を受けて決定することが可能である。また、

小松(2004)は、「自己決定を他者との複雑な網の目の中で行われるものとして純粋な自己決定

はない」と指摘した。すなわち、重度の知的障害及び ASD の子どもであっても、代理決定と

いう形で支援を受けながら、「自己決定」を行う生活スタイルに変化できる(長濱, 2021)。以

上のことから、家庭環境における自己決定を促進する前に、学校は自己決定の指導に関する

情報を保護者と共有し、障害に関わらずすべての子どもが自己決定の指導と支援により自己
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決定力を向上できることを保護者に認識させることが重要であると考えられる。 

(2)自己決定の支援の影響：保護者が家庭環境における自己決定の支援をより多く提供すると、

子どもの自己決定力への評価も高くなることが示された。自己決定の支援が増えるほど、子

どもの自己決定力を高めることが期待できるが(Deci & Ryan, 2008; 渡辺・笠原, 2012)、保

護者は自己決定の支援の提供が不十分であるため、自己決定力に対する保護者の評価が低く

なった。また、保護者は自己決定の支援の提供に努めているが、支援を円滑に行えることや

支援から効果を得られることなどに対する自信を持っていないため、支援を提供しても子ど

もの自己決定力を高めることに効果がないと報告した(Carter et al., 2013)。家庭環境は自己

決定力を育てるための最も影響力のある環境と言える(Brotherson, Cook, Erwin, & Weigel, 

2008)。家庭環境において、子どもに選択肢を用意し、自己決定の機会を設けることは、自己

決定の基盤となることが指摘されている(Abery & Stancliffe, 2003; Wehmeyer, 2005)。そこ

で、まず、保護者は家庭環境において自己決定の支援を提供する重要性を認識することが大

切である。また、保護者は日常生活の様々な場面を利用して、子どもの好みや興味に応じて

選択肢を用意し、自己決定の機会を設け、子どもの考えをよく聞くことや子どもの決定を応

援することなどにより、彼らの自主性を大事にしながら、自己決定できるように支援を提供

することが不可欠であると考えられる。また、保護者の不安を解消し、障害のある子どもの

自己決定力を高めるため、保護者に自己決定の支援の提供方法を紹介するだけでなく、支援

の有効性を検証する必要があると考えられる。 

(3)自己決定スキルの重要度の影響：保護者の自己決定スキルの重要度が高くなると、家庭環

境における自己決定の支援が増加することが示された。自己決定スキルの重要度を認識する

ことが、家庭環境における障害のある子どもの自己決定を支援する重要な第一歩となる

(Carter et al., 2013; Doren, Gau, & Lindstorm, 2012)。また、保護者が自己決定スキルの重

要性を確認することで、自己決定を促進するための家庭と学校との連携を促進できる(Carter, 

Lane et al., 2013)。家庭環境における自己決定の支援が十分でない現状に対して、子どもが

自己決定に関連する 8 つのスキルを習得することができれば、生活面と学習面でどのような

メリットがあるかに着目し、保護者がより深く自己決定スキルの重要性を認識することが示

唆される。一方、本研究の結果は、多くの保護者は自己決定スキルの重要度を高く評価した

が、自己決定の支援を十分に提供していないことが報告された。そこで、自己決定スキルの

重要度への認識は、自己決定の支援の提供に影響を与える唯一の要因ではないと考えられる。

先行研究により、子どもの自己決定力の向上に対する保護者の期待値は、自己決定の支援の

提供に影響している可能性があることが報告された(Doren et al., 2012; Joussemet, Landry, 

& Koestner, 2008)。これらのことから、今後の研究は、自己決定の支援の提供を促進するた

め、保護者の自己決定スキルの重要度への理解を高めるとともに、自己決定の支援に影響す

るその他の重要な要因を調べる必要があると考えられる。 

 

3．本研究の独自性 

 本研究の独自性としては、以下の 2 点があると考える。第 1 に、障害のある子どもの自己

決定に関する先行研究は、教育環境の場面で教員の自己決定の指導力の専門性を向上させる

ことに焦点を絞ったため、自己決定に関する保護者の認識を検討する研究が少ない。本研究

では、保護者の子どもの自己決定スキルへの重要度、家庭環境での自己決定の支援の提供状

況と子どもの自己決定力への評価を求めた。第 2 に、欧米では自己決定を検討する研究が多
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いが、日本では自己決定に関する研究が不足している。自己決定の重要視は、英欧の文化や

社会背景と関連する(Frankland, Turnbull, Wehmeyer, & Blackmountain, 2004)。欧米文化

は自己主張や自己実現などを強調する(Markus & Kitayama, 1991)。一方、日本文化は自己

価値を高揚することより、集団内の調和を維持することを重視している(村本・山口, 1997)。

多様な文化背景において、保護者は自己決定を重視しているかについての検討を行う必要が

ある。本研究では、日本の保護者は自己決定を重視していることが明らかになった。 

 

Ⅴ．今後の課題 

 

 本研究の限界と今後の課題を、以下に 3 点述べる。第 1 に、本調査は A 県を対象とした調

査であったため、全国の傾向を明らかにできないと考えられる。将来の研究は調査対象を拡

大し、一般化できる結果を追求する必要がある。第 2 に、子どもの自己決定力について、今

回は保護者からの評価を求めたが、子ども本人の自己評価と教員からの評価が求められなか

った。先行研究の結果により、子どもの自己決定力への評価について、教員、保護者と子ど

も本人の間に差があるため、今後、比較調査を実施し、差が生じる理由を検討する必要があ

ると考えられる。第 3 に、子どもの自己決定力を測るとき、AIR と Arc (Wehmeyer, 1995)と

いう二つの尺度がよく使われている。本研究では、AIR 自己決定尺度のみ利用したが、先行

研究により、同じ対象者に違う尺度を使うと、調査結果も変わることがあるため、将来の研

究は、AIR だけでなく、複数の尺度の調査結果を比較する必要がある。 
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ABSTRACT  

 
乳幼児時期の概念形成に密接に関わってくる環境において、物的環境はもとより、人的環境である大

人の関わりが必要となってくることは、さまざまな先行研究においても示されている。特に保育者が子

どもの理解を促すための、経験の促し方や、子どもへの関わり方、情報の伝え方を意識し介入すること

が重要であることは、宇多川らの研究でも明らかにされている 1)。本研究では、CRAYON BOOK の測

定者である保育士からインタビュー調査を行い、子どもの概念形成に必要な人的環境、物的環境の必要

性を定量的データ・定性的データ両方から、総合的に分析することを目的とした。パス解析の結果、先

行研究同様に、環境構成は大人の関わりを通して子どもの概念形成に影響することが明らかになった。

また、保育士からのインタビュー結果は、データと同様に、物的環境が変わるだけでは、子どもの概念

はより良い育ちとして確認できず、理解という保育者や周囲の大人の意識活動が適切に行われることで、

子ども一人ひとりの概念が形成されていくことが明らかとなった。 
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Ⅰ．研究背景  

 

子育てを取り巻く環境が大きく変化する中、日本の乳幼児保育・教育においても、2015 年

に国が打ち出した「子ども・子育て支援新制度」を皮切りに、2017 年には、「保育所保育指

針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領」の 3 法令においての同時

改訂に伴い、幼児期に育みたい「資質・能力」が具体的に示された 2-5)。さらに 2019 年には、

子育て支援のための政策「幼児教育・保育無償化」もスタートした 6)。これは、少子高齢化

が進む中、未来を担う子ども達への支援や投資が重要とされているからである。 

乳幼児教育の重要性として、Heckman のペリー就学前プロジェクトの中で、教育を「投

資」と考えたときの収益率では、子どもの年齢が小さいうちほど高いことを述べている 7)。

また、日本においては、乳幼児保育・教育の内容、いわゆる「質の向上」「質の均一化」を目

指す必要性が言われるようになり、「保育所保育指針」においては、保育所保育における乳幼

児保育・教育の積極的な位置づけとして、子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来を作

り出す力の基礎を培うために、環境を通して養護及び教育を一体的に行うとされている 3)。 

特に、学習の土台となる乳幼児期の概念形成の重要性が唱えられており、国立国語研究所

報告では、概念とは外界を認知し、環境を把握するための準拠枠のようなものであるとし、

環境(モノ、ヒト、コトがら)の概念化は、子どもの独自の欲求や活動を通して成し遂げられ

ていくとも述べている。さらに概念の形成を期待するためには、心身の発達及び環境におけ

る文化の受容が保障されていなければならない。合わせて、概念形成には、自主的な発達と

ともに、意図的・系統的な教育的働きかけが重要であるとも述べている 8)。 

その概念形成に密接に関わってくるのが環境としての、「物的環境」や「人的環境」であろ

う。環境の重要性は、「幼稚園教育要領」第 2 章、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

年齢ごとのねらい及び内容等でも述べられており、子どもが人と関わる力を育てていくため

には、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えることが必

要であると示されている 4-5)。乳幼児教育における環境の影響については多くの研究がなされ

ており、「物的環境」整備については、保育現場や保育園における空間的・物的環境に関する

研究が、中田によって文献的に整理され、空間的環境の特性と子どもの行動特性との関連に

ついて、屋外環境や屋内環境、園環境全体の環境といった視点から実践現場などにおける教

育効果を述べている 9)。また、中道らは、保育所における「遊びのための環境設定」の充実

は、子どもが安心・安全にかつ夢中・没頭して遊ぶことを可能にし、その経験による満足感

や充実感は、子どもの情緒の安定に寄与するとともに、発達が著しい 1～2 歳児の育ちつつ

ある諸能力を伸ばし、問題行動の減少に寄与すると述べている 10)。また、汐見らは、保育の

環境構成と子どもの行動における質の変化に着目し、保育者による環境構成の変化が子ども

の行動に変化を与えるとともに、環境構成を省察することが保育者の環境への意識変容に繋

がることを明らかにした 11)。 

「人的環境」については、文部科学省の「情動の科学的解明と教育の応用に関する検討会」

での報告書にも、子どもが安定した自己を形成するには、他者の存在が重要であるとしてい

る 12)。また、宇多川らは、1～2 歳児 12 名を対象とした縦断研究の結果から、保育園の限ら

れた環境の中で保育者が「遊び」環境の工夫をしたり、子どもへの理解を促したりすること

が、子どもの概念形成に影響するという可能性を示し、大人や周囲の意識活動としての「人

的環境」の必要性についても示した 1, 13)。 
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環境整備による子どもの概念形成について、尺度を用いてデータを収集した量的研究はわ

ずかしかなく、さらにそれらのデータと保育者の聞き取りの質的研究を合わせた研究も見当

たらない。宇多川らの先行研究により、概念形成に影響を及ぼす環境要因について量的に検

証されているが、そのデータ数が 12 件と少なかったことや、実際に保育士がどのような取

り組みを行ったかについての考察がされていない 13)。そこで本研究では、引き続きデータ収

集を行い、より多くの園児から収集した CRAYON BOOK のすべてのデータを用いて、乳幼

児期における物的・人的環境が、概念形成に与える影響について分析する。合わせて、保育

士へのインタビュー調査を実施し、量的・質的データを総合的に分析することによって、1

～2 歳児の概念形成に影響を与える人的・物的環境要因を明らかにすることを目的とする。 

 

Ⅱ．方法 

 

1. CRAYON BOOK のデータ収集について 

1) 評価対象と実施期間 

 施設長及び保育士の研究参加に関する同意が得られた 7 県 (新潟県、埼玉県、静岡県、兵

庫県、広島県、山口県、福岡県)、23 園の認可保育園 (小規模保育園、事業所内保育園、企業

主導型保育園)において、保護者の同意を得た園児約 300 名に対して、保育士が CRAYON 

BOOK の評価尺度を記入した。収集したデータの中で、1～2 歳 ver.を同じ子どもで 2 回取

得した実施数を抽出すると 98 件であった。「環境が概念形成に与える影響要因の検討」では、

大量にデータを取ったとしても偏りのあるデータは有効ではないことから、分析対象を、1

回目よりばらつきの小さい 2 回目のデータを使用した 14)。 

実施期間は、2020 年 6 月～2022 年 11 月とした。 

  

 

2) CRAYON BOOK 評価尺度(Child Rearing Assist for Your Needs Book) 

CRAYON BOOK は、子どもの「概念形成」と「才能発掘」の実態把握を行うための構造

化された評価ツールとして開発された。尺度の領域として、3～5 歳 ver.は、乳幼児教育にお

ける食事、睡眠、遊びなどを評価する「環境と日常生活」、保育者の関わりを評価するための

「理解」、「納得」、子どもの「概念形成」、「自己表現」の 5 領域 206 項目で構成され、内容

的妥当性の検証が行われた 15)。また、1～2 歳 ver.として、5 領域 112 項目、0 歳 ver.として、

「環境と日常生活」「理解」「納得」「概念形成」の 4 領域 47 項目のものが開発されている。

本研究では、1～2 歳 ver.が対象のため、1～2 歳 ver.の領域の項目を表 1 に示す。記入者は、

それぞれの項目について「環境と日常生活」「理解」「納得」の領域では、1＝「まったく」、

2＝「あまり」、3＝どちらでもない」、4＝「やや」、5＝「とても」の回答形式、「概念形成」

「自己表現」の領域では、1＝「まったくしていない」、2＝「あまりしていない」、3＝どち

らでもない」、4＝「時々している」、5＝「頻繁にしている」の回答形式の中から、最も適切

な数字に丸(〇)をつけて評価する。 
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表 1 CRAYON BOOK 1-2 歳 ver.の領域ごとの項目 

領域 項目数 各領域合計 

環境と日常生活 環境 14 項目  

 食事 10 項目  

 睡眠 12 項目  

 遊び 10 項目 46 項目 

理解 知識・経験の促し方 4 項目  

 子どもへの関わり方  3 項目  

 情報の伝え方  4 項目 11 項目 

概念形成 視覚概念  4 項目  

 聴覚概念  5 項目  

 体感概念  9 項目  

 言語概念  3 項目  

 数概念  3 項目 24 項目 

納得 信頼関係の作り方  3 項目  

 子どもの考え方の尊重  3 項目  

 行動変容の促し方  5 項目 11 項目 

自己表現 画像的表現  3 項目  

 音楽的表現 10 項目  

 身体的表現  2 項目  

 言語的表現  3 項目  

 数的表現  2 項目 20 項目 

5 領域   112 項目 

 

 

3) 統計処理方法 

 本研究では、1 回目と 2 回目の差の検定を行うために、98 件のデータを対象に Wilcoxon 

signed-rank test を行った。 

また、影響要因の分析については、大量にデータを取ったとしても偏りのあるデータは有

効ではないことから、1 回目よりばらつきの小さい 2 回目のデータを使用して影響要因の分

析をした 14)。影響要因の分析は、CRAYON BOOK の構造に基づいて探索的にモデルを検証

する。パス解析を行い、モデルの適合度として、Goodness of fit index（GFI）と comparative 

fit index（CFI）、root mean square error of approximation（RMSEA）を用いた。GFT が

1 に近いほど、説得力のあるモデルといえる。目安は、GFI>0.95 といわれている 16)。

CFI(comparative fit index)は、独立モデルと解析されたモデルの適合度(カイ二乗値)を比較

したものである。値が 1 に近いほどデータへの当てはまりが良いと言える。目安は、CFI>0.90

といわれている 17)。RMSEA(root mean square error of approximation)は、モデルの分布と

真の分布との乖離を 1 自由度あたりの量として表現した指標である。一般的に 0.05 以下であ

れば、当てはまりがよく、0.1 以上であれば当てはまりが悪いと判断する 18)。 

 

4) 仮説設定 

CRAYON BOOK の構造上では、乳幼児が置かれている「環境と日常生活」が「概念形成」

の基盤となるが、「概念形成」は、「理解」を介して、乳幼児の「概念形成」を促すとされて

いる。そのため、それらの構造から、CRAYON BOOK の領域及び項目について図 1 の仮説

を設定した。  
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図１パス解析に使用する仮説モデル 

 

 

5) 統計ソフト 

統計解析には、SPSS ver.28 を使用する。また、パス解析には、Amos ver.28 を使用する。 

 

2. 半構造化面接方法によるインタビュー調査及び分析方法 

インタビュー調査は、CRAYON BOOK の評価尺度を導入している保育施設で、実際に子

どものデータを取得した保育士 41 名を対象として、30 分〜1 時間程度の半構造化面接によ

るインタビュー調査を行なった。なお、事前に本研究におけるインタビューの目的を説明し、

理解・了承を得ている。質問項目は、表 2 に示す。インタビューは筆頭著者が行い、対面の

場合は録音、WEB の場合は録画した。 研究にあたっては、参加者の自由意思に基づいて行

った。インタビュー調査の分析は、得られた回答について、CRAYON BOOK の領域に対

応させて整理した。 

 

表 2  CRAYON BOOK の評価尺度を実施した保育者へのインタビュー項目 

【CRAYON を導入する前と導入後での変化について】 

① CRAYON の導入前と導入後に変化はありましたか。 

② ①であると回答した方へ、変化した場所を具体的に教えてください。 

③ ②の回答に対して CRAYON BOOK のどの領域（項目）から気づきましたか。 

④ 環境の変化ののち、子どもたちの変化はどうでしたか。 

⑤ 特に何度も変更した場所を教えてください。 

⑥ 何度も変更した理由は何故ですか。 

【保育士の関わりについて】 

① CRAYON の導入前と導入後に変化はありましたか。 

② 保育士の関わりで変化した行動や声かけがあれば具体的に教えてください。 

③ 保育士の関わりで変化した行動や声かけはどの領域のどの項目から気づきましたか。 

④ 保育士の行動の変化により、子どもたちはどのように変化しましたか。 

⑤ 保育士の行動が変化すると、保育に対する考え方は変わりましたか。 

⑥ 環境（物的環境、人的環境：保育士の関わり方）を変えた後の保育士の声かけはどのようになりましたか 

【環境の変化と保育士の関係について】 

① 環境の変化と保育士の行動に関係はあると思いますか。 

② ある場合、どのような関係があると思いますか。 

③ ない場合、何故ないと思いましたか。 

 

 

3. 倫理的配慮 

本研究は、下関市立大学の研究倫理委員会にて承認が得られている（0715-04）ものである。

本研究の実施にあたり、対象となった 23 の保育園に在籍する乳幼児の保護者を対象に、研

究内容（目的、方法、同意及び同意撤回について、個人情報の取り扱い、連絡先等の内容）

に関する説明を行った。書面による保護者の同意が得られた児童のみ研究対象とした。また、

研究への参加を断ったとしても、一切の不利益が生じない旨を説明した。子どもに関するデ

 

独立変数 

（環境と日常生活） 

 

 

媒介 

（理解） 

従属変数 

（概念形成） 
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ータは、匿名化され、個人が特定できない情報だけで構成されている。除外基準は、保護者

から研究の参加を断る旨の申告があった者とした。 

 

Ⅲ．結果 

 

1. １回目と２回目の差の検定 

1) 評価対象者の基本属性 

 分析対象となった子どもの基本属性は、男女比については、男児 50 名、女児 48 名であっ

た。平均年齢(月齢)は１回目 22.1 か月、２回目 27.4 か月となった。 

 

2) CRAYON BOOK における 1 回目、2 回目の差の検定 

CRAYON BOOK を 2 回評価し、その差を比較するため Wilcoxon signed-rank test

による結果を表 3 に示す。 

Wilcoxon signed-rank test による検定では、25 領域中 24 領域において 5％水準で有

意差が確認され、全体の 96％が 1 回目と 2 回目で変化したことが分かった。有意差がな

く変化が見られなかった領域は、「行動変容の促し方」のみであった。 

 

表 3 1 回目と 2 回目における各領域平均点数の差の検定結果 

 (n＝98) 領域 (最高点) 1 回目 2 回目 差の検定 

環境と日常生活 （230） 192.0 204.1 ＊＊＊ 
 環境（70） 57.9 62.4 ＊＊＊ 
 食事（50） 41.5 42.5 ＊＊ 
 睡眠（60） 54.0 55.4 ＊＊＊ 

  遊び（50） 38.7 43.7 ＊＊＊ 

理解（55）  43.3 47.3 ＊＊＊ 
 知識・経験の促し方（20） 14.8 16.7 ＊＊＊ 
 子どもへの関わり方（15） 11.9 13.2 ＊＊＊ 

  情報の伝え方（20） 16.6 17.5 ＊＊＊ 

概念形成（120）  80.4 92.7 ＊＊＊ 
 視覚概念（20） 15.6 17.6 ＊＊＊ 
 聴覚概念（25） 21.3 22.8 ＊＊ 
 体感概念（45） 27.3 32.2 ＊＊＊ 
 言語概念（15） 10.2 11.7 ＊＊＊ 

  数概念（15） 5.9 8.4 ＊＊＊ 

納得（55）  45.6 47.4 ＊ 
 信頼関係の作り方（15） 13.6 14.0 ＊ 
 子どもの考え方の尊重（15） 12.2 13.0 ＊＊＊ 

  行動変容の促し方（25） 19.8 20.3 n.s. 

自己表現（100）  50.5 67.2 ＊＊＊ 
 画像的表現（15） 6.0 8.9 ＊＊＊ 
 音楽的表現（50） 29.8 36.3 ＊＊＊ 
 身体的表現（10） 4.0 5.7 ＊＊＊ 
 言語的表現（15） 7.3 11.2 ＊＊＊ 

  数的表現（10） 3.3 5.1 ＊＊＊ 

p＜0.001＊＊＊，ｐ＜0.01＊＊，ｐ＜0.05＊，n.s.＝not significant 

 

 

2. 環境が概念形成に与える影響要因の検討 

1) 評価対象者の基本属性 

 分析対象となった子どもの基本属性を表 4 に示す。 
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男女比については、男児 50 名、女児 48 名と男の子が多い結果となった。平均年齢(月齢)は

27.4 か月となった。 

 

表 4 子どもの基本属性 1～2 歳 ver. 

子どもの基本属性 
(ｎ＝98) 

ｎ（%） 

性別 男児 

女児 

50 (51.0) 

48 (49.0) 

 平均年齢(月齢) 27.4 ± 5.3 か月 

 

 

2) 領域ごとの得点結果  

CRAYON BOOK の平均値、標準偏差、中央値、得点率を、表 5 に示す。CRAYON BOOK

は、各領域の最高得点が異なるため、領域を比較する際に最高点に対してどのくらいの点数

を取ったかをパーセンテージで表記した「得点率」を用いて領域の比較をおこなった。その

結果、2 回目で最も点数が高かったのは、「信頼関係」の領域で、93.5％となった。一方、得

点率で最も低かった領域が「数的表現」で、50.9％となった。さらに、数的表現に繋がる数

概念も概念形成の中では最も低く、56.1％となった。 

 

表 5 各領域の平均値、標準偏差、中央値の結果 

    （n = 98） 

領域（最大値） 平均値 標準偏差 中央値 得点率※ 

環境と日常生活  (230） 204.2 15.1 203.0 88.7 

環境（70） 62.8 5.9 64.0 89.2 

食事（50） 42.5 4.5 42.0 84.9 

睡眠（60） 55.4 3.6 56.0 92.4 

遊び（50） 43.8 4.1 44.0 87.5 

理解      （55） 47.4 5.1 47.0 86.0 

促し方（20） 16.7 2.5 17.0 83.4 

関わり方（15） 13.2 1.7 13.0 87.7 

伝え方（20） 17.5 2.0 18.0 87.3 

概念形成   （120） 92.6 14.1 94.0 77.2 

視覚概念（20） 17.6 2.2 18.0 87.8 

聴覚概念（25） 22.8 2.7 24.0 91.1 

体感概念（45） 32.1 7.0 32.0 71.5 

言語概念（15） 11.7 3.0 12.0 78.3 

数概念（15） 8.4 3.3 9.0 56.1 

納得      （55） 47.4 4.7 47.0 86.1 

信頼関係（15） 14.0 1.0 14.0 93.5 

尊重（15） 13.0 1.5 13.0 86.9 

行動変容（25） 20.3 3.2 20.0 81.3 

自己表現   （100） 67.2 17.5 70.0 67.2 

画像的表現（15） 8.9 3.5 9.0 59.5 

音楽的表現（50） 36.3 8.7 38.0 72.5 

身体的表現（10） 5.7 2.3 6.0 56.8 

言語的表現（15） 11.2 4.2 13.0 74.4 

数的表現（10） 5.1 2.4 5.0 50.9 
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3）仮説設定に関する統計解析の結果  

事前に想定した仮説モデルの結果を表 6 に示す。 

CRAYON BOOK においては、「環境と日常生活」の領域は、「理解」という媒介を通すと、

GFI、CFI とも「概念形成」に影響する適合度が高いことが明らかとなったがが、RMSEA

指標が 0.134 となり適合度は低かった。 

 

                         表 6 パス解析のモデル適合度 

（n = 98） 

独立変数 媒介 従属変数 GFI CFI RMSEA 

環境と日常生活➡ 理解➡ 概念形成 0.982 0.971 0.134 

 

4）下位領域ごとのモデル適合度 

  

①「環境」領域のモデル適合度 

パス解析で下位領域である「環境」を検証した結果、15 モデルのうち 3 モデルが適合した。

具体的には、「環境」が「促し方」「子どもへの関わり方」「情報の伝え方」を介すと、「視覚

概念」のみに影響することが明らかとなった。 

「環境」領域モデルの適合度を表 7 に示し、高い適合度のものについては網掛けをした。 

 

表 7 パス解析：下位領域における「環境」領域モデル適合度 

       （n=98） 

独立変数  媒介変数  従属変数 GFI CFI RMSEA 

環境  促し方  視覚概念 0.994 1.000 0.000 

環境  促し方  聴覚概念 0.959 0.923 0.238 

環境  促し方  体感概念 0.958 0.905 0.239 

環境  促し方  言語概念 0.968 0.930 0.203 

環境  促し方  数概念 0.941 0.861 0.297 

環境  子どもへの関わり方  視覚概念 0.993 0.996 0.019 

環境  子どもへの関わり方  聴覚概念 0.901 0.180 0.412 

環境  子どもへの関わり方  体感概念 0.980 0.804 0.146 

環境  子どもへの関わり方  言語概念 0.917 0.656 0.368 

環境  子どもへの関わり方  数概念 0.895 0.497 0.428 

環境  情報の伝え方  視覚概念 0.989 0.981 0.079 

環境  情報の伝え方  聴覚概念 0.941 0.828 0.296 

環境  情報の伝え方  体感概念 0.958 0.852 0.240 

環境  情報の伝え方  言語概念 0.932 0.744 0.324 

環境  情報の伝え方  数概念 0.903 0.646 0.407 
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②「食事」領域のモデル適合度 

パス解析で下位領域である「食事」を検証した結果、15 モデルのうち 10 モデルが適合し

た。具体的には、「食事」が「促し方」を介すと、「聴覚概念」「体感概念」「数概念」への影

響が明らかとなった。また「子どもへの関わり方」を介すと、「視覚概念」「聴覚概念」「言語

概念」への影響が明らかとなった。「食事」が「情報の伝え方」を介すと、「視覚概念」「聴覚

概念」「体感概念」「数概念」への影響が明らかとなった。 

「食事」領域モデルの適合度を表 8 に示し、高い適合度のものについては網掛けをした。 

 

表 8 パス解析：下位領域における「食事」領域モデル適合度 

       （n=98） 

独立変数  媒介変数  従属変数 GFI CFI RMSEA 

食事  促し方  視覚概念 0.990 0.308 0.070 

食事  促し方  聴覚概念 1.000 1.000 0.000 

食事  促し方  体感概念 0.998 1.000 0.000 

食事  促し方  言語概念 0.982 0.455 0.000 

食事  促し方  数概念 0.998 1.000 0.000 

食事  子どもへの関わり方  視覚概念 1.000 1.000 0.000 

食事  子どもへの関わり方  聴覚概念 1.000 1.000 0.000 

食事  子どもへの関わり方  体感概念 0.971 0.900 0.190 

食事  子どもへの関わり方  言語概念 0.992 0.997 0.039 

食事  子どもへの関わり方  数概念 0.976 0.938 0.167 

食事  情報の伝え方  視覚概念 0.993 1.000 0.000 

食事  情報の伝え方  聴覚概念 1.000 1.000 0.000 

食事  情報の伝え方  体感概念 0.994 1.000 0.000 

食事  情報の伝え方  言語概念 0.989 0.886 0.083 

食事  情報の伝え方  数概念 1.000 1.000 0.000 

 

 

③「睡眠」領域のモデル適合度 

パス解析で下位領域である「睡眠」を検証した結果、15 モデルのうち 9 モデルが適合した。

具体的には、「睡眠」が「促し方」を介すと「視覚概念」「聴覚概念」「体感概念」「言語概念」

「数概念」のすべての「概念形成」に影響することが明らかとなった。また「子どもへの関

わり方」を介すと「体感概念」への影響が明らかとなった。「睡眠」が「情報の伝え方」を介

すと「視覚概念」「体感概念」「言語概念」への影響が明らかとなった。 

「睡眠」領域モデルの適合度を表 9 に示し、高い適合度のものについては網掛けをした。 
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表 9 パス解析：下位領域における「睡眠」モデル適合度 

       （n=98） 

独立変数  媒介変数  従属変数 GFI CFI RMSEA 

睡眠  促し方  視覚概念 0.994 1.000 0.000 

睡眠  促し方  聴覚概念 0.988 0.985 0.088 

睡眠  促し方  体感概念 0.999 1.000 0.000 

睡眠  促し方  言語概念 0.995 1.000 0.000 

睡眠  促し方  数概念 0.999 1.000 0.000 

睡眠  子どもへの関わり方  視覚概念 0.948 0.405 0.276 

睡眠  子どもへの関わり方  聴覚概念 0.957 0.924 0.249 

睡眠  子どもへの関わり方  体感概念 0.999 1.000 0.000 

睡眠  子どもへの関わり方  言語概念 0.978 0.919 0.155 

睡眠  子どもへの関わり方  数概念 0.974 0.865 0.175 

睡眠  情報の伝え方  視覚概念 0.999 1.000 0.000 

睡眠  情報の伝え方  聴覚概念 0.979 0.944 0.149 

睡眠  情報の伝え方  体感概念 1.000 1.000 0.000 

睡眠  情報の伝え方  言語概念 0.992 0.990 0.050 

睡眠  情報の伝え方  数概念 0.987 0.961 0.102 

 

 

④「遊び」領域のモデル適合度 

パス解析で下位領域である「遊び」を検証した結果、15 モデルのうち 8 モデルが適合した。

具体的には、「遊び」が「促し方」を介すと、「体感概念」「言語概念」「数概念」に影響する

ことが明らかとなった。また、「遊び」が「子どもへの関わり方」を介すと「視覚概念」「体

感概念」に影響することが明らかとなった。「遊び」が「情報の伝え方」を介すと、「視覚概

念」「体感概念」「言語概念」への影響が明らかとなった。 

「遊び」領域モデルの適合度を表 10 に示し、高い適合度のものについては網掛けをした。 

 

表 10 パス解析：下位領域における「遊び」モデル適合度 

       （n=98） 

独立変数  媒介変数  従属変数 GFI CFI RMSEA 

遊び  促し方  視覚概念 0.986 0.986 0.106 

遊び  促し方  聴覚概念 0.867 0.785 0.502 

遊び  促し方  体感概念 0.989 0.992 0.078 

遊び  促し方  言語概念 1.000 1.000 0.000 

遊び  促し方  数概念 1.000 1.000 0.000 

遊び  子どもへの関わり方  視覚概念 1.000 1.000 0.000 

遊び  子どもへの関わり方  聴覚概念 0.828 0.268 0.603 

遊び  子どもへの関わり方  体感概念 0.996 1.000 0.000 

遊び  子どもへの関わり方  言語概念 0.952 0.839 0.261 

遊び  子どもへの関わり方  数概念 0.958 0.826 0.242 

遊び  情報の伝え方  視覚概念 0.997 1.000 0.000 

遊び  情報の伝え方  聴覚概念 0.859 0.682 0.521 

遊び  情報の伝え方  体感概念 0.997 1.000 0.000 

遊び  情報の伝え方  言語概念 0.987 0.979 0.099 

遊び  情報の伝え方  数概念 0.985 0.973 0.112 
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3. CRAYON BOOK1～2 歳 ver.取得者へのインタビュー調査 

1） 半構造化面接方法による保育士へのインタビュー結果  

全設問についての項目のまとめを表 11 に示す。自由回答の項目については、１人が複数述

べているため、件数で表示した。 

2） 施設・設備についての回答結果 

「CRAYON 導入前と導入後での施設・設備について」変化ありと回答した人は 37 名、変

化なしと回答した人は１名、どちらでもないと回答した人は 3 名であった。自由回答は、全

52 件のうち、環境 21 件、食事 1 件、遊び 15 件、概念形成 6 件、その他 9 件であった。一

番多かった環境 21 件には、「窓から見えるように階段を作ったら子どもが喜んだ」「トイレ・

手洗い場に行動の流れの写真、手を洗うまでのイラストを貼っている。手を自分から洗う子

どもは増えてきている」などあった。 

「変化した場所を具体的に教えてください」では、全 48 件のうち、コーナー遊び 11 件、

ままごとコーナー5 件、パーテーション・仕切り 6 件、おもちゃ 5 件、壁面 4 件、窓 3 件、

数的な遊び 3 件、鏡の設置 2 件、睡眠 2 件、トイレ 2 件、構造化 2 件、給食 1 件、子どもの

行動 1 件、室内全体 1 件であった。自由回答では「決まったコーナーがなかったため、常に

遊び環境を提供するためのコーナーができ、場所も決まってきている」とあった。 

「どの領域のどの項目から気づいたか」では、全 50 件のうち、環境と日常生活全 8 件、

環境 4 件、睡眠 3 件、遊び 3 件、理解 12 件、概念形成 9 件、納得 4 件、わからない 7 件で

あった。自由回答では、「CRAYON をチェックすると、数字の項目が低くなっていたので、

遊びの中で意識して声かけができるようになった。その項目があることで意識できるように

なった」とあった。 

「環境の変化ののち、子どもたちの変化はどうでしたか」では、変化ありと回答した人は

40 名、変化なしと回答した人は 1 名であった。全 60 件のうち、視覚概念 6 件、聴覚概念 3

件、体感概念 1 件、言語概念 7 件、数概念 7 件、自己表現 18 件、子どもの行動 17 件、その

他 1 件であった。自由回答では、「壁に貼った虫やイラストに自分から的当てして、簡単なル

ールを意識して遊ぶようになったのには驚いた」とあった。 

「特に何度も変更した場所を教えてください」「何度も変更した理由は何故ですか」では、

全 59 件のうち、施設全体 14 件、ままごとコーナー9 件、各コーナー8 件、おもちゃ・道具

10 件、CRAYON を取り入れたことで変えた 18 件であった。自由回答では、「聴覚概念、音

楽が育っている。リズム遊びが育っているので、そこを充実させている」とあった。 

3） 保育士の関わりについての回答結果   

「CRAYON の導入前と導入後について」変化ありと回答した人は 40 名、変化なしと回答

した人は 1 名であった。自由回答では、全 82 件のうち、子どもの見方・気づき 26 件、子ど

もへの声かけの変化 17 件、子どもへの対応 11 件、保育士の行動９件、保育士の態度 8 件、

保育士同士の話し合い 5 件、その他 6 件であった。自由回答は、「導入して話し合いが多く

なった。CRAYON で、共通理解が増えた」「一斉保育から子どもの主体性に変わったことが

大きい」などがあった。 

「保育士の関わりで変化した行動や声かけ」では、全 42 件のうち、具体的な声かけ 19 件、

具体的な行動の変化 12 件、考え方の変化 10 件、変化なし 1 件であった。自由回答では、「ダ

メが減った。子どもたちへの問いかけが増えた。なにする？などの選択肢を多く伝えられる

ようになった」などがあった。 
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表 11 CRAYON BOOK の評価シートを取得している保育士への 

半構造化面接方法によるインタビューとりまとめ    （n=41） 

■ CRAYON BOOK を導入する前と導入後での変化について 

① CRAYON の導入前と導入後に変化はありましたか？ 

変化あり：37 名 変化なし：1 名 どちらでもない：3 名 

【自由回答：52 件】 

環境：21 件、食事 1 件、遊び 15 件、概念形成 6 件、その他 9 件 

② ①であると回答した方へ、変化した場所を具体的に教えてください。 

【自由回答：48 件】 

コーナー遊び：11 件、ままごとコーナー：5 件、パーテーション：6 件、おもちゃ：5 件、壁面：4

件、窓：3 件、数的な遊び：3 件、鏡の設置：2 件、睡眠：2 件、トイレ：2 件、構造化：2 件、給食：

1 件、子どもの行動：1 件、室内全体：1 件 

③ 設問２の回答に対して CRAYON BOOK のどの領域（項目）から気づきましたか。 

【自由回答：50 件】 

環境と日常生活：8 件、環境：4 件、睡眠：3 件、遊び：3 件、理解：12 件、概念形成：9 件、納得：

4 件、わからない：7 件 

④ 環境の変化ののち、子どもたちの変化はどうでしたか。 

変化あり：40 名 変化なし：1 名 

【自由回答：60 件】 

視覚概念：6 件、聴覚概念：3 件、体感概念：1 件、言語概念：7 件、数概念：7 件、自己表現：18

件、子どもの行動：17 件、その他：1 件 

⑤ 特に何度も変更した場所を教えてください。 

⑥ 何度も変更した理由は何故ですか。 

【自由回答：59 件】 

施設全体：14 件、ままごとコーナー：9 件、コーナー：8 件、おもちゃ・道具：10 件、CRAYON を

取り入れたこと：18 件 

■保育士の関わりについて 

① 保育士の関わりについて CRAYON の導入前と導入後に変化はありましたか？ 

変化あり：40 名 変化なし：1 名 

【自由回答：82 件】 

子どもの見方・気づき：26 件、子どもへの声かけ：17 件、子どもへの対応：11 件、保育士の行動：

9 件、保育士の態度：8 件、保育士同士の話し合い：5 件、その他：6 件 

② 保育士の関わりで変化した行動や声かけがあれば具体的に教えてください 

【自由回答：42 件】 

具体的な声かけ：19 件、具体的な行動：12 件、考え方：10 件、変化なし：１件 

③ 保育士の関わりで変化した行動や声かけはどの領域から気づきましたか。 

【自由回答：28 件】 

全体：3 件、理解：7 件、概念形成：7 件、納得：6 件、自己表現：2 件、その他：3 件 

④ 保育士の行動の変化により、子どもたちはどのように変化しましたか。 

【自由回答：35 件】 

日常生活：18 件、自己表現：15 件、概念形成：2 件 

⑤ 保育士の行動が変化すると、保育に対する考え方は変わりましたか。 

変化あり：41 名 変化なし：0 名 

【自由回答：31 件】 

大変変わった：5 件、変わった：14 件、楽しくなった：7 件、わかりにくい：5 件 

⑥ 環境（物的環境、人的環境：保育士の関わり方）を変えた後の保育士の声かけはどのようにな

りましたか 

【自由回答：18 件】 

■環境の変化と保育士の関係について 

① 環境の変化と保育士の行動に関係はあると思いますか 

関係あり：40 名 関係なし：0 名 どちらともいえない：1 名 

② 変化ありの場合どのような関係があると思いますか。 

【自由回答：26 件】 
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「保育士の関わりで変化した行動や声かけは、CRAYON のどの領域（項目）から気づい

たか」については、全 28 件のうち、全体 3 件、理解 7 件、概念形成 7 件、納得 6 件、自己

表現 2 件、その他 3 件であった。自由回答では「体感概念、感触については、よくやり取り

している。やわらかい、硬いなど意識するようになった」とあった。 

「保育士の関わりが変化したことでの子どもたちの変化について」では、全 35 件のうち、

日常生活 18 件、自己表現 15 件、概念形成 2 件であった。自由回答では、「身の回りのこと

を子どもが自らやりたがるようになる」「じっくり遊べるようになってきた。好きな遊びを好

きなだけしているため、気持ちが安定している」などがあった。 

「保育士の行動が変化すると保育士の保育に対する考え方は変わったか」では、変化あり

と回答した人は 41 名、変化なしと回答した人は 0 名であった。全 31 件のうち、大変変わっ

た 5 件、変わった 14 件、楽しくなった 7 件、わかりにくい 5 件であった。自由回答では、「ス

トレスがなくなったから、本当に楽しくなった」「今までは、毎日楽しく過ごさせてあげると

いうことから、もっと発達面、「伸びしろ」を伸ばしてあげるなど考えるようになった。しか

し、プレッシャーもある」などがあった。 

「環境（物的環境・人的環境）を変えた後の保育士の声かけはどのようになったか」では、

具体的意見が 18 件であった。自由回答では、「子どもの動きをみてからの声かけになった」

「禁止用語が減った」「マザーリングで話ができるようになった」「大きな声の人がいなくな

った。不要な言葉数も減った」などがあった。 

4） 環境の変化と保育士の関係についての回答結果 

「環境の変化と保育士の行動に関係はあると思いますか」について、関係ありと回答した

人は 40 名、関係なしと回答した人は 0 名、どちらともいえないと回答した人は 1 名であっ

た。全 26 件のうち、ありと答えた 25 件の自由回答については、「環境でゆとりができ、話

が良くできるようになったのでは。意見が言い合える関係になれた。環境からくるものがあ

ると思う」「環境は良いように変わっていくと、子どもたちものびのびとなるので、その子ど

もたちを見て、保育士がもっと良くしてあげたいと思うから」などあった。 

 

Ⅳ．考察 

 

本研究では、CRAYON BOOK の 1～2 歳 ver.の評価尺度データを使用し、3 か年に渡るデ

ータ収集と保育士への関わりを通して、環境が子どもの概念形成にどのように影響を与える

かについて定量的に検証してきた。さらに、保育士へのインタビュー調査を行い、データ分

析の結果を含めて総合的に考察することで、定量的データを定性的に裏付ける研究となった。

本考察では量的研究で得られた結果と質的研究で得られた結果を擦り合わせて考察すること

で、実際の取り組みや環境設定が量的にどのように表れるか、概念形成を促す環境要因の影

響について深めたい。 

 

1. パス解析の結果からの考察 

1) 「環境」 

「促し方」「関わり方」「伝え方」を介すと、「視覚概念」のみにモデル適合度が高く、それ

以外の概念形成は低くなっている。インタビュー結果でも、環境については、1 回目から 2

回目に向けて、保育士の意識の変化があり、具体的な改善計画として、「窓の高さを子どもの
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目線から見えるように台を置いた」や「トイレ、手洗い場に行動の流れの写真を貼った」な

どあり、子どもの視覚に訴える行動を実施した結果、視覚概念が高くなってきていると考え

られる。 

2) 「食事」 

「促し方」を介すと「聴覚概念」「体感概念」「数概念」のモデル適合度が高かった。「促し

方」は、「理解１：子どもに豊かな間接的な経験の機会を作っていますか」や「理解２：子ど

もの感覚に触れる機会を作っていますか」などの項目があり、インタビュー結果では、これ

らを受けて、「好き嫌いは、食べる時間に無理をさせず、野菜を栽培したり、その日の給食の

食材のイラストを、食レンジャー（食材の種類を５色に分け 1 食ずつに戦隊レンジャーがい

る）と一緒に壁に貼るなどした」「体感遊びの得点が低かったので、子どもが自らいろいろな

感触の物に触れられる環境を設定した」「声かけが具体的になった」などあり、これらの活動

から高くなったのではと考えられる。 

「関わり方」を介すと「視覚概念」「聴覚概念」「言語概念」のモデル適合度が高かった。

「関わり方」は、「理解 5：子どもの言いたいことが分かりづらいとき、適切な言葉で言いか

えたり、聞き直していますか」「理解 7：子どもに具体的なものさし（形、色、大きさ、量）

などを使って説明していますか」とあり、インタビュー結果では、「以前は、形や大きさなど

を見ることができるものがなかったが、今は、壁に虫、自然、色、形など子どもの興味があ

る物を貼るようにしている」「子どもの発語を気にするようになった」などあり、保育士が具

体的な方法や、言葉で関わりを持ち始めていることが伺え、これらの活動を通して適合度が

高くなってきていると考えられる。 

「伝え方」を介すと「視覚概念」「聴覚概念」「体感概念」「数概念」のモデル適合度が高か

った。「伝え方」は、「理解 9：子どもに情報を与えるときに子どもの身の回りの生活と繋が

る話題にしていますか」「理解：11 子どもの心身の状態や場面に合わせて、声色と態度を変

えていますか」とあり、インタビュー結果では、具体的な改善活動を導入している回答が多

く、「保育士が提供するだけでなく、何をしたいか考え、子どもに聞けるようになった」「2

歳児の子どもが雨とわかっても外に出たいとあり、子どもと話し合い、泥んこ遊びをするよ

うになった」などあり、子どもの声を拾い上げ、さらに、活動に繋げられるよう伝え方にも

工夫が見えてきたのでは、と考えられる。 

3) 「睡眠」 

「促し方」を介すと、全ての「概念形成」のモデル適合度が高かった。これは、「睡眠」の

項目には、「睡眠１：就寝前はリラックスできるように静かな音楽を流すなど、子どもが沈静

化できるような環境になっている」とあり、インタビュー結果でも、「寝る場所の決定、食寝

分離の実施」「お昼寝をする子としない子の場所変えた」などあった。また、保育現場の睡眠

の環境においては、ある程度のルールが決まっており、それに合わせて保育士が丁寧に促し

ていることが考えられる。 

「関わり方」を介すと「体感概念」のみモデル適合度が高かった。「睡眠」においての環境

は、湿温度、光、音の項目があるが、眠りにつくときに「視覚」「言語」「数」の概念は、直

接働きかけにくいことから、インタビュー結果でも、「昼寝できない子どもへの対応」や「お

昼寝できない子どもを分ける」などの回答があり、昼寝での概念形成への関わりは、絞り込

みされていることが考えられる。 
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4) 「遊び」 

 「促し方」を介すと「体感概念」「言語概念」「数概念」のモデル適合度が高かった。「遊び」

の項目では、「遊び 2：子どもが生活経験と結び付けて遊べるような遊具や玩具の素材、道具

が用意されている」とあり、「理解」の項目では、「理解 1：子どもに豊かな間接的な経験の

機会を作っていますか」ともあるように、これらを受けて、保育士のインタビュー結果でも、

「子どもの育ちに合わせたコーナー遊びの設置を、一人ひとりの子どもの成長や行動を見て

行っている」などあり、間接的な経験の機会が「体感」「言語」「数」などの概念を育ててい

ると考えられる。 

 「関わり方」を介すと「視覚概念」「体感概念」のモデル適合度が高かった。「遊び」の項

目では、「遊び 8：子どもと一緒にあそぶなど、保育者もいろいろ遊びを楽しむようにしてい

る」とあり、「理解」の項目では、「理解 6：子どもが自ら考えるような言葉かけをしていま

すか」ともあるように、これらを受けて、保育士のインタビュー結果でも、「子どもも保育士

が受け止めてくれるので、表情も柔らかく、緊張感がなくなって、のびのびと過ごしている。

ストレスもないのではと思う」とあり、これらの関わり方が、概念の形成を育んでいるので

はと考えられる。 

 「伝え方」を介すと「視覚概念」「体感概念」「言語概念」のモデル適合度が高かった。「遊

び」の項目では、「遊び 5：保育者が一方的に選択して与えるのではなく、子どもの主体的な

活動としての遊びが展開できる」とあり、インタビュー結果でも、「子どもの目線に子どもの

興味のある物を置き、表情を読み取り声をかけている」「オレンジを育て緑色の時と、橙色の

時の匂いを一緒に発見できた」とあり、伝え方の工夫がされており、概念形成に繋がってい

ると考えられる。 

「環境と日常生活」の下位領域では、「聴覚概念」「言語概念」「数概念」の適合度が低く、

インタビュー結果でも、「聴覚概念」では、「聞こえていることが普通で聞こえ方に違いがあ

ることを理解できなかった」とあり、「数概念」では、ほとんどの保育施設で得点が低く、「数

などは、月齢的にまだ早い」「数字などを取り入れると、小さいうちから勉強させていると思

われる」などの意見が多かったことからも、保育士の「数概念」に対する理解不足から、得

点が低くなっていることが考えられる。一方、そのような認識の保育士も、子どもの概念形

成の必要性や、重要性について CRAYON BOOK の項目を確認しながら意図的に意識し始め

ると、子どもへの関わりに変化が見え、その結果、子どもの変化を感じられるようになって

いることもインタビュー結果から伺えた。 

5) 環境が子どもの概念形成に与える影響要因の考察 

影響要因の分析を行った結果からも、環境と日常生活の「物的環境」から、直接的に概念

は形成されるのではなく、子どもへの「理解」を促すという大人や周囲の意図的な活動とし

ての「人的環境」が必要であることが明らかになったことに加え、1 回目より 2 回目の点数

が有意に高くなった。1 回目から２回目にかけて、点数が高くなったことを、子どもの月齢

が高くなったことによる変化とも捉えられるが、インタビューの中でも、「保育士の関わりが

変化し、丁寧な関わりが増えたことで、子どもの育ちが変わってきている」とあり、単に、

年齢が上がったことだけでの変化ではないと考えられる。また、これらの結果は、宇多川ら

の先行研究でも同様の結果が示されている 13)。本研究において、子どもの「理解」を促す大

人の関わりの重要性が、定量的なデータだけでなく、定性的にも裏付けられたと考えられる。 

また、着目したのは、CRAYON の導入前と導入後の施設・設備の環境の変化や、保育士
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の関わりの変化である。保育施設の環境は、劣悪でない限りある一定水準で環境整備がなさ

れているため、大きな変化はないと想定していたが、インタビュー実施の 41 名中 37 名が「変

化あり」と答えている。このことは、保育士が CRAYON を導入する前は、その環境一つひ

とつの役割や、重要性について意図的に環境設定をすることができていなかったのではない

かと考えられる。インタビュー結果でも、「CRAYON の導入後、必要性を理解したため、話

し合いが多くなった」や、施設長からの意見として、「指導・研修が行いやすくなった」とい

う内容もあった。CRAYON BOOK は、保育所保育指針をはじめとする 3 法令を中心に、多

くの研究や文献により構成されている。韓によると、CRAYON NOOK の評価尺度は、乳幼

児が環境からの感覚刺激によって学習し、概念形成を行うため、そのための刺激や経験を意

図的に設定する指針となるような項目として設定されており、特に環境の設定に関しては、

保育所保育指針や幼稚園教育要領に示されている環境に関する要件を、それぞれ評価項目と

して具現化した、とも述べている 3)4)15)。CRAYON BOOK を通して、意図的に環境を整えよ

うとするだけでなく、環境設定の役割や重要性の研修などを、積極的に園内に取り入れ保育

士が学んだことによって、従来であれば当たり前とされていた環境が、乳幼児教育を行うた

めの良い環境へと変化をもたらしたと考えられる。 

 

2. 総合考察 

以上のことから、本研究では、「環境と日常生活」という物的環境が子どもにとって良い方

向で働くためには、「理解」という大人や保育士の教育的観点からの関わりである人的環境が

必要であり、それによって、生きる力の基礎となる「概念形成」に影響を与えることが明ら

かになった。2017 年、日本では、保育園、幼稚園、認定子ども園といった壁を越えて、国と

して乳幼児教育を行う、と大きな方向転換を行った。また、人生 100 年時代を生きる子ども

たちの乳幼児期に「概念形成」の土台が培われると、その後の、3 歳、4 歳、5 歳へと繋がる

「自己表現」を通したコミュニケーション力や、学びにつながることは明らかとなっており、

特に、その先の、小学校への接続に対してもスムーズな連携が必要とされている。保育所保

育所指針には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、保育所保育指針の第２章に

示すねらい及び内容に基づく保育活動全体を通して、資質・能力が育まれている子どもの小

学校就学時の具体的な姿であり、保育士等が指導を行う際に考慮するものである、と示され

ている 3)。 

本研究の限界点は、0歳～5歳まで同じ子どもを追跡できないことである。CRAYON BOOK

は、3 つの ver.(0 歳 ver.、1～2 歳 ver.、3～5 歳 ver.）で構成されているため、1 人の子ども

を同じ ver.で追跡できない。今後、それぞれの異なる ver.でも追跡分析できるように、関連

性など検証されることが研究課題となる。また、データ取得期間についても研究の限界点が

あった。今回、対象となった保育施設のほとんどが、0 歳～2 歳児クラス（3 歳の誕生日が来

た年で卒園する）の施設であるため、卒園や途中転園により、３歳以上の子どもの追跡が困

難であった。さらに、1 回目と 2 回目のデータ取得時期を、保育園の行事や 1 回目の評価の

タイミングなどによって厳密に固定できなかった。対象の 98 件中、60 件（61.2％）が 5 か

月～7 か月の間隔をあけてデータを取得したが、そのほかのデータは 1 か月～11 か月とばら

つきがあった。１回目と２回目の差の検定においては、2 回目が有意に高い点数となり、こ

れらの差の変化については、人的・物的環境要因の影響があった可能性が考えられる。年齢

が上がり概念形成が高くなったことも考えられるが、子どもの概念形成は自然に成長するの
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ではなく、大人の関わりによって成長するものであり、パス解析においても環境と日常生活

領域が理解領域を媒介し概念形成に影響することが検証された。しかし、今後、より一層正

確なデータを分析するためには、取得間隔を揃えることも必要だろう。 

本研究では、1～2 歳児の概念形成に与える物的・人的環境の要因について、3 つの提言を

行いたい。1 つ目は、1～2 歳児における概念形成には、物的環境である施設やモノとしての

環境があり、子どもの最善の利益に基づく物的環境として、特に保育施設では、保育所保育

指針、児童福祉施設としての基準を順守し、意図的に整備される必要がある。一方で、子ど

もの成長は著しく、成長にあわせて環境も常に変化させていく必要があるため、保育士であ

る大人の対応は、常に観察・省察を行い適切な環境を提供する必要がある。2 つ目は、1～2

歳児における概念形成には、人的環境である保育士や大人の関わりがあり、それらは、子ど

もの「概念形成」に密接に関わってくる。常に一人ひとりの「強み」と「のびしろ」、集団で

の社会性やコミュニケーションを意識し、大人が意図的に丁寧な関わりを提供する必要があ

る。3 つ目は、子どもの概念形成を育むためにも、現在の年齢だけを意識するのではなく、

いずれ、3 歳、4 歳、5 歳、さらには小学校との接続も踏まえ、教育的観点からの関わりが必

要である。その教育的な関わりは、遊びを通して考えられるべきである。 

子どもの生きる土台となる概念を形成するためにも、物的環境や人的環境の整備は乳幼児

教育の重要な要因となる。子どもの「概念形成」に影響を与えるといった検証について、定

量的データと保育士の聞き取りや変化についての定性的データを組み合わせて分析した研究

は初めてであるため、今後の乳幼児教育を行うための重要な結果を提示できたと考えられる。

今後は、それらがさらに子どもの自己表現や才能にどのように影響を与えるかについての検

証も必要となるだろう。 

 

謝辞 

 

本研究論文を執筆するにあたり、データ収集にご協力頂いた保護者の皆様、保育者の皆様、

心より感謝申し上げます。 

 

文献 

 

1)  宇多川清美・小原愛子. 乳幼児期における環境が概念形成に与える影響分析-CRAYON 

BOOK を用いたデータを中心に-. Journal of Inclusive Education. 2022, 11, 110-120. 

DOI: 10.20744/incleedu.11.0_110 

2)  厚生労働省(2015)「子ども・子育て支援新制度」 

URL: https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html（最終閲覧：2023 年 7 月

25 日）. 

3)  厚生労働省(2017)保育所保育指針. URL: 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/file/

06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf（最終閲

覧：2023 年 7 月 25 日）. 

 

 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_62 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 62-79 

 

 

 

79 

4)  文部科学省(2017)幼稚園教育要領. URL: 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/you/index.htm（最終閲覧：

2023 年 7 月 30 日）. 

5)  内閣府・文部科学省・厚生労働省（2017）幼保連携型認定こども園教育・保育要領. URL: 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/pdf/kokujibun.pdf（最終閲覧：2023 年 7

月 30 日）. 

6)  厚生労働省（2019）幼児教育・保育の無償化について.      

URL: https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/index.html（最終

閲覧：2023 年 7 月 30 日）. 

7)  Heckman, J. J. Giving Kids a Fair Chance. 2013, MIT Press. 古草秀子訳, 幼児教育

の経済学. 2015, 東洋経済新聞社,東京. 

8)  国立国語研究所. 幼児・児童の概念形成と言語. 国立国語研究所報告, 東京書籍. 1982, 

72. DOI: 10.15084/00001263 

9)  中田範子. 保育現場における幼児の空間的環境との関与に関する研究の整理と検討. 

東京家政学院大学紀要. 2020, 60, 123-135. DOI: 10.32295/kaseigakuinkiyo.60.0_123 

10)  中道圭人・砂上史子・髙橋実里・岩田美保．保育所における「環境設定の質」が 1－2

歳児の社会情動的能力に及ぼす影響．保育学研究. 2012, 60 (1), 45-56.  

DOI: 10.20617/reccej.60.1_45 

11)  汐見稔幸・村上博文・松永静子・保坂佳一・志村洋子．乳幼児保育室の空間構成と”子

どもの行為及び保育者の意識”の変容. 保育学研究. 2012, 50(3). 298-308. 

12)  文部科学省. 情動の科学的解明と教育等への応用に関する検討会（報告書）．2005． 

13)  宇多川清美・小原愛子. CRAYON BOOK を用いた乳幼児教育の特徴分析-1～2 歳 ver.

の縦断データを中心に-. 教育経済学研究. 2022, 1, 62-71. DOI: 10.50946/roee.1.0_62 

14)  村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士（共著）. SPSS による多変量解析. 2007, 株式会社オー

ム社, 東京. 

15)  韓昌完. 子どもの概念形成と才能発掘の実態把握を行うための構造化された評価ツー

ルの開発-3～5 歳児を対象とした CRAYON Book の領域と項目の検討. Journal of 

Inclusive Education. 2019, 6, 27-40. DOI: 10.20744/incleedu.6.0_27 

16)  Shevlin M & Miles JN. Effects of sample size, model specification and factor 

loadings on the GFI in confirmatory factor analysis. Personality and Individual 

Differences. 1998, 25, 85-90. DOI: 10.1016/S0191-8869(98)00055-5 

17)  星野崇宏・岡田謙介・前田忠彦．構造方程式モデリングにおける適合度指標とモデル

改善について：展望とシミュレーション研究による新たな知見.行動計量学. 2005, 

32(2), 209-235. DOI: 10.2333/jbhmk.32.209 

18)  Steiger JH. A note on multiple sample extensions of the RMSEA fit index. 

Structural Equation Modeling. 1998, 5, 411-419. DOI: 10.1080/10705519809540115 



 DOI: 10.20744/incleedu.12.0_80 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 80-90 

 

 

 

80 

REVIEW ARTICLE 

遺族からみた看護ケアの内容と認識に関する

文献研究 
－グリーフケアを取り入れた死亡時ケア看護教育への示唆－ 
 

Nursing Care at the Time of Death including Grief Care; 

Review of the Literature on Perceptions of the Bereaved and 

Implications for Nursing Education  

 
綾部 麗奈 1) 福山 由美 2)*  秋山 明子 3)  

Rena AYABE          Yumi FUKUYAMA      Akiko AKIYAMA 

 

1) 佐賀大学医学部附属病院 

Saga University Hospital 

2) 佐賀大学医学部統合基礎看護学講座 

Division of Integrated Fundamentals of Nursing, Saga University 

3) 名古屋市立大学大学院看護学研究科 

Graduate School of Nursing, Nagoya City University  

 

＜Key-words＞  

死亡時ケア, エンゼルケア, 死後処置, グリーフケア, 遺族ケア 

nursing care at the time of death, angel care, postmortem care, grief care, bereaved care  

 

 *責任著者：yumifuku@cc.saga-u.ac.jp (福山 由美) 

Journal of Inclusive Education, 2023, 12:80-90. ©2023 Asian Society of Human Services 

 

ABSTRACT 

 

 本研究は，遺族の視点から看護師が行った死亡時ケアの内容と認識を明らかにし，グリー

フケアをとりいれた死亡時ケアにおける看護教育への示唆を得ることを目的とし，文献研究

を行った。 医学中央雑誌，CiNii Research，および関連学術 4 団体のホームページを検索

して関連文献を抽出しレビューを行った。検索の結果，計 141 件の文献がヒットし，最終

的に 12 文献を分析対象とした。死亡時ケアの定義や内容は文献ごとに一致せず，‘からだ

を清潔にする’という点だけが共通していた。遺族への説明も，エンゼルケア，お清め・ご

遺体へのケア，シャワー浴・入浴など多様であった。また，遺族の認識は，安らかな顔，遺
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族の希望を聞きながらケアを行うことにより陽性感情は促され，一方，看護師の配慮が足り

ない，説明不足，技術が未熟なことにより遺族の陰性感情は引き起こされていた。しかし，

看護師が行う死亡時ケアが遺族の悲嘆を軽減するかどうかは，遺族の感情面だけではなく，

身体面や認知面も含めて検討した研究は見当たらず，死亡時ケアと遺族のグリーフプロセス

との関連性については明らかでないことがわかった。 

今後は，遺族研究を積み重ね，死亡時ケアが遺族の悲嘆に与える影響を多面的に検証し，

グリーフケアを取り入れた死亡時ケアの看護教育プログラムを構築していく必要性が考えら

れた。 

 

Ⅰ．は じ め に  

 

高齢化と医療などの進展により長寿社会である我が国は，長期にわたる介護や死別に伴う

喪失を経験するものが増えている 1-3)。また，全死亡のうち約 8 割が病院や施設で最期を迎え

ており 4)，看護師は最期のケアとして，亡くなった患者のからだを清潔にし，死によって生

じる外観を目立たないよう整える死亡時ケアを行っている。この死亡時ケアは，基礎看護学

の共通技術として，看護師国家試験の出題範囲に含まれており 5-8），看護教育のテキスト教材

にも 9-12)掲載され，看護師の基本的なケアとして認識されている。 

近年の看護基礎教育では，終末期看護の充実に向け，ご遺体の死後処置に加え，医療行為

による侵襲や病状などによって失われた生前の面影を取り戻すために行うエンゼルケア・エ

ンゼルメイクが，ビデオやシミュレーション演習で取り組まれている 13-16)。また，家族がエ

ンゼルケア・エンゼルメイクを含む死亡時ケアに参加することは，遺族の悲嘆を緩和するグ

リーフケアの一端として捉えられている。このように，死亡時ケアにおける看護基礎教育は，

ご遺体の死後処置からグリーフケアを含んだ死亡時ケアへと変遷しているものの，その根拠

となる死亡時ケアと遺族のグリーフプロセスとの関連性に基づいた研究は数少ない。 

そのような中，死亡時ケア研究は，臨床現場において活発に行われている。その中で明ら

かとなっているのは，死亡時ケアは，看護基礎教育の演習や実習で実践的に行われておらず，

病棟の勉強会や研修会などから技術を修得しており，死亡時ケアに自信がない看護師が多い

ことが報告されている 17)18)。一方，調査対象が病棟看護師の研究結果から，遺族が死亡時ケ

アに参加することは死を受容するきっかけとなる，グリーフケアの一端であるといった考察

が散見される 19-23)。しかし，死亡時ケアの技術に自信がない看護師が多い中，遺族は看護師

が行うケアをどのように認識し，それがグリーフケアの一端となっているのか，遺族が調査

対象である研究をまとめ検討しているものはみあたらない。 

そこで本研究は，遺族からみた看護ケアの内容と認識を明らかにし，グリーフケアを取り

入れた教育へと変遷している死亡時ケア看護教育への示唆を得ることを目的とし，文献研究

を行った。 

 

Ⅱ. 方 法 

 

1． 検索方法 

文献は，Web 版医学中央雑誌（Ver5.0），国立情報学研究所 CiNii Research，またハ

ンドサーチとして，関連学術誌（日本エンドオブライフケア学会，ホスピスケアと在宅
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ケア，Palliative Care Research, 公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団の

ホームページ）から検索した。Keyword は，‘エンゼルケア’ ，‘エンゼルメイク’， ‘死

後処置’ で原著論文を全年検索した（検索日: 2023 年 3 月）。 

 

2. 対象文献の選定 

対象文献の選定は，図 1 に示した。まず，検索エンジンとハンドサーチで抽出した

141 文献から重複している 8 文献を除外した。重複文献を除外した 133 文献から死亡時

ケア以外の 71 文献（看取り ( n=21 )，エンド・オブ・ライフ・ケア / ターミナルケア 

/ 終末期ケア ( n=17 )，アドバンス・ケア・プランニング / 意思決定 ( n=7 )，死亡前

後のニーズ ( n=6 )，死生観 ( n=5 )，遺族会の効果 ( n=3 )，死亡確認 / 遺体の変化・

感染管理 ( n=4 )，遺族の生活・心情の変化 ( n=2 )，その他 ( n=6 )）を一次スクリー

ニングとして除外した。一次スクリーニング後の 62 文献から，研究対象が遺族以外の

50 文献（看護職 ( n=31 ), 葬祭業者 ( n=9 ), 看護学生 ( n=5 ), カルテ・記録用紙 

( n=5 )）を二次スクリーニングとして除外した。最終的に本研究の対象は 12 文献 24-35)

となった。 

 

図 1 対象文献の選定図 

 

 

2． 分析方法 

1） 遺族からみた死亡時ケアの研究概要 

対象文献から，(1)研究の種類，(2)データ収集，(3)分析数，(4)性別，(5)年齢，(6)患者

との続柄，(7)死別から調査までの期間，(8)患者の死亡場所，(9)患者の主要疾患，(10)
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各研究における死亡時ケアの定義・内容，(11)遺族へ説明する際の表現を抽出・データ

化し，遺族からみた死亡時ケアの研究動向を分析した。 

2） 死亡時ケアに対する遺族の認識 

対象文献に記載されてある遺族の語り(質的研究)と自由記述やコメント(量的研究)を抽

出し，WHO の Well-Being 尺度 36)の構成概念である‘陽性感情’と‘陰性感情’にわ

け，死亡時ケアに対する遺族の認識を分析した。なお，分析の信用性にあたり，本研

究著者の綾部と福山にて対象文献の精読・照合を行い，遺族研究の経験がある本研究

著者の秋山に遺族の認識についてスーパーバイズを得ながら信用性を高めた。 

 

3． 用語の定義 

死亡時ケア：本研究では，看護師が逝去直後にご遺体に行うケアを死亡時ケアとした。

なお，本研究の対象文献における死亡時ケアの定義・内容は，表 2 に示した。 

 

Ⅲ. 結 果 

 

1. 遺族からみた死亡時ケアの研究概要 

死亡時ケア研究概要は，表 1，表 2 に示した。 

1) 研究の種類とデータ収集方法 

対象 12 文献中，量的研究 6 件，質的研究 3 件，質と量を併用している研究 3 件で

あった。なお，質量併用研究 3 件とも同じ著者・データであるが分析が異なっていた。

データ収集は，自作質問紙 9 件，面接法が 3 件であった。また，質問紙は，既存尺度

を含まない自作の質問紙がすべてであった。 

2) 分析数と遺族の属性 

分析数は，質的研究 2-3 名，量的研究 20-147 名，質量併用研究 162-597 名であっ

た。遺族の性別は，対象 12 文献すべて女性が多く，年齢は 50 歳以上，続柄は配偶者

または子どもが大半であった。 

3) 死別から調査までの期間 

対象 12 文献すべてが調査項目としてデータを収集していなかった。死亡退院日と

データ収集日の記載があった 2 文献のみ，死別から調査までの期間を推測できた。  

4) 患者の属性 

患者の死亡場所は，一般病棟 6 件，ホスピス・緩和ケア病棟が 4 件，一般病棟と緩

和ケア病棟の混合 1 件，記載なし 1 件であった。主要疾患の記載があったのは 3 文献

で，すべて悪性腫瘍であった。 

5) 死亡時ケアの定義・内容，遺族へ説明する際の表現 

死亡時ケアの定義・内容が同一の文献はなく，共通しているのは，亡くなった患者の

からだを清潔にするということだった。遺族へ説明する際の表現は，エンゼルケア 2

件，お清め・ご遺体へのケア 4 件，シャワー浴・入浴 2 件，記載なし 4 件であった。 
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表 1 遺族からみた死亡時ケアの研究概要 (1) 
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表 2 遺族からみた死亡時ケアの研究概要 (2) 

 

 

 

2. 死亡時ケアに対する遺族の認識 

死亡時ケアに対する遺族の認識は，表 3 に示した。 

陽性感情における遺族の認識は，‘良かった’，‘満足感’，‘その他’に分かれ，陰性感情は

‘辛かった’，‘不安，恐怖’，‘見たくなかった’，‘改善希望’に分かれた。 

遺族の認識‘良かった’は，顔が安らか等が最も多く，次いで，綺麗なからだ，丁寧に接

してもらった等，労いや感謝ができた，お別れができた，であった。‘満足感’は，区切り等，

家族の希望を聞いてくれた等，すべてやりおえたであった。‘その他’は，看護師とケアを共

にすることにより，その際に患者の入院中の話や，家族が気持ちや思い出を共有できたであ

った。 

遺族の認識‘辛かった’は，闘病生活が思い出される等であった。‘不安・恐怖’は，何を

すればよいか，亡くなった体に触れることであった。‘見たくない’は，裸や陰部，傷，褥瘡

や管の跡であった。‘改善希望’は，看護師の説明，看護師のケア技術，家族の悲しみへの配

慮等，お別れの時間が短い等であった。 
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表 3 看護師の死亡時ケアに対する遺族の認識 

 

 

 

Ⅳ. 考 察 

 

本研究の結果から，死亡時ケアに関する定義や内容は一致しておらず，‘からだを清潔にす

る’という点だけが共通していたことが明らかとなった。遺族は，看護師の死亡時ケアに対

して，陽性感情と陰性感情の両方を示していた。しかし，死亡時ケアが遺族の悲嘆を軽減す

るかどうかは，遺族の感情面だけではなく，身体面や認知面も考慮した研究が不足しており，

死亡時ケアとグリーフプロセスとの関連性は不明であった。これらの結果は，先行研究では

見られなかった新しい知見であり，死亡時ケアの定義や内容を明確化し，遺族の多面的な反

応を評価する必要性を示唆している。ここでは，グリーフケアを取り入れた死亡時ケアの看

護教育プログラムの構築に向けて，以下の 2 点について考察する。 

 

1． 看護師が行う死亡時ケアの定義と内容 

本研究の対象文献は，死亡時ケアとして実施した内容が異なっており，唯一共通していた

のは，亡くなった患者のからだを清潔にすることであった。このことは，先行研究でも指摘

されており，死亡時ケアは，看護師養成所卒業者より大学卒業者がグリーフケアとして教育

を受けており，年齢が高い看護師は死後処置としての教育を受けている傾向がある 37)ことか

らも裏付けられる。また，遺体管理としての死後処置の知識や技術も不足していることが推

測された。葬祭業者を対象とした先行研究においても，出血，開口，悪臭，体液漏出，開眼

のトラブルを経験している者が多く，看護師の未熟な技術，感染症の情報提供や説明がない
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ことに困惑した報告がある 38-41)。また，十分な療養体制である緩和ケア病棟においても，亡

くなった患者遺族の 9.4%が遺体トラブルを経験している 42)ことからも裏付けられる。 

死亡時ケアには，死後処置としての遺体管理とグリーフケアの 2 つの目的が含まれており，

本研究対象文献においてもケアの内容が異なっていたと考える。死亡時ケアの定義や内容が

文献によって異なるということは，看護師の実践や教育にも影響を与えることが推測される。

今後は，死亡時ケアの共通基準やガイドラインを策定し，遺体トラブルの発生メカニズムを

解明し，適切な看護技術や教育プログラムを開発することが必要である。 

 

 

2． グリーフケアを取り入れた死亡時ケア看護教育を構築していくためには 

グリーフケアに関する先行研究は数多く，それらの研究結果の積み重ねにより，死別直後

の悲嘆状況が長期に及び日常生活に支障をきたしている悲嘆は，遅延性悲嘆障害(Prolonged 

Grief Disorder, 以後 PGD)として，2019 年から国際疾病分類 ICD-11 における精神障害の一

つに加わった 43)。我が国における PGD 有病率は 2.4％，死別後 1 年以上経過しても日常生

活に何らかの支障をきたす複雑性悲嘆は 22.7%との報告がある 44)。 また，PGD 危険因子と

して，死の状況，遺族の続柄，遺族の特性等が明らかとなっており，複雑性悲嘆を把握する

簡便な尺度開発等の研究がすすめられている 45-46)。しかしながら，本研究対象文献は，患者

の原疾患や死別からの期間，患者と遺族の関係性等が不明の文献が多く，PGD 危険因子の項

目を網羅している文献はなく，遺族の感情的な反応のみを分析した研究であった。このこと

は，本研究対象文献では，PGD や複雑性悲嘆を予防する目的で行った死亡時ケアを評価でき

ないことを意味している。 

今後，グリーフケアを取り入れた死亡時ケアの看護教育プログラムを構築していくために

は，以下の 3点が必要だと考える。 

1) 遺族からみた看護師の行為がいかに悲嘆軽減に寄与しているかを精査すること 

本研究では，遺族は看護師の死亡時ケアに対して陽性感情と陰性感情の両方を示してお

り，死亡時ケアが遺族の悲嘆に与える影響は個人差が大きいことが示唆された。遺族か

らみた看護師の行為がどのような要素によって悲嘆軽減または増幅に関与しているか

を明らかにすることで，遺族のニーズに応える死亡時ケアの指針を作成することができ

るのではないかと考える。 

2) 遺体トラブルが起きない適切な看護技術を修得すること 

本研究において，陰性感情を起こしていた未熟なケア技術は，遺体管理としての死後処

置の知識や技術が不十分なことが原因であると示唆された。遺体トラブルは，遺族の悲

嘆を増幅させる可能性が高く，遺体トラブルを防ぐための看護技術や知識を習得するこ

とで，遺族への配慮や尊厳を守る死亡時ケアを提供できるのではないかと考える。 

3) グリーフケアの理論や方法を学ぶこと 

本研究では，死亡時ケアにグリーフケアの理論や根拠のある方法を用いて行っている文

献は少なく，グリーフケアに関する教育も不十分であることが示唆された。グリーフケ

アは，患者が亡くなる前から始まり，亡くなった後も行う一連のケアプロセスだといわ

れる。そのケアプロセスにおいて多様な職種が関わるが，唯一死亡時のケアは，看護師

が中心となって直接的に行うケアである。グリーフケアの理論や方法を学ぶことで，看

護師は，死亡時ケアの技術だけでなく，遺族への配慮や共感力も身についていくのでは
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ないだろうか。また，グリーフケアの効果を評価するためには，遺族の感情面だけでな

く，身体面や認知面も考慮した尺度や手法を用いることが必要である。 

 

Ⅴ. 本研究の限界と今後の課題 

 

本研究は，看護師が行った死亡時ケアが遺族の感情面に影響を与えていることを示した。

しかし，対象文献は日本語の遺族を対象とした文献のみであり，死亡時ケアの儀礼的な部分

や遺体管理に関する部分は，文化や宗教により異なる可能性がある。今後は，文化や宗教に

関係なく，看護師が行う世界共通の死亡時ケアの定義や根拠を明らかにするとともに，遺体

トラブルの原因や予防法を解明し，適切な看護技術や教育プログラムを構築する必要がある。  

 

文 献 

 

1)  金子隆一. 長寿社会のもたらす社会—その歴史的展開と課題—. 人口問題研究, 2010, 

66(3), 11-31. 

2)  厚 生 労 働 省  (2022) 令 和 4 年 版 高 齢 社 会 白 書  高 齢 者 の 状 況 . URL: 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/html/zenbun/s1_2_2.html (2023 年

6 月 20 日) 

3)  金子隆一. 人口高齢化の諸相とケアを要する人々. 社会保障研究, 2016, 1(1), 76-97.   

4)  厚生労働省  (2021) 令和 3 年 (2021) 人口動態統計 ( 確定数 ) の概況 . URL: 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei21/index.html (2023 年 6 月

20 日) 

5)  厚 生 労 働 省  (2023) 看 護 師 国 家 試 験 出 題 基 準 . URL: 

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000919502.pdf (2023 年 6 月 20 日) 

6)  厚生労働省 (2018) 看護師国家試験出題基準. URL: https://www.mhlw. go.jp/file/04-

Houdouhappyou-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000158947.pdf (2023 年 6 月 20 日) 

7)  厚 生 労 働 省  (2014) 看 護 師 国 家 試 験 出 題 基 準 . URL: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ylby-att/2r985200000311lx.pdf 

(2023 年 6 月 20 日) 

8)  厚 生 労 働 省  (2010) 看 護 師 国 家 試 験 出 題 基 準 . URL: 

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0413-1f.pdf (2023 年 6 月 20 日) 

9)  新村洋未. 基礎看護[4]. 2022, 医学書院, 東京. 

10)  村中陽子・玉木ミヨ子・川西千恵美. 学ぶ・活かす・共有する看護ケアの根拠と技術第

3 版 (死後のケア). 2019, 医歯薬出版, 東京.  

11)  吉田みつ子・本庄恵子. 写真で分かる基礎看護技術：基礎的な看護技術を中心に!. 

2020, インターメディカ, 東京. 

12)  亀井智子. 根拠と事故防止からみた老年看護技術第 3 版. 2020, 医学書院, 東京. 

13)  小林祐子・和田由紀子・若林理恵子・八塚美樹. ターミナルケア授業にエンゼルメイク

演習を取り入れた試み. ホスピスケアと在宅ケア, 2010, 18(1), 23-30.  

 

 



 DOI: 10.20744/incleedu.12.0_80 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 80-90 

 

 

 

89 

14)  原元子・上野栄一. 成人看護学演習でエンゼルケア・エンゼルメイクを取り入れた学習

の構造と特徴 テキストマイニングの解析から. ホスピスケアと在宅ケア, 2016, 24(2), 

84-91.  

15)  石川美智・阿部千賀子・大曲純子. エンゼルケアシミュレーション演習前後の看護学生

のターミナルケア態度・共感性の比較. ホスピスケアと在宅ケア, 2020, 28(2), 148-155.  

16)  平間留美・城丸瑞恵・小木曽寛樹. 看護師の看取りケアの実践を教材にした DVD 視聴

を取り入れた講義に対する学生の気づき. 日本看護学会論文集看護教育, 2020, 50, 3-6.  

17)  赤川陽子・佐藤好恵・佐伯香織・藤田烈・藤井徹也. 死後処置の教育と今後の課題. 医学

と生物学, 2009, 153(12), 620-627.  

18)  下玉利美緒・袴谷明子・毛受百合. 家族が満足できる死後ケア: スタッフの死体現象の

知識定着を目指して. 袋井市立袋井市民病院研究誌, 2012, 21(1), 55-58.  

19)  上田智子・足立絵美・田中友美・ 小川友香・岡上亜子・山際京子 et al. グリーフケア

導入を目指して: 逝去時の看護の実態調査. 日本看護学会論文集 看護総合, 2011, 41, 

225-228.  

20)  山森藍子・井上佳代子・久我香奈子. 病棟看護師のグリーフケアとエンゼルケアに対す

る認識の実態と課題. 日本看護学会論文集 成人看護 II, 2010, 40, 368-370.  

21)  塩瀬栄子. グリーフケアにおける死化粧. ホスピスケアと在宅ケア, 2005, 13(3), 250-

257.  

22)  井上千代・酒井てる子・津田香里・中居靖・東海林弘子. エンゼルメイクの導入とエン

ゼルケアへの取り組み: その人らしい看取りのための援助. 日本看護学会論文集 成人

看護 II, 2010, 48(2), 226-229. 

23)  神谷真弓・前川緑・山田恵子. 死後処置への家族参加に対する看護師の意識と行動の変

化に影響した要因: 環境変化後のアンケート調査からの考察. 袋井市立袋井市民病院研

究誌 , 2007, 16(1), 89-93. 

24)  小島重子・成政美香・浦本真樹・豊川美津子. 家族の「死後の処置」参加に関する調査

研究: 参加した家族としなかった家族の満足感の相違. 日本看護学会論文集 看護総合, 

2000, 31, 133-135. 

25)  萩原桂・三木明子・谷美行・工藤静子. エンゼルケアに参加した遺族の思い. 日本看護

学会論文集 成人看護 II. 2007, 37, 380-382. 

26)  飯田正代・上口奈世美. 家族参加による「死後の処置」に対する家族心理調査: シャワ

ー浴を取り入れて. 日本看護学会論文集 成人看護 II, 2007, 37, 377-379.  

27)  多賀裕美・柳原清子. 協働で行う死後の"入浴ケア"(湯灌)が家族のグリーフに及ぼす影

響. 死の臨床, 2008, 31(1), 82-89.  

28)  登尾渚・阿萬茜・霧下由美子. 家族が望むエンゼルケアと看護師が思うエンゼルケアの

違い. 葦. 2008, 39, 55-57.  

29)  西尾典子・北口佳奈・増井和美・小網涼子. グリーフケアの一環として行った死後入浴

に参加した家族の思い. 奈良県立三室病院看護学雑誌, 2013, 29, 28-31.  

30)  下玉利美緒・袴谷明子・山田恵子. 死後の処置における家族指導の検討: 遺族への質問

紙調査を行って. 袋井市立袋井市民病院研究誌, 2013, 22(1), 75-79.  

31)  今井尉太・橋野結花・田村サチエ・折出洋子. エンゼルケアに参加した家族の思い: 家

族へのインタビューを通して. 北海道看護研究学会集録, 2015, 107-109.  



 DOI: 10.20744/incleedu.12.0_80 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 80-90 

 

 

 

90 

32)  山脇道晴・森田達也・清原恵美・清水恵・恒藤暁・志真泰夫 et al. 遺体へのケアを看

護師が家族と一緒に行うことについての家族の体験と評価. がん看護, 2015, 20(6), 

670-675. DOI: 10.15106/J03022.2016064848 

33)  山脇道晴・森田達也・清原恵美・清水恵・恒藤暁・志真泰夫 et al. ホスピス・緩和ケ

ア病棟におけるご遺体へのケアに関する遺族の評価と評価に関する要因. Palliative 

Care Research, 2015, 10(2), 101-107. DOI: 10.2512/jspm.10.101 

34)  山脇道晴・森田達也・清原恵美・清水恵・恒藤暁・志真泰夫 et al. ホスピス・緩和ケ

ア病棟で行われているご遺体へのケアに関する遺族の体験と評価: 自由記述における内

容分析. Palliative Care Research, 2015, 10(3), 209-216. DOI: 10.2512/jspm.10.209 

35)  清水美里・宮崎佑紀・吉村美香・袖山美穂・小林聖子. エンゼルケアが患者家族に与え

る影響: 清拭・シャワー浴を比較して.  長野県看護研究学会論文集, 2015, 35, 10-12.  

36)  World Health Organization (1992) Assessment of Subjective Well-Being Inventory. 

URL:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204813/B0081.pdf?sequence=

1&isAllowed=y (2023 年 6 月 20 日) 

37)  小畠京子・今崎美香・鈴木友恵・北垣和枝. 死後のケアの実態把握と教育・死生観との

関連. 広島県立病院医誌, 2009, 41(1), 79-88.  

38)  登喜和江. 「死後のケア」提供後の状態に関する研究: 葬儀担当者の声から. 千里金蘭

大学紀要, 2016, 13, 41-47.  

39)  小林祐子・和田由紀子. 医療施設での死後の処置の課題: 葬祭業従事者への調査から.  

新潟青陵学会誌, 2015, 1, 13-22. DOI: 10.32147/00001512 

40)  矢野貴恵. 死後の処置の感染リスクに関する実態: 葬祭業者へのアンケート調査. 大和

大学研究紀要. 2017, 3, 65-70. 

41)  中島優子・村下尚美・田辺由香里・永野知子. 緩和ケア病棟死亡退院後のエンゼルケア

の評価. 京都市立看護短期大学紀要. 2011, 36, 23-28. 

42)  Takuya Shinjo, Tatsuya Morita, Mitsunori Miyashita, Kazuki Sato, Satoru Tsuneto, 

Yasuo Shima. Care for the bodies of deceased cancer inpatients in Japanese 

palliative care units. J Palliat Med, 2010, 13(1), 27-31. DOI: 10.1089/jpm.2009.0152.  

43)  World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version : 

02/2022). URL: https://icd.who.int/browse11/l-

m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1183832314. (2022 年 12 月 4 日) 

44)  Daisuke Fujisawa, Mitsunori Miyashita, Satomi Nakajima, Masaya Ito, Motoichiro 

Kato, Yoshiharu Kim. Prevalence and determinants of complicated grief in general 

population. J Affect Disord, 2010, 127(1-3), 352-358. DOI: 10.1016/j.jad.2010.06.008 

45)  Masaya Ito, Satomi Nakajima, Daisuke Fujisawa, Mitsunori Miyashita, Yoshiharu 

Kim, M. Katherine Shear et al. Brief measure for screening complicated grief: 

reliability and discriminant validity. PLoS One, 2012, 7(2): e31209.  

DOI: 10.1371/journal.pone.0031209 

46)  Clare Killikelly, Anna Hasenöhrl, Eva-Maria Stelzer, Andreas Maercker. The New 

ICD-11 Prolonged Grief Disorder Guidelines in Japan: Findings and Implications 

from Key Informant Interviews. Culture Medicine and Psychiatry, 2022, 47(2), 519-

542. DOI: 10.1007/s11013-022-09781-6 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_91 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 91-104 

 

 

 

91 

SHORT PAPER 

肢体不自由特別支援学校における 

生涯学習に関する取組の現状と課題 
－地方都市にある特別支援学校での調査から－ 
 

Current Situation and Issues Concerning Lifelong Learning in Special 

Needs Schools for the Physically Disabled Person; From a Survey of 

Special Needs School in a Local City 

 
今井 彩 1)  跡部 耕一 2)  
Aya IMAI       Koichi ATOBE 

 

1)  秋田大学教育文化学部附属特別支援学校 
Special Support School affiliated with Akita University Faculty of Education and Culture 

 

2)  秋田県立秋田きらり支援学校 
Akita Kirari Support School 

 

Key-words 

生涯学習, 特別支援学校, 肢体不自由, 地方都市 

lifelong learning, special needs schools, physically disabled person, local city 

 

imai-aya0314@outlook.jp (今井 彩)  

Journal of Inclusive Education, 2023, 12:91-104. ©2023 Asian Society of Human Services 

 

ABSTRACT 

  

本研究では、地方都市にある肢体不自由特別支援学校において、Google フォームを用いた

Web アンケート調査を行い、教員の生涯学習に関する取組の現状と課題を明らかにし、地方

都市における生涯学習の推進を目指した組織的な方策について検討することを目的とした。

A 特別支援学校の教員 107 名に対して調査を実施し、62 名（回収率 57.9％）の有効回答を

得た。調査結果からは、生涯学習を推進していく兆しは見えるものの、まだその必要性を感

じられない教員がいることから、教員が障害のある子どもの生涯学習の必要性を理解できる

ような学習機会を設定することが考えられた。また、学校として「生涯学習に関する教育活

動」をどのように教育課程上に位置付けていけばよいのかが難しいと感じている教員がいる

ことから、学校全体で生涯学習を推進していけるよう、校内体制を整備していくことが考え

られた。今後は、他の地方都市にある肢体不自由特別支援学校との比較を通じてより効果的

な方策を検討、発信していくこと、学校全体で校内連携の体制を整えていくために調査結果

を教員の属性から分析していくことが課題である。 
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Ⅰ. はじめに 

  

教育基本法第 3 条では、生涯学習の理念として「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊

かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所に

おいて学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなけ

ればならない」と規定している 1) 。生涯学習は、学校教育や社会教育を通じた意図的・組織

的な学習はもちろん、個人の学習や様々な活動から得られる意図的ではない学習も含む幅広

い概念である。日本においては、「人々が自己の充実・啓発や生活向上のために、自発的意思

に基づいて行うことを基本とし、必要に応じて自己に適した手段・方法を自ら選んで、生涯

を通じて行う学習」という定義 (昭和 56 年中央教育審議会) が広く用いられている 2) 。現在

各国で実践されている生涯学習は、フランスの教育思想家ポール・ラングラン  (Paul 

Lengrand) が 1965 年に国際連合教育科学文化機関 (UNESCO) で提唱した。提唱当初は、

生涯教育と言われていた。生涯教育の概念は、日本において従来の社会教育に類するものと

して認識されたことから、旧文部省では社会教育課が所管することとなり、その後も地方教

育委員会でもしばらくは社会教育課が所管する例が多かった。そして、臨時教育審議会第四

次答申が「生涯学習体系への移行」を提言してからは、生涯教育よりも生涯学習の用語が主

流とされ、生涯学習は社会教育に代わるノンフォーマル教育を意味する概念として用いられ

る傾向が強まった。ノンフォーマル教育 (非定型教育) とは、組織的な教育活動でありなが

ら、学校教育のように固定的な基準を持たないという特性があり、社会教育の一環としての

成人学級や企業を離れての研修などを示している。これに対してフォーマル教育 (定型教育) 

は、学校教育を主とする目的、内容、方法、期間、教授者の資格等に関する一定の社会基準

に適合した組織的な社会化機会である。また、インフォーマル教育 (無定型教育) と呼ばれ

るものもある。これは日常的活動の合間に随時行われる社会化機会であり、家庭教育や企業

等における OJT がその例である。本来、このようなフォーマル教育、インフォーマル教育、

ノンフォーマル教育を統合した教育が「生涯教育」であり、人は集団の中でこのような様々

な社会化の機会を経ることによって、初めて自立的な存在となると言われている 3) 。 

過去の日本の教育では、経済発展と共に「個性よりも協調性」、「個人の主体よりも集団へ

の順応性」が求められ、画一的な管理教育や専門知識一辺倒の教育が行われてきた。しかし、

変化・変動化が常態化する社会へと移り変わり、自己探求や個々人の生涯発達に応じた教育

へといった新しい方向が指し示されるようになった。2015 年 9 月の国連サミットにおいて採

択された SDGs「持続可能な開発目標」のテーマである地球上の「誰一人として取り残さな

い (leave no one behind) 」といった国際目標から、日本国内においても「あらゆる人々の

活躍の推進」が SDGs の実施指針として掲げられ、2018 年 12 月に文部科学省が今後の社会

教育の在り方について提言した「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興

方策について (答申) 」では、社会的に困難な状況に置かれていたり、社会的に孤立したり

しがちな住民等の学びを通した地域社会への参画を支援するための対応を掲げている。また、

社会教育と学校教育との連携・協働について具体的な方策が示されており、学校教育と社会

教育を通じて子どもたちが地域に幅広いつながりをもち、生涯にわたり学び続けながら多面

的な思考力を養い、主体的に社会を形成し、自ら問いを立ててその解決を目指す人材へと成

長していく過程を支援することの重要性や、そのための地域における学校教育と社会教育と

の一層の連携を推進することへの必要性が唱えられている 4) 。しかし、2018 年度に報告さ
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れた「障害者の生涯学習活動に関する実態調査」 (独立行政法人国立特別支援教育総合研究

所) では、特別支援学校における教員の、障害者の生涯学習を課題として捉えることや、ニ

ーズを把握し、組織的な取組を進めることなどが不足している結果が示された 5) 。このこと

も含め、2019 年 3 月には文部科学省の有識者会議において「障害者の生涯学習の推進方策に

ついて－誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会を目指して－」が取り

まとめられ、「誰もが、障害の有無にかかわらず学び続けることのできる社会であること」、

「障害者が、健康で生きがいのある生活を追求することができ、自らの個性や得意分野を生

かして参加できる社会であること」を目指し、 (1) 本人の主体的な学びの重視、(2) 学校教

育から卒業後における学びの接続への円滑化、(3) 福祉、労働、医療等の分野の取組と学び

の連携の強化、(4) 障害に関する社会全体の理解の向上の４つの視点を重視することが提唱

された。(1) については、障害者の学びの環境整備を行うに当たって、本人の学ぼうとする

意思を出発点に、本人が学びたいことや課題を自ら発見して取り組む学習をすることが重要

であると示している。また、(2) については、学校教育における学びと学校卒業後の学びを

接続させ、生涯にわたって学び続けられるようにすることが重要であると示している 6) 。こ

のように、学校教育段階からの将来を見据えた教育活動の充実として、特別支援学校におい

ては、教員が、生涯学習への意欲を高める指導や、社会教育その他様々な学習機会に関する

情報提供、生涯を通じて豊かな生活を営むことができるような配慮を適切に行うことができ

るようにすることが求められている。これは平成 31 年公示の特別支援学校高等部学習指導

要領 (総則) において「生徒が学校教育を通じて身に付けた知識及び技能を活用し、もてる

能力を最大限伸ばすことができるよう、生涯学習への意欲を高めるとともに、社会教育その

他様々な学習機会に関する情報の提供に努めること」と示されていることからも、教育委員

会、特別支援学校に向けて周知されるべき事柄となっている 7) 。 

全国特別支援学校長会が実施した 2018 年度の実態調査のデータによると、肢体不自由特

別支援学校の在籍者の重度・重複化、多様化については、重複率が単独校では 81.3％、併置

校では 91.5％となっている 8) 。肢体不自由のある子どもとその家族にとっての生活上の困難

さは、運動機能障害に限らず、合併する疾患によって様々な内容と程度の困難さを呈するこ

とから、本人や家族の社会参加の機会が日常的に制限され、生涯学習の機会を確保すること

が困難になると予想できる。実際、2022 年度に報告された「重度重複障害児等の生涯学習に

関する実態調査」では、学校教育課程以外の生涯学習への取組の有無について「現在、取り

組んでいる」が 21.7％、「現在、取り組んでいない」が 78.3％となっており、取り組むこと

ができない理由としては、「外出が困難」、「学校以外にどのような学習があるのか知らない」

といったことが示されている 9) 。このように重度重複障害のある方々の学びの現状として、

生涯学習の機会が不足していることが明らかとなっている。さらに清水は、障害者の生涯学

習の推進施策が活気づいてきているものの、重度の在宅障害児者、医療的ケア児者に対する

具体的な取組が念頭に置かれていないことを指摘している 10) 。このことからも、肢体不自由

を主とする特別支援学校においては、他の障害種を主とする特別支援学校よりも生涯学習を

推進していくことに様々な困難が生じると想像できる。さらに、障害がある人の「地域生活」

において、福祉サービス等の充足度は地域格差が大きく、都市部とは異なる負担や不利があ

る 11) 。このことも含め、障害者の生涯学習の推進方策とされる障害者の学びの環境整備や、

学校卒業後に向けた学びの接続についても、「地方都市」故の課題と、課題解決に向けた具体

的な取組が必要になることが推測できる。 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_91 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 91-104 

 

 

 

94 

以上から本研究では、地方都市にある肢体不自由特別支援学校において、教員の生涯学習

への取組に対する現状と課題を明らかにし、地方都市における生涯学習の推進を目指した組

織的な方策を検討する。 

 

Ⅱ. 研究方法 

 

1. 調査期間及び調査対象校の特徴 

 2023 年 3 月 9 日～3 月 18 日に、地方都市の肢体不自由を主とする特別支援学校 A 校に勤

務する教員を対象に Google フォームを用いた Web アンケート調査を実施した。 

調査対象校である A 特別支援学校の概要を表 1 に示した。A 特別支援学校は、所在する県

で唯一の肢体不自由および病弱を主とする特別支援学校である。医療療育センターが併設し

ており、医療療育センターに入所している児童生徒が 18 名在籍している。また、半数以上

の児童生徒が保護者等の送迎で通学している。Ⅰ類型と言われる普通教育を基準とした「準

ずる教育課程」の学習グループの児童生徒数は 8 名、Ⅱ類型と言われる「知的代替の教育課

程」の学習グループの児童生徒数は 40 名、Ⅲ類型と言われる「自立活動を主とした教育課

程」の学習グループの児童生徒数は 36 名、訪問の児童生徒数は 11 名在籍しており、そのう

ち医療的ケアを必要としている児童生徒が 12 名在籍している。 

 

表 1 調査対象校の概要 

 小学部 中学部 高等部 

教員数 51 29 27 

児童生徒数 44 26 22 

学習グループ別 

児童生徒数 

※Ⅰ類型 

※Ⅱ類型 

※Ⅲ類型 

訪問（在宅、センター、院内） 

5 

13 

25 

4 

3 

12 

8 

3 

0 

15 

3 

4 

児童生徒の通学形態 

保護者等の送迎 23 12 6 

公共交通機関とスクールバス利用 1 0 0 

送迎とスクールバス 10 6 8 

医療療育センター入所生 9 5 4 

訪問教育 4 3 4 

病類別児童生徒数 

脳性まひ 11 11 8 

その他の脳性疾患 16 5 5 

筋原生疾患 2 4 5 

骨関節疾患 2 0 0 

染色体異常・遺伝子異常 13 4 3 

その他 3 2 1 

※Ⅰ類型…準ずる教育課程の学習グループ 

※Ⅱ類型…知的代替の教育課程の学習グループ 

※Ⅲ類型…自立活動を主とした教育課程の学習グループ 
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2. 調査内容 

1) 基本属性 

基本属性は、年齢、教職経験年数、所属学部、主に担当している子どもの類型について尋

ねた。年齢は 20 代～60 代までの多項選択、教職経験年数は 5 年未満から 30 年以上までの

多項選択とした。また、所属学部については小学部、中学部、高等部の 3 項選択とし、主に

担当している子どもの類型についてはⅠ類型、Ⅱ類型、Ⅲ類型、訪問、その他の多項選択と

した。 

2) 質問項目 

質問項目は『①生涯学習に関する教育活動を実施しているか』、『②生涯学習に関する教育

活動を実施する上で困難なことがあるか』、『③生涯学習に関する教育活動を推進する上で、

教師にはどのような知識やスキルが必要だと考えているか』について回答を求めた。①につ

いては「実施している」もしくは「実施していない」の 2 項選択とし、「実施している」場合

は実施している教育活動について、「実施していない場合」は実施していない理由について回

答を求めた (自由回答) 。②については「ある」と「ない」の 2 項選択とし、「ある」の場合

のみ困難な理由について回答を求めた (自由回答) 。③は自由回答とした。 

 

3. 分析方法 

質問項目①と②は単純集計し、割合で示した。自由回答は KJ 法の手続きを参考にしなが

ら、データを分類、整理した。収集したデータからラベルを生成し、ボトムアップ的にグル

ープ化していく作業を行った 12) 。グループ化においては分類が主観的にならないよう、共著

者から助言を受けてグループ名およびグループ編成の練り直しと修正を重ねた。 

 

4. 倫理的配慮 

本研究を実施するにあたり、秋田大学手形地区における人を対象とした研究倫理審査委員

会の承認を得た。なお、当該研究が無記名調査で個人情報を扱わないこと、参加は回答者の

意思に委ねられており、未協力の場合における不利益はないこと、ならびに研究の目的と内

容をフォーム上に記載した (2023 年 3 月 8 日付 第 4-41) 。 

 

Ⅲ. 結果 

 

1. 回収率 

A 特別支援学校の教諭 81 名、臨時講師 23 名、養護教諭 3 名、合計 107 名の教員を対象に

調査を実施した。そのうち 62 名から回答が得られた（回収率 57.9％）。学部別の内訳は小学

部 30 名（回収率 58.8%）、中学部 19 名（回収率 65.5%）、高等部 13 名（回収率 48.1%）で

あった。欠損値等見られなかったため、62 名全てのデータを分析対象とした。 

 

2. 回答者の基本属性 

1) 年齢 

回答者の年齢構成は、50 代が 38.7％ (24 人) 、40 代が 30.6％ (19 人) 、30 代は 11.3％ (7

人) 、20 代が 11.3％ (7 人) 、60 代が 8.1％ (5 人) であった (図 1) 。 
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2) 教職経験年数 

回答者の教職経験年数は、30 年以上が 22.6％ (14 人) 、25 年以上 30 年未満が 19.4％ (12

人) 、20 年以上 25 年未満が 14.5％ (9 人) 、15 年以上 20 年未満が 14.5％ (9 人) 、10 年以

上 15 年未満が 12.9％ (8 人) 、5 年以上 10 年未満が 11.3％ (7 人) 、5 年未満が 4.8％ (3 人) 

であった (図 2) 。 

3) 所属学部 

回答者の所属学部は、小学部が 48.4％ (30人) 、中学部が 30.6％ (19人) 、高等部が 21.0％

(13 人) であった (図 3) 。 

4) 主に担当している子どもの類型 

回答者が主に担当している子どもの類型は、Ⅰ類型が 12.9％ (8 人) 、Ⅱ類型が 45.2％ (28

人) 、Ⅲ類型が 45.2％ (28 人) 、訪問教育 4.8％ (3 人) 、類型をまたいでいる回答者は 4.8％ 

(3 人) であった (図 4) 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 回答者の年齢構成 図 2 回答者の教職経験年数 

図 3 回答者の所属学部 図 4 回答者が主に担当している 

子どもの類型 
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3. 生涯学習に関する教育の実施について 

『あなたは、生涯学習に関する教育活動を実施していますか』の質問項目に対して「実施

している」と回答した人は 46.8％ (29 人) 、「実施していない」と回答した人は 53.2％ (33

人) であった。「実施している」と回答した人が実施している教育活動の内容の結果について

は表 2 に、「実施していない」と回答した人が実施していない理由の結果については表 3 に

示した。 

実施している教育活動の内容に関する自由回答から、26 のラベルを生成した。生成したラ

ベルを 8 のサブカテゴリーにまとめ、さらにグループ化を行い、最終的に「2-1 興味・関心

に基づいた内容」、「2-2 卒業後の生活を見据えた内容」、「2-3 社会スキルの習得に向けた内容」、

「2-4 資格取得に向けた内容」の 4 つのカテゴリーを生成した。 

実施していない理由に関する自由回答からは、35 のラベルを生成した。生成したラベルを

9 のサブカテゴリーにまとめ、さらにグループ化を行い、最終的に「3-1 生涯学習への知識の

不足」と「3-2 教育課程上の難しさ」の 2 つのカテゴリーを生成した。 

 

表 2 実施している教育活動の内容 

n=26 

2-1 興味・関心に基づいた内容 (12) 

興味・関心の拡充 (8) 興味・関心の幅を広げ、好きなことやできることを増やす活動 

好きなことや好きな活動などの拡充を図ること 

興味関心を、社会経験を広げる 

興味関心の拡大 

好きなことを見付け、主体的に取り組む状況づくり 

得意なことや好きなものを見付けることができる指導 

好きな本を選んだり、好きな場面を相手に伝えたりする 

色々な食べ物や調理方法、地場産物や郷土料理への興味、食育 

課外クラブ (3) e-sports 

課外クラブを設置・運営 

課外クラブでの各種コンクール運動 

ICT の活用 (1) ICT の視聴覚教材を使った挨拶、合奏、合唱 

2-2 卒業後の生活を見据えた内容 (9) 

余暇につながる活動の実施 (7) 余暇につながるような色々なジャンルの鑑賞 

余暇活動の拡充 

「余暇」に関しての活動 

余暇活動に関する指導 

余暇の過ごし方、趣味や遊び 

余暇活動につながる学習活動 

余暇活動(サッカー指導) 

キャリア支援 (2) 各教科、合わせた指導を通したキャリア発達の支援 

進路学習 

2-3 社会スキルの習得に向けた内容 (4) 

日常生活の指導 (2) 日常生活に関する指導全般 

身辺処理、係活動、体力や機能の保持・向上 

人との関わり (2) 人と関わる機会を通した自分なりの方法での気持ちの伝え方 

人との関わりを広げるための交流学習や同行訪問 

2-4 資格取得に向けた内容 (1) 

漢字検定 (1) 漢字検定の受検に向けての学習 

 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_91 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 91-104 

 

 

 

98 

表 3 生涯学習に関する教育活動を実施していない理由 

n=35 

3-1 生涯学習への知識の不足 (19) 

捉えの難しさ (7) 生涯学習についての理解が乏しい 

年間の学習内容を計画するにあたり、生涯学習という意識が薄い 

生涯学習の必要性に関する認識が足りない 

生涯学習に関する教育活動へのイメージの難しさ 

生涯学習に関する教育活動が何を指しているのか分からない 

生涯学習として意識して活動していない 

余暇に関する学習が生涯学習に関する学習なのか分からない 

理解不足 (4) 生涯学習について深く考えたことがなく、知識がない 

自身の研修が足りない 

自分の研修不足により、実施の仕方が分からない 

勉強不足だから 

必要性の得られなさ (4) 担当生徒に見合った学習内容が見付からない 

現在必要な学習を中心に勉強しているから 

担当している児童の実態は能動的な活動が難しいから 

小学部低学年のⅢ類型であるため 

イメージのしにくさ (2) 小学部低学年のため生涯学習に関するイメージがわかない 

肢体不自由の児童のⅢ類で行う生涯学習のイメージがもてない 

余暇の捉え (2) 保護者の面談時の過ごし方や、帰省時の過ごし方 

休日に動けないから 

3-2 教育課程上の難しさ (16) 

役割上の難しさ (7) 教科指導担当が中心なので 

実際に授業や課外活動で指導する機会がない 

その立場にないから 

担任をもっていないため 

授業の補充的立場で関わっているため 

授業を担当していないため 

機会がない 

教育課程上の捉え (4) 生涯学習を目的とした学習活動の組み立てはしていない 

授業によっては絡めているが、生涯学習として実施していない 

生涯学習を意識はしているが、特設はしていない 

生涯学習に関する教育活動としては実施していない 

教育上の優先度 (3) リハビリ等で授業時間の確保が難しい 

現時点での指導で手一杯 

学校を安心安全に送ることが最重要であり、健康の保持が第一 

時間的余裕のなさ (2) 担当教科の指導を終えるために時間的余裕がない 

目の前のことへの指導で精一杯の状況だから 

 

 

4. 生涯学習に関する教育活動を実施する上での困難について 

『あなたが、生涯学習に関する教育活動を実施する上で困難なことがありますか』の質問

項目に対して「困難なことがある」と回答した人は 61.3％ (38 人) 、「困難なことがない」

と回答した人は 38.7％ (24 人) であった。「困難なことがある」と回答した人の困難な理由

の結果については表 4 に示した。 

困難な理由に関する自由回答から、41 のラベルを生成した。生成したラベルを 7 のサブカ

テゴリーにまとめ、さらにグループ化を行い、最終的に「4-1 生涯学習への理解不足」、「4-2

地域との連携」、「4-3 校内体制の整備」の 3 つのカテゴリーを生成した。 
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表 4 生涯学習に関する教育活動を実施する上での困難について 

n=41 

4-1 生涯学習への理解 (21) 

教員の知識不足 (11) 自分の中で教育活動に取り上げる材料が少ない 

生涯学習に関する知識が少ない 

進路の施設の情報を得る機会があまりなく知識不足 

生涯学習とはどのようなものなのかという知識がない 

生涯学習がどのようなものか、自分自身がよく分かっていない 

どの場面でどのように活動することが生涯学習なのか 

生涯学習に関する知識が低いため 

生涯学習についての知識が足りない 

生涯学習に関して研修不足で不安がある 

自分自身がしっかりと理解できていない 

自分が生涯学習やその指導に関する知識が不足している 

障害の程度に対する生涯学習

のイメージのしにくさ (10) 

学びの連続性の難しさ 

将来の認識が難しい児童を担当しているため 

生涯が重度のため、児童が分かるように伝えることが難しい 

実態が低いこと、小学部段階にあること 

Ⅲ類の児童に行う生涯学習に関する教育活動全般 

Ⅲ類の児童への生涯学習がイメージできないため 

本人、保護者、教師自身が学力の定着を第一に考えがち 

児童生徒の実態に合った生涯学習の機会の提供の困難さ 

児童の実態 

Ⅲ類の重度重複の児童に対する生涯学習の内容が分からない 

4-2 地域との連携 (13) 

移動の制限 (6) 医療的ケアが必要であったり、移動に制限があったりする 

卒業後、ハード面で実現可能かどうか 

交通が不便 (公共のバス等が少ない) 

出掛けていくことにハードルが高い 

校外への外出に制限がある 

移動や活動への支援が十分に整わず、生徒があきらめてしまう 

地域とのつながりの難しさ (5) 情報の発信 

学習したことを学校以外の場で汎化させること 

社会的な協力体制の拡大 

関わる環境が学校・家庭中心になる 

卒業後の学びの場、活動の場の選択肢が少ない 

保護者の負担 (2) 保護者の理解 

保護者の協力をお願いしなければいけない 

4-3 校内体制の整備 (7) 

校内体制 (5) 教育課程上の位置付けが校内で検討できていない 

校内の指導体制を整えることに苦心した 

食育は生涯学習に入ると思っているが他の方の認識はどうか 

指導内容が適正なのか迷うことがある 

TT との共通理解 

多忙感 (2) 十分な時間がとれない 

生徒も教員も普段の学習活動や授業作りに忙しく余裕がない 

 

 

5. 生涯学習に関する教育活動を推進する上で教師に必要な知識・スキルについて 

『生涯学習に関する教育活動を推進する上で、教師に必要な知識・スキルは何だと思いま

すか』の質問に対する自由回答の結果については表 5 に示した。自由回答から 65 のラベル

を生成した。生成したラベルを 10 のサブカテゴリーにまとめ、さらにグループ化を行い、

最終的に「5-1 生涯学習に関する知識・スキル」、「5-2 学校、家庭、地域の連携を図るための

知識やスキル」、「5-3 意欲・積極性」の 3 つのカテゴリーを生成した。 



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_91 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 91-104 

 

 

 

100 

表 5 生涯学習に関する教育活動を推進する上で、教師に必要な知識・スキル 

n=65 

5-1 生涯学習に関する知識・スキル (38) 

生涯学習についての知識 (13) 生涯学習の知識と経験 

生涯学習についての理解、具体的な活動への理解 

生涯学習の言葉の意味の理解 

自分から行動することが難しい人への生涯学習の知識 

生涯学習の具体的な内容の把握 

生涯学習の必要性、重要性があるという認識 

生涯学習という概念を知ること 

生涯学習に関する講義 

生涯学習の理論、生涯学習の具体的な方法 

活動そのものの知識 

生涯学習について生徒が実感できるような活動の設定 

難しくて分からない 

分からないので教えてほしい 

幅広い知識 (8) とにかく勉強 

特定した分野にある程度詳しい知識・技能 

専門教科だけではない幅広い知識 

幅広い視野、知識、経験 

自分から学び、深める時間 

豊富な知識 

普段の延長線上にある知識やスキル 

物事を多角的に見ること、柔軟な思考、専門的な知識 

学校卒業後についての知識 (7) 進路に関する知識、情報、自立活動 

卒業後の進路先について 

子どもに最適な進路を提供するため、生涯学習の状況を詳しく知る 

学校を出てからの進路先についての情報収集 

卒業生のニーズ 

卒業後の生活を見越した学校教育における生涯学習の視点やスキル 

卒業後の生涯学習の実際を知る 

教師自身の生涯学習力 (6) 自分自身が地域活動や自分の生きがいのための趣味活動を経験する 

学びを楽しみ、その楽しみを伝えられること 

自分自身が、学び続けたいものがベースにあること 

運動 

貯蔵や農業 

探究心 

児童生徒理解の力(4) 児童生徒の実態把握の能力 

児童生徒理解 

子どもの実態把握 

児童生徒の成長を長いスパンで考える計画性 

5-2 学校・家庭・地域の連携を図るための知識やスキル (25) 

情報収集する力(13) 障害スポーツの理解、地域の施設の利用の理解 

情報収集能力 

地域への理解 

社会や福祉制度への関心、参加するためのスキルやサービス受給への知識 

生涯学習や余暇活動にアンテナを高くしておくこと 

肢体不自由児者が利用できる施設や活動などの情報 

現状や、どのような生涯学習があるのかを知る、調べる力 

障害者の事例を情報として把握しておく 

重度重複の人の余暇の過ごし方についての知識、スキル 

重度の肢体不自由児への生涯学習についての実績や事例 

生涯学習の実践のもとに豊かな生活を送っている具体例 

市や県の生涯学習につながるイベント 

他校の実践や社会で実際に行われている活動を知ること 

外部とつながる力(5) 関係機関と連携したアプローチ 

コーディネーターとして関わりサポートできるスキル 

対話する力・発想力・社会とつながる力 

外部講師の活用力 

コミュニケーション能力 

情報発信する力 (5) 周囲とつながって、情報を広げる力 

学習成果の情報を周囲に発信する力 

生涯学習に関する知識の提供 

生涯にわたって行うことができる学習内容を考え、提示するスキル 

障害をもつ人に活動の仕方を伝えられる技量 

ICT 活用スキル (2) ICT を含めた活用力 

ICT のスキル 

5-3 意欲・積極性 (2) 

意欲・積極性 (2) 意欲 

やろうとする気持ち 
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Ⅳ. 考察 

 

生涯学習に関する教育活動を「実施していない」と回答した教員の、実施していない理由

は「3-1 生涯学習への知識の不足」と「3-2 教育課程上の難しさ」であった。この解決に向け

て、生涯学習に関する教育活動の実施をする上での困難な理由、そして生涯学習に関する教

育活動を推進する上で教師に必要な知識・スキルの結果を参考としながら具体的な方策を検

討する。 

 

1. 「生涯学習への知識の不足」について 

生涯学習に関する教育活動を「実施していない」と回答した教員の、実施していない理由

である「3-1 生涯学習への知識の不足」、そして、生涯学習に関する教育活動を実施する上で

の困難な理由である「4-1 生涯学習への理解」といった結果から、そもそもの生涯学習につ

いての知識の乏しさや理解不足によって、自分が関わっている子どもと生涯学習を結び付け

て教育活動を展開していくことに教員が難しさを感じていると思われる。ラベルの一部に「分

からない」「難しい」といったワードが見られるように、まず、生涯学習とは何なのか、そし

て今、なぜ生涯学習の重要性が唱えられているのかといった、障害者の生涯学習が推進され

ている背景やその意義について学ぶ機会がないことが要因になっていることが考えられる。

実際、生涯学習に関する教育活動を推進する上で教師に必要な知識・スキルについては「5-1 

生涯学習に関する知識・スキル」の中で挙げられているように、教員の多くが生涯学習につ

いての知識を獲得する必要性を感じていることが分かる。津田は、障害者本人が学校卒業後

にも学びの場を活用しながら充実した生活を送るビジョンをもつこと、そして学びに対する

肯定的な意識を得ることが課題であるとし、こうした意識は、学校教育を受けている段階で

も形成されることから、障害者の生涯学習推進については学校関係者を巻き込んで展開する

ことが重要だと指摘している。また、津田は、障害者を日常的に支援している人たち (親や

教員) にとっての最大の関心事は、障害者本人が安全に暮らしていくことであり、衣食住の

確保と就労の優先順位が高いことを指摘している 13) 。特に、地方都市においては、医療、教

育、福祉へのアクセスについても困難な場合があり、それらが保障される環境を整えるだけ

でも保護者の負担は大きいことから 11) 、津田が指摘する事柄が家庭・学校において優先度が

高くなることは否めない。実際、「3-2 教育課程上の難しさ」では「教育上の優先度」、「4-2

地域との連携」では「移動の制限」、「地域とのつながりの難しさ」が挙げられている。しか

し津田は、「学びへの関心を加えることで充実した生活を実現することができる」という意識

をもてるような働き掛けを行うことが障害者の生涯学習推進にとって大切な視点だとしてい

る 13) 。このことからも、生涯学習を推進していくためには、教員の生涯学習に関する基本的

な知識の習得を目指す他に、様々な地域で実施されている生涯学習に関する取組事例につい

て知り、その当事者、保護者、支援者の思いに触れることで、日々教員自身が接している子

どもの生活を思い描きながら、生涯学習の必要性を感じられるような研修等の学習機会を設

定すること、そして教員が「学びへの関心を加えることで充実した生活を実現することがで

きるという意識」をもてるようにすることが必要になると思われる。 
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2. 「教育課程上の難しさ」について 

生涯学習に関する教育活動を「実施していない」と回答した教員の、実施していない理由

である「3-2 教育課程上の難しさ」、そして、生涯学習に関する教育活動を実施する上での困

難な理由である「4-2 地域との連携」、「4-3 校内体制の整備」といった結果から、組織的に

生涯学習に取り組んでいく体制を整えることへの必要性が感じられた。「3-2 教育課程上の難

しさ」では、各学部や類型においてどのように生涯学習を教育課程上で位置付けていけばよ

いのかといった内容が挙げられている。これらについては、「4-3 校内体制の整備」において

「教育課程上の位置付けが校内で検討できていない」と挙げられていることからも、学校と

して「生涯学習に関する教育活動」を教育課程の中でどのような位置付けで考えていけばよ

いのか、日々の授業にどのようなことを意識的に取り入れていけばよいのかといったことを、

学校全体で共有し、各学部や類型での協議を通して明文化していく作業が必要になると考え

られる 14) 。田中・下地・知名は、特別支援学校における校内連携について、学校全体で校内

連携体制の在り方について協議し、学部を超えた共通理解の場を設けることが必要だと示し

ている。そして、学校内の連携体制を整えた上で、学校外の関係機関や外部機関との連携の

問題に取りかかることが可能になるとしている 15) 。このことから、「4-2 地域との連携」に

向けても、まずは校内体制を整えることが重要であることが考えられる。その上で、「5-2 学

校・家庭・地域の連携を図るための知識やスキル」にある「情報収集する力」、「外部とつな

がる力」、「情報発信する力」、「ICT 活用スキル」について、教員一人一人が自分の得意分野

を発揮できるような役割をもてるようにすることで、地域とのつながりの難しさを生じさせ

ている人的・物的な環境を調整していくシステムを構築する必要がある。そして、地域とつ

ながりながら様々な社会資源を活用し、教育活動を充実させていくことが重要になると考え

られる。インフォーマル教育は、何らかの社会資源を動員できる立場にいる人が、不特定の

人の偶発的な学びが高い確率で起こるよう、手持ちの社会資源を活用して環境を組織化する

行為によって学びの連鎖を生み出すとされている 13) 。フォーマル教育の位置付けにある学校

教育の中でも、教育的意図をもち、地域における社会資源を動員して学びの環境を整えてい

くことは、地方都市において生涯学習を推進していくために特に必要な視点だと考えられる。 

 

Ⅴ．総合考察 

 

本研究では、地方都市における肢体不自由特別支援学校において、教員の生涯学習に関す

る取組の現状と課題を明らかにした。 

A 特別支援学校における調査では、『あなたは、生涯学習に関する教育活動を実施していま

すか』の質問項目に対して「実施している」と回答した人が、「実施していない」と回答した

人の割合よりわずかに少ない結果となったものの、回答したおおよそ半数の教員は、生涯学

習に関する教育活動を実施していた。この調査年度における A 特別支援学校の学校経営方針

に挙げられている重点事項では、「児童生徒の主体性及び社会性の伸張と生涯学習につながる

資質の育成」が示されており、児童生徒主体の学習活動の実践や経験拡充を目指した課外ク

ラブ活動の実施、医療的ケア児への支援の充実などを通して、社会性を養いながら生涯学習

につながる興味関心・資質能力の育成を図っている。回答結果から得られた「実施している

生涯学習に関する教育活動の内容」においても、この重点に則った取組が確認できる。生涯

学習を推進していく兆しは見えるものの、まだその必要性を感じられない教員もいることや、
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学校の体制づくりに課題が見られたことから、今後のさらなる生涯学習の推進に向けては、

障害がある子どもの生涯学習の必要性を理解できるよう、教員への学習機会を設定すること

と、学校全体で生涯学習を推進していけるように校内連携の体制を整え、地域とのつながり

をもてるようなシステムを構築していくことが考えられた。 

本研究は、「地方都市」の肢体不自由特別支援学校を調査対象とした。先に述べたように、

障害がある人の地域生活において、地方都市には都市部とは異なる負担や不利があることか

らも、A 特別支援学校における調査結果は「地方都市」故の課題が反映されていると考えら

れる。このことから、本研究の調査結果を受け、生涯学習を推進していくために検討した方

策は、各地方都市の特別支援学校においても生涯学習の推進を図るための一助になると思わ

れる。しかし、本研究は調査対象校が１校のため、地方都市として一般化できるものなのか

を判断するには限界がある。今後は、地方都市における肢体不自由児者の生涯学習の推進を

目指し、他の地方都市にある肢体不自由特別支援学校との比較を通じたより効果的な方策を

検討、発信していくことが必要である。また、教員の役職や学部、類型等によっても、生涯

学習の推進に関して意識差が生じると推測できる。このことから、学校全体で校内連携の体

制を整えていくためには、調査結果を教員の属性から分析していくことも必要となるだろう。 
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ABSTRACT 

  

世界各国においても乳幼児期における数に関する経験は、好奇心、想像力、柔軟性、発明、粘

り強さなどの性質を開発するのに役立つとされている。特に、数感覚においては、量関係を直感

的に理解する能力が求められていることから、幼児期に数量に関心を持てるような環境を作り、

遊びの中で数量について学び、数量についての関心をその後も持ち続けられるような 環境を周り

の大人が作っていくことが大切である。本研究では、「カウント」、「図形」、「数量」のうちの「数

量」に関する教育実践を行った。山口県内の保育園に在籍する幼児 7 名を対象に、CRAYON 

BOOK の数概念の観点を取り入れた数量に関する教育実践と、保育士の働きかけや日常的な環境

構成なども含めた数量の認識を促すことを意識した教育実践を行った。その結果、当初、重さ、

軽さの比較ができなかった子どもも、荷物を持った時に「重たい」と言葉で表現する様子が見ら

れるようになり、重さの違いは分かっていても言葉で表現することが難しかった子は、重さを言

葉として使う姿が見られるよう等などの行動変容がみられた。 
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Ⅰ．背景と目的 

  

現在、乳幼児教育に関する世界的な研究が行われ、乳幼児教育の成果として、従来注目さ

れていた知能指数（Intelligence Quotient: IQ）と共に、非認知スキル（Noncognitive 

skills）が注目されている 1)2)。1962 年から 1967 年にかけてアメリカで行われた The Perry 

Pre-school Projectでは、乳幼児教育への参加は将来の所得向上や生活保護受給率の低下につ

ながり、非認知能力を高めることで長期的効果を持つ可能性が高いことが明らかになってい

る 3）。加えて幼少期における教育への投資は、経済効果が高いという報告がなされている 4）。

日本においても、日本の保育の特色や日本の文化を踏まえた乳幼児教育の指針である幼稚園

教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領（内閣府・文部科学

省・厚生労働省, 2017）が策定・告示されており、保育や幼児教育に関する政治的関心が高

まってきている 5)6)7)。さらに、経済産業省（2019）が行った理数系人材の産業界での活躍

に向けた意見交換会においては「数理資本主義」という概念が出現した 8)。「数理資本主

義」は、数学が国富の源泉となる経済のことをさし、第 4次産業革命の中で出現した概念で

ある。実際、数学力は生活面や所得面など多くのことに影響を及ぼすことが鈴木（2010）

の研究で明らかになっている 9)。加えて、理科系学部出身者のほうが文科系学部出身者より

も高所得であることが浦坂ら（2010）や寺田（2018）の研究で明らかになっている 10)11)。 

それらの社会的背景から、幼児教育要領の改訂により、日本においても幼児教育の内容と

して数に関する内容が多く組み込まれている。世界各国においても乳幼児期における数に関

する経験は、好奇心、想像力、柔軟性、発明、粘り強さなどの性質を開発するのに役立つと

されており、現在積極的な取り組みが推奨されている 12)。これらのことから、今後乳幼児教

育においては、特に乳幼児の「数概念」の向上を目指す必要があることが考えられる。 

 日本において、算数は「A 数と計算」と「B 図形」、「C 測定」、「D データの活用」と分け

て教えられており相互に関連性を持って教示されている 13)。乳幼児の数概念に関して、岡田

ら（2021；2022）は CRAYON BOOK の観点を取り入れた「カウント」、「図形」に関する

カリキュラムを開発し、教育実践を行った 14)15)。しかしながら、「C 測定」と関連の深い

「数量」における教育実践については、研究を行っていない。 

「数量」においては、乳幼児期の段階における数量的な経験が重要である。幼稚園教育要

領において、「遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標

識や文字の役割に気付いたりし，自らの必要感に基づきこれらを活用し，興味や関心，感覚

をもつようになる。」と述べられており 5)、幼稚園の段階から、数量に関する経験を蓄積する

必要があることが述べられている。加えて、森（2016）も、子どもは日常生活における具体

的な場面を通して数量感覚を培っていくが、その体験は「幼児の興味や関心から出発するこ

と」が重要なことであると述べている 16)。つまり、量関係を直感的に理解する能力が数感覚

であり、人によってこの感覚をどれくらい持っているかには違いがあるため、幼児期に数量

に関心を持てるような環境を作り、遊びの中で数量について学び、数量についての関心をそ

の後も持ち続けられるような 環境を周りの大人が作っていくことが大切である 17)。しかし、

数概念に関する研究において、ほとんどが 3歳児以上を対象としており、0～2歳児を対象と

している研究は少なく、特に「数量」に関する実践研究は少ない。 

以上のことから、本研究においては、CRAYON BOOK の観点を取り入れた 2 歳児を中心

とした「数量」に関する実践を行い、対象児に見られた数概念の変化を報告することを目的
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とする。 

なお、本論文の保護者とは、乳幼児に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、

未成年後見人）をいう（児童福祉法第 6 条及び学校教育法第 22 条第 1 項）。保育士とは、

専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行

うことを業とする者とする（児童福祉法第 18条）。 

 

Ⅱ．方法 

 

本研究においては、保護者の同意を得た園児につき、保育士が CRAYON BOOK の評価

尺度を記入する。 

 

1. 場所 

山口県内の保育園 1園に在籍する幼児 7名を研究対象とした。 

 

2. 対象幼児の実態 

 対象となった幼児の年齢、性別及び日常的な様子を表 1に示す。年齢は 2歳 4か月から 3

歳 0か月であり、男女比は男子 6名、女子 1名であった。 

 

表 1 対象となった乳幼児の実態 

 論文中表記 年齢・性別 数概念と関連する日常的な様子 

1 A 3歳 0か月・男 

 クレーン車など、物と比べ同じようにブロックで作ろうとする

が、重さ・軽さの比較はできない。 

 「大きい」は理解している 

2 B 2歳 4か月・男 

 量の違いに気づき、言葉はでないが高く積み上げることを楽しん

でいる。 

 大小の比較はできないが、保育者の言葉かけで出来ることもある 

3 C 2歳 10か月・女 

 重さの違いは理解しているが、言語として表現することができな

い。 

 大小の比較はできる 

4 D 2歳 9か月・男 

 重い・軽いを言語として表現することはできない 

 大きいものを選んで持とうとする姿がある 

 大小の比較はできる 

 「長い」の言葉はわからないが、ストローを長くつなげようとす

る姿は見られる 

5 E 2歳 4か月・男 
 重さの比較や大きさの比較ができない 

 大小の比較は難しい 

6 F 2歳 10か月・男 

 重い＝大きいと言う 

 重さを比較しようとする姿が見られる 

 大小の比較は理解している。 

7 G 2歳 6か月・男 

 量を体で理解している姿が見られる（量の多いものはゆっくり運

ぼうとする等） 

 「大きい」は理解している 

 

 

3. 実践内容 

1)．期間 

実践内容は、2020年 8月 1日から 2021年 3月 31日の間に実施した。 
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2)．数概念に関する日常的な環境設定 

 乳幼児期においては、環境から概念を形成する 18)。そのため、量の概念に日常的に触れ

ることができるよう、牛乳パックつなぎ（図 1a）や、さいころ・すごろく遊び（図 9c、図

9g）、箱とおもり（図 1b）などの手作りおもちゃを準備し、何度も繰り返し取り組める環境

を設定した。また、年間の食育カリキュラムを通して、自然物から「量」にふれることので

きる環境を設定し、大きさ、長さの違う葉（図 1e）、重さ、大きさの違うサツマイモ、大き

さの違う豆、大きさ、重さの違うみかん（図 1d、1f、1g、1h）を活用した食育活動を行っ

た。日頃の活動の中では、「量」に気付きが得られるよう、「大きい」「小さい」「重い」「軽

い」「長い」「短い」「高い」「低い」などを意識した言葉かけをおこなった。 

 

  
a 牛乳パックつなぎ b 箱とおもり 

  
c さいころ遊び d 大きさ、重さの違うサツマイモ 

 
 

e 長さ、大きさの違う薬 f 大きさの違う豆 

  
g すごろく遊び h 大きさ、重さの違うみかん 

図 1 数概念に関する日常的な環境設定 

 

 

数概念プログラム（数量）の内容と CRAYON BOOK における数概念との対応を表 2

に示す。 
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表 2 数概念（数量）の実践タイトルと活動内容・CRAYON BOOKとの対応 
No タイトル 活動内容 CRAYON BOOKの概念形成 

1 

水風船あそ

び 

（8月） 

① 大きさ、重さの違う水風船を準備する 

② 水風船を盛ったり、投げたりする 

③ 空気だけの風船も持ってみる 

④ 足で踏んだり、割ることを楽しむ 

⑤ 水の少ないもの、多いものを手に持ち、重さの違いを感

じる 

⑥ 樋に転がして遊ぶ 

⑦ 投げて下に落とすと、水が入っているものは割れるが、

入っていないものは割れないことを知る 

⑧ たらいに風船を落として、水が跳ねる様子を観察する 

・ ものの集まりを見て、1つずつ数えられる（数概-1） 

・ 集まったものがいくつあるか数えられる（数概-2） 

・ ものの集まりの大小を比較することができる（数概-6） 

・ ものの大きさの違いを比較することができる（数概-12） 

・ 掌に載せたり持ち上げたりして重さ・軽さの違い・類似に

気づくことができる 

（体概-3） 

・ 物の形の違い・類似に気づくことができる（視概-12） 

2 

動物の動き

を表現する 

（8月） 

① カードを見て動物の名前・大きさをあてる 

② ぞうの時は「どしんどしん」うさぎの時は「ぴょんぴょ

ん」など大きさを身体で表現する 

③ 動物の大きさを体で表現する 

・ ものの大きさの違いを比較することができる（数概-12） 

・ ものの長さの違いを比較することができる（数概-13） 

3 

お月見団子

を作ろう 

（9月） 

① お月見やお月様の絵本を読む 

② 紙粘土を丸めて団子を作る 

③ 大きい団子や小さい団子を作ってみる 

④ 三方に団子を入れる 

⑤ お月見の壁面と一緒にお月見団子を飾る 

・ ものの集まりを見て、1つずつ数えられる（数概-1） 

・ 集まったものがいくつあるか数えられる（数概-2） 

・ ものの集まりの大小を比較することができる（数概-6） 

・ ものの大きさの違いを比較することができる（数概-12） 

・ ものの長さの違いを比較することができる（数概-13） 

・ 掌に載せたり持ち上げたりして重さ・軽さの違い・類似に

気づくことができる 

（体概-3） 

・ 物の形の違い・類似に気づくことができる（視概-12） 

4 

お芋ほり 

（10月） 

① 畑でさつまいもを掘る 

② さつまいもの大きさを比べる 

③ さつまいもの重さを比べる 

④ さつまいものつるの長さを比べる 

⑤ 自分が掘ったさつまいもの数を数える 

 

・ ものの集まりを見て、1つずつ数えられる（数概-1） 

・ 集まったものがいくつあるか数えられる（数概-2） 

・ ものの集まりの大小を比較することができる（数概-6） 

・ ものの大きさの違いを比較することができる（数概-12） 

・ ものの長さの違いを比較することができる（数概-13） 

・ 掌に載せたり持ち上げたりして重さ・軽さの違い・類似に

気づくことができる 

（体概-3） 

・ 物の形の違い・類似に気づくことができる（視概-12） 

5 

「どんぐり

ころちゃ

ん」の歌 に 

合わせて、

秋の自然に

触れる 

（10月） 

① 「どんぐりころちゃん」の絵本を読む 

② どんぐりを一つずつ拾う 

③ まつぼっくりや山茶花の実など形の違う木の実も拾う 

④ 大きさを比べてみる 

⑤ ままごと遊びに発展させる 

⑥ 砂を混ぜたり、お弁当箱の中に並べたりして遊ぶ 

⑦ 拾った木の実を瓶に入れて飾る 

・ ものの集まりを見て、1つずつ数えられる（数概-1） 

・ 集まったものがいくつあるか数えられる（数概-2） 

・ ものの集まりの大小を比較することができる（数概-6） 

・ ものの大きさの違いを比較することができる 

・ （数概-12） 

・ 掌に載せたり持ち上げたりして重さ・軽さの違い・類似

に気づくことができる（体概-3） 

・ 物の形の違い・類似に気づくことができる（視概-12） 

6 

ボタンを留

めたり外し

たりする 

（11月） 

① フェルトで作ったボタンつなぎの手作りおもちゃを準

備する 

② スナップボタンを繋げていく 

③ ボタンを留め、長い車の列や魚の列を作る 

④ 作ったものの長さを比べてみる 

⑤ 筒状にしたものをハンドルに見立てて遊ぶ 

・ ものの集まりを見て、1つずつ数えられる（数概-1） 

・ 集まったものがいくつあるか数えられる（数概-2） 

・ ものの長さの違いを比較することができる（数概-13） 

・ 線の細さや太さの違い・類似に気づくことができる 

・ （視概-11） 

・ ものの形の違い・類似に気づくことができる（視概-12） 

7 

クリスマス

リース作り

（12月） 

① はさみの 1回切り用の画用紙を準備する 

② 紙を様々な大きさに切る 

③ 紙を手でちぎってみる 

④ 切った紙を皿に入れて量を比べてみる 

⑤ 切った紙をクリスマスリースの土台にのりで貼る 

・ ものの集まりの大小を比較することができる（数概-6） 

・ ものの大きさの違いを比較することができる（数概-12） 

・ ものの長さの違いを比較することができる（数概-13） 

・ 掌に載せたり持ち上げたりして重さ・軽さの違い・類似に

気づくことができる 

（体概-3） 

・ ものの形の違い・類似に気づくことができる（視概-12） 

参考：使用した図書一覧（著者.「タイトル（年度）」, 出版社の順で示す。） 

・ みなみ じゅんこ.「どんぐりころちゃん（2013）」,アリス館 

 

 

4. 評価方法 

1). 実践記録簿の記入 

実践を行うたびに実践記録簿の記入を行った。実践記録簿は、「実施したプログラム名」、

「目的」、「対象基本情報」、「実施期間」、「頻度」、「プログラム内容及び改善内容」、「実施

者」、「保育の感想」の項目に基づいて、記録された。 

 

 

2). CRAYON BOOKを使用した評価 

 CRAYON BOOKの評価尺度を用いて、園児 1名につき 3回（2020年の 6月、10月及び

2021 年の 3 月）記入した。CRAYON BOOK とは、乳幼児の概念形成と自己表現の程度を
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把握し、評価・改善することを目的に開発された構造化されたツールであり、乳幼児教育に

おける食事、睡眠、遊びなどを評価する「環境と日常生活」、保育士の関わりを評価するた

めの「理解」、「納得」、子どもの「概念形成」、「自己表現」の 5 領域で構成されている 19)20)。 

CRAYON BOOK は 0 歳、1～2 歳、3～5 歳の評価シートが作成されている。対象児が 1

～2 歳であっても、1～2 歳の評価項目において高い点数であった場合には、3～5 歳の評価

シートに基づいて、より高い概念形成及び自己表現を評価することが可能である。 

CRAYON BOOK（1～2 歳 Ver.）の数概念に関する項目は 3 項目で構成されている（表

3）。それぞれ 1 の「まったくしていない」から 5 の「頻繁にしている」で評価され、最小

値は 3点であり、最大値は 15点である。CRAYON BOOK（3～5 歳 Ver.）の数概念に関す

る項目は 13項目で構成されている（表 4）。それぞれ 1の「まったくしていない」から 5の

「頻繁にしている」で評価され、最小値は 13 点であり、最大値は 65 点である。それぞれ

において数量と深い関わりを持つ項目が設定されており、乳幼児期の数概念を数値化して測

定することが可能であると考えられたため、CRAYON BOOKを評価として扱うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 倫理的配慮 

本研究は、大学倫理審査委員会の承認（承認番号：0617-03）を得た上で実施した。本実

践研究の実施に当たり、対象となった 2つの園に在籍する幼児の保護者を対象に、研究内容

（目的、方法、参加予定期間、参加対象者数、同意及び同意撤回について、個人情報の取り

扱い、情報公開の方法、連絡先等の内容）に関する説明を行った。十分な時間を与えた上で、

表 3  CRAYON BOOK（1～2歳 Ver.）の数概念に関する項目 

数概 1 1 から 10までの数字を読むことができる 

数概 2 ものの大きさの違いが分かる 

数概 3 ものの長さの違いが分かる 

表 4  CRAYON BOOK（3～5歳 Ver.）の数概念に関する項目 

数概 1 ものの集まりを見て、1 つずつ数えられる 

数概 2 集まったものがいくつあるかを答えられる 

数概 3 違う形の集まりの中から、特定の形の数を数えられる 

数概 4 5つ以下の集まりは数えなくても答えることができる 

数概 5 数字の大小を比較することができる 

数概 6 ものの集まりの大小を比較することができる 

数概 7 数字の順序が理解できる 

数概 8 100まで順番に数えることができる 

数概 9 数字を見てすぐに読むことができる 

数概 10 ごく簡単な文章題を解くことができる 

数概 11 ごく簡単な足し算を解くことができる 

数概 12 ものの大きさの違いを比較することができる 

数概 13 ものの長さの違いを比較することができる 

表 5  CRAYON BOOK（3～5歳 Ver.）のその他関連する項目 

視概 12 物の形の違い・類似に気づくことができる 

体概 3 掌に載せたり持ち上げたりして重さ・軽さの違い・類似に気づくことができる 
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書面による同意が得られた保護者にのみ、CRAYON BOOKと実践記録簿の記入を行った。

加えて、写真の使用についても書面による同意を得た。 

 

Ⅲ．結果 

 

1．実践記録簿に記載されている数概念の変化 

 実践記録簿に記載されているエピソードのうち、いくつかをエピソード形式にして示す。 

1) 事例 1（実践 No. 1） 

注入する水の量を変えた様々な重さ、大きさの水風船と、水を入れずに空気だけを注

入した水風船を準備し、たらいに浮かべ風船の重さや大きさの変化に気づきを得られる

よう、「どれが大きいかな？」「どれが小さいかな」「重たいね」「お水が入っていない風

船は軽いね」などと言葉かけを行った。水風船を握ると中の水が移動して、形が変化す

ることを不思議そうに観察し、重さを感じている様子が見られたが、言語として表現す

る様子はまだ見られなかった（図 2b）。また、大きさの違う水風船を両手に持って、大

きさを比べる様子も見られた（図 2a）。重さの違う水風船を樋の上から転がすと、重さ

によって転がる速さが違うことに気づく様子もあった（図 2d）。水風船の重さによって、

中の水の量が多い・少ないに気が付く姿も見られた。対象児 Dは「重い」「軽い」と言

語で発することはできなかったが、大きいものを好んで選んでいる姿は見られた。対象

児 Eは、水風船の感触を楽しむ様子は見られたが、数量についてはまだ興味がない様子

であった。対象児 A は、水風船から水を外へ出し風船がしぼんでいく様子に興味をもち、

何度も繰り返し行っていた。体感で重さや大きさを感じている様子は見られるが、まだ

感覚と言葉のラベリングはできていない様子であった。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

a 大きさの違う風船を比べる様子 b 風船の重さを感じる様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 風船の大きさの変化を観察する様子 d 大きさの違う風船を転がしてみる様子 

図 2   数概念（数量）の事例 1に関する様子   
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2). 事例 2（実践 No. 4） 

畑にサツマイモを育て、収穫体験を行った。掘る際に、芋のツルの長さや芋の重さを

感じることができるように芋の葉を少し残し、あらかじめ畑の畝の横から少し鍬を入れ

掘りやすいように土を柔らかくほぐしておく等の環境設定を行った。 

ツルを引っ張り「長いね」「短いね」と長さの比較を促し、大きい芋を持っている際

に「重いね」、小さいものは「軽いね」と大小の比較だけでなく重さの比較にも気付ける

よう言葉かけを行った。対象児 Dは大きい芋を「お父さん」小さい芋を「赤ちゃん」と

表現する様子が見られた。また、太い芋、細い芋は「大きい」「小さい」で表現する様子

も見られた。対象児 Cは、土の中に芋が埋まっていることに気づき、大きな芋を見つけ

て「先生ここにあるよ！」と知らせる様子が見られた。また、ツルの長さに気づき引っ

張ってみる様子も見られた（図 3d）。対象児 Fは芋の端と端をもって長さを観察し（図

3c）、たくさんの芋をもって重さを感じる様子が見られた（図 3b）。まだ、「太い」「細

い」「重い」「軽い」と、「大きい」「小さい」の言葉の使い分けが難しく、重さや太さも

大小で表現していた。 

  

 

 

a 大きさを比べる様子 b 大きさ、重さを感じる様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 長さを感じる様子 d 長さを比べる様子 

図 3   数概念（数量）の事例 2に関する様子 

 

 

3). 事例 3（実践 No. 6） 

ボタンやスナップボタンで繋げることのできる手作りおもちゃを準備し、ボタンを留めた

り外したりすることによって長さの違いを感じることができるよう環境設定を行った。初め

は長さを感じることよりも、ボタンの留め外しに集中している様子が見られた。まだボタン

の留め外し自体にも興味がない子どももいたため、保育者が子どもと一緒に活動を行った。
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対象児 Cは、魚のフェルトをたくさん繋げ、完成した作品の長さを身体で体感している様

子が見られた（図 4a）。対象児 Fは、一つ一つ繋げるたびに長さを確認している様子が見

られ、完成した作品を見て「長いね」と表現していた（図 4b）。対象児 Bは、繋げたフェ

ルトを丸めてハンドルに見立てて遊ぶ様子が見られた（図 4c）。対象児 Eは、まだボタンの

留め外し自体が難しかった様子で遊びに夢中になっており、長さに気が付く活動までには至

らなかった（図 4d）。 

 

    

a 長さを確かめる様子 b 長さを確かめる様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

c ハンドルに見立てて遊ぶ様子 d 棒を繋げている様子 

図 4   数概念（数量）の事例 3に関する様子 

 

 

2．数概念プログラム（数量）の CRAYON BOOKにおける数概念・体感概念の変化 

CRAYON BOOKは 0歳 Ver.、1-2歳 Ver.、3-5歳 Ver.の評価シートが作成されている。

対象児が 1～2 歳であっても、1-2 歳 Ver.の評価項目において高い点数であった場合には、

3-5 歳 Ver.の評価シートに基づいてより高い概念形成を評価することが可能である。本

研究においては、日常の教育実践との兼ね合い上、1-2 歳 Ver.の評価シートにおいて比

較的高い点数を得ることができた幼児に対しては、3-5 歳 Ver.の評価シートを使用して

評価を行った。 

 CRAYON BOOK の数概念及び図形と関連する体感概念の点数の推移と数量に関する

行動の変化を表 6 に示す。今回、3 回にわたって CRAYON BOOK の記入を行ったが、

対象児 Aに関してのみ 3-5歳 Ver.の評価シートを取得することができた。対象児 Aに関

しては、65 点満点の CRAYON BOOK（3-5 歳 Ver.）において、2020 年 6 月時点では

15点であったものが、10月には 20点、2021年 3月には 26点と数概念に関する点数の

推移が見られた。それに伴い、当初、重さの違いは理解していても言葉で表現すること

の出来なかった対象児 C に、「重い」を言葉で表現する姿が見られるようになったり、
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「重い」を「大きい」と表現していた対象児 F が「重たい」という表現を用いて身体で

重さを表現する様子も見られたりするようになった。また、友達と重さの比較をしたり

して遊ぶ活動が本児の意欲を向上させることに繋がり、苦手だった音楽的な表現につい

ても嫌がらずに活動に参加する様子が見られるようになった。 

 他の子どもに関しても、全体的に点数は高くなっており、高次の数量概念を獲得して

いるような様子が伺えた。 

 

表 6 CRAYON BOOKの数概念・体感概念の点数の推移と数概念に関する行動の変化 

 1回目 

(2020.6) 

2回目 

(2020.10) 

3回目 

(2021.3) 
2021年 3月時点で見られた行動の変化 

A 
15 

(4)  

20 

(5)  

26 

(4) 

 数を数えることは難しいが、「荷物が重たい」と言語で表

現する姿が見られる 

 「大きい」「小さい」を言葉で表す  

 「長い」＝「大きい」である 

B 
3* 

(1)  

15* 

(2)  

13 

(2) 

 物を積み上げ、高さを感じている様子が見られる 

 大きいものが欲しい時には、手で大きさを表現する 

C 
9* 

(4)  

19 

(5)  

44 

(5) 

 「重たいから持って」など「重い」を言葉として使うよう

になる 

 荷物を持つときも、軽いものを選んでいることから、重さ

の比較ができていると思われる 

 大きい動物をたずねると「ぞう」など、カテゴリーで分け

ることができる 

D 
9* 

(3) 

26 

(5) 

34 

(5) 

 積み木・ブロックなどを積み上げて、どちらがたくさん積

めたかを比較できるようになる 

 大きいもの、小さいものの比較ができ、並べたり比べたり

する 

E 
3* 

(2) 

8* 

(4) 

22 

(5) 

 物を積み重ね、比較しようとする姿が見られる 

 「大きい」は言葉と体で表現する 

F 
12* 

(4) 

21 

(5) 

29 

(5) 

 「重たい」と言葉で言い、体で重さを表現している 

 友達と「大きさ」比べをして遊ぶ様子が見られる 

G 
― 

(－) 

14* 

(5) 

29 

(4) 

 言葉ではなく、体で重さを表現している 

 大きい、小さいを理解するようになる 

注意書き） 

・数字に*がついている地点では、3項目の数概念で構成されている CRAYON BOOK（1-2歳 Ver.）で評価を行った。 

より詳細な項目が必要であると思われた幼児に関しては、13項目の数概念で構成されている CRAYON BOOK（3-5歳 Ver.）

で評価を行った。 

・（）内は数概念と関連のある体感概念の合計点数を抜きだして表記している。  

 

 

Ⅳ．考察 

 

 本研究では、CRAYON BOOK の観点を取り入れた 2 歳児を中心とした「数量」に関す

る実践を行った。加えて、数概念に関しては、指導を行うときには何らかの働きかけによる

認識が必要とされていることから 18)21)、保育士の働きかけや日常的な環境構成なども含め

て数量の認識を促すことを意識した教育実践を行った。 

 実践内容に関しては、「実践 No.1: 水風船遊び（8 月）」では、様々な大きさの風船を持っ

たり、大きさの違う風船の重さを比べたり、転がしたりすることで、体感的に量の認識を促

していくことを意識した。また、「実践 No.4: お芋ほり（10 月）」では、自然物を通して重

さや長さ、大きさの比較を体感的に学ぶことを意識した。「実践 No.6: ボタンを留めたり外

したりする（11 月）」では、長さの比較、段々長くなっていく様子、長さを体感することを

意識した。これらの実践においては、特に CRAYON BOOK（3-5 歳 Ver.）における数概念
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の「ものの集まりの大小を比較することができる（数概-6）」、「ものの大きさの違いを比較

することができる（数概-12）」「ものの長さの違いを比較することができる（数概-13）」体

感概念の「掌に載せたり持ち上げたりして重さ、軽さの違い・類似に気づくことができる

（体概-3）」を意識して行うことで、数量に関する実践の充実を目指した。また、今回行っ

た数量の環境構成においては、見た目は同じで、様々な大きさ、重さのものとして自然物

（野菜や果物、植物等）を活用した。大きさの違う葉（図 9e）や大きさの違う豆（図 9f）

大きさ、重さの違うみかん（図 9h）等を準備し、実際に体感することのできる機会を設け

るようにした。年間を通した食育プログラムの中に数量に関するねらいを設定し、子どもが

プログラムの中で、何度も数量の感覚を繰り返し経験できる機会を設けることにより、子ど

もたちが経験を積み重ね、ものを観察する中で、数量についての気付きを養うことが出来る

よう、意識した教育実践を行った。 

これらの実践の結果、CRAYON BOOKの数概念・体感概念の推移に関して、全対象児に

点数の伸びが見られた。また、子どもたちにいくつかの行動変容が見られた。当初、重さ、

軽さの比較ができなかった子どもも、荷物を持った時に「重たい」と言葉で表現する様子が

見られるようになり、重さの違いは分かっていても言葉で表現することが難しかった子は、

重さを言葉として使う姿が見られるようになった。また、軽い荷物を自分で選択し持ち運び、

重さの比較をしている様子も見られた。さらに言葉の表現が難しい場合も、重さを表情で表

現したり、歩き方で表現したりする様子もあった。また、大小の比較に関しては、生活の中

において言葉で表現する様子も見られるようになった。また、大小のものを並べて比較する

様子もあった。言葉で表現できない子は、大きさを体で表現する様子も見られた。 

遠城式乳幼児分析的発達検査法（改訂版）によると、大小の違い、長短の違いは 2 歳

3 か月から 2 歳 9 か月の間、また、遠城式乳幼児分析的発達検査法（旧版）によると、

重さの比較については 3歳 6か月から 4歳 0ヶ月、7歳 0ヶ月から 7歳 6ヶ月の 2段階

で項目に定められている。このことから、大小の比較、長短の比較に関しては、これま

で子どもの生活において、概念形成の観点から乳幼児教育が行われていなかったことが

推察され、本研究実践での直接的・間接的な経験や、保育者の意図的言葉かけによって、

概念を獲得し、表現へ繋がったことが考えられる。また、重さの比較については、本研

究実践が子どもの成長に影響を与え、より早い月齢の段階から概念を形成し、表現へ繋

がったことが示唆される。 

研究の限界として、対象年齢に合わせて使用するために、評価項目数の少ない CRAYON 

BOOK（1-2 歳 Ver.）を併用したことで、数概念の評価項目の詳細を分析することが難しか

ったことがあった。今後は、この度の調査を基に数概念プログラムを体系化し、園において

実践を積み重ねていくとともに、保育者の観察の視点や記録の方法等を統一化することによ

り実践記録データの質を向上させることが必要である。また、今回実践記録簿を抽出した 2

歳児だけでなく、その他の年齢においても数概念プログラムの開発と効果検証を行っていく

必要があるだろう。 
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ABSTRACT 

  

本研究は、大学の講義において Response To Intervention（以下、RTIモデル）を援用した多層指導

を実践し、受講している学生の成績にどのような影響を与えるのか、特に学習に困難さを抱える学生の

抽出ならびに付加的な指導の有効性を検討した。対象は筆者が担当する講義の学生 110名であった。第

1層指導では、全受講学生に対し、リアルタイムオンライン型もしくはオンデマンド型講義を行い、そ

の中で学びのユニバーサルデザインを取り入れた実践を行った。そこで、毎回の講義後に実施していた

小テストの結果が平均 60％未満、もしくは欠席回数が 2 回以上であった学生を第 2 層指導の対象者と

して、リアルタイムオンライン講義に参加するように告知し、参加した学生には小集団の指導が行われ

た。この結果、第 2 層指導の対象となった学生は全受講生のうち約 15%となり、小集団指導に参加し

た学生は小テストならびに出席率の改善がみられた。一方で、小集団指導に参加しない学生が大半を占

めた。以上の結果から、大学の高等教育における RTI モデルを援用した多層指導は、第 1 層指導とし

て学びのユニバーサルデザインを取り入れることで約 85％の学生の学びを担保しつつ、学びに困難さ

のある学生の抽出に有効であること、第 2層指導として小集団指導の実践は効果的であるものの、参加

率の低さといった課題があることが示唆された。 
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Ⅰ．問題と目的 

  

日本における大学への進学率は年々増加しており、令和 3 年度の学校基本調査では高等学

校等卒業者の大学進学率は 60.4%となった 1)。大学への進学率が 50％を超えると、大学が万

人に進学の機会を提供するユニバーサル型の高等教育の場になると指摘されている 2)。この

指摘を踏まえると、日本においても大学は多様な学生を受け入れる段階になったと考えられ

る。こうした状況を踏まえ、多様性の中で「障害」に着目すると、日本学生支援機構の調査

結果から高等教育機関における障害のある学生の在籍数が増加し続けていること、特に発達

障害についても、調査結果には現れていない潜在的なニーズが多くある可能性が指摘されて

いる 3)。そのため、高等教育の場においても発達障害のある学生にとって適応しやすい環境

をデザインする必要があり、こうしたデザインはその他全ての学生にとってもポジティブに

作用すると予測される 3)。さらに、大学における障害のある学生への支援・指導として、個

別対応の修学保障である不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を行うと同時に、

あらかじめ、可能な限り最大限に多様な人々の参加を想定して物事をデザインする、いわゆ

るユニバーサルデザイン(以下、UD)の考え方をキャンパスの制度や慣行、施設設備、個々の

教員の教授法に広げていくことの重要性が国際的に共有されつつあり、日本にいても同様に

進めていくことが必要であるといった指摘もある 4)。これらの指摘を踏まえると、今後の大

学における高等教育では、多様な学生、特に何らかの障害や困難さを持った学生に対し、合

理的配慮など個別の取り組みに加え、こうした学生の存在を前提とした講義の実践的な検討

が求められていくと考えられる。 

このような障害の有無にかかわらず多様な集団のニーズに応え、教育を改善し、学業達成

を促進するための指導モデルとして、Response To Intervention(以下、RTI モデル)がある

5)。RTI モデルは生徒の達成度を最大限に高め、行動上の問題を減らすために、多層的な予

防システムの中で評価と介入を実施すると同時に、学校はデータを利用して、限局性学習症

(以下、SLD)やそのほかの障害のリスクを抱える生徒を特定し、生徒の学習成果を監視し、

証拠に基づく介入を行い、その介入の強度と性質を調整する。具体的には、以下の 3 層によ

って指導される。第 1層指導(以下、Tier 1)では、通常学級において全ての児童生徒を対象と

し、科学的な根拠のある質の高い指導を行う。同時に、困難さのある児童・生徒を抽出する

ために、達成基準が設定され、週に 1度達成度のモニタリングが実施される。第 2層指導(以

下、Tier 2)では、Tier 1を受けているにも関わらず、十分な学習の成果が得られない児童・

生徒に対し、小集団指導を行う。これらの支援を受けても十分な反応が見られない場合には、

第 3層指導(以下、Tier 3)として、個別アセスメントならびに指導が行われる。 

こうした多層指導は、様々なものが検討され、スキルの獲得促進など効果をあげている 6)。

一方で、その多くが高等教育以前の教育を対象としており、大学において検討したものは非

常に少ない。その要因には、RTIモデルが開発された経緯として、SLDの早期発見と介入が

目的とされていたこと、その目標を達成するためには初等教育などで実施することが重要で

あったためと考えられる。そのため、高等教育における実践はその目的にそぐわないために

検討されにくかったといえるだろう。他方では、RTIモデルの検討において、こうした SLD

の判定よりも、通常の学級における学習のつまずきへの早期支援及び予防的支援を中心に据

え、議論した方が、より現実的かつ建設的であるといった指摘もある 7)。こうした指摘も踏
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まえると、高等教育においても、障害の有無を判定するのではなく、学習のつまずきを抱え

る学生の早期発見と支援を検討するために、RTI モデルを援用した多層指導の実践を検討す

ることには意義があると考えられる。 

なお、高等教育においても、障害の有無にかかわらず学習につまずきの抱える学生の早期

発見や指導を検討したものがある。例えば、大学新入学生に対し入学直後に実施されたプレ

ースメントの結果から、退学・留年者など未進級となる学生の抽出を試みたものがある 8)。

このように、これまでは大学入学直後にプレースメントテストを実施しその結果を踏まえた

補修授業などが行われてきたが、RTI モデルのように講義内において、学生の達成度を評価

し、評価に応じた指導の検討をしたものは非常に少ない。多様な学生を受け入れる段階にあ

る高等教育において、多様な集団を想定している RTIモデルを援用した講義実践を検討する

ことはより多くの学生の学びを支えられる可能性がある。 

そこで、本研究では、大学の高等教育における講義のなかで、RTI モデルを参考にした多

層的な指導を行い、こうした指導が学生の成績にどのような影響を及ぼすのかを検討する。

具体的には、Tier 1として、全学生に対し、科学的な根拠のある質の高い指導を提供する。

なお、質の高い指導として、本研究では学びのユニバーサルデザイン（以下、UDL）を実践

する。これは、UDL を踏まえた実践が RTI モデルにおいて重要であるといった指摘 9)や、

UDL の実践が高等教育においても有効であるといった示唆 10-11)を踏まえたものである。な

お、UDLの実践に当たっては、UDLのガイドライン 12)に基づき複数の受講形式や資料を用

いるといった指導を行う。こうした指導を行ったうえでも学習につまずきのみられる学生に

対し、Tier 2として、リアルタイムオンライン講義と小集団指導に参加することを促す通知

をし、参加した学生に小集団指導を行う。こうした多層指導の結果、どのような指導効果が

得られるのかを検討する。 

 

Ⅱ．方法 

 

1. 対象とした講義の概要と対象者 

 私立 A大学において筆者が担当した「特別な支援を要する生徒の理解」という講義を対象

とした。教職課程を履修する 2年次以上の学生が 110名受講していた。なお、講義が行われ

た期間は 202x年 9月～202x+1年 1月であった。この期間は新型コロナウイルスがまん延し

ていたため、A大学の方針でオンデマンド、もしくはリアルタイムオンライン形式による講

義の実施が求められ、どのような形式で行うかは講義担当者の裁量で決定された。本講義で

は、リアルタイムオンライン形式による講義に参加するか、講義を録画した動画を視聴する

オンデマンドによる講義のどちらかに参加することを学生に求めた。講義概要、各講義回に

おける参加学生数について、表 1に示す。講義 1回目から 6回目まで全ての学生がオンデマ

ンドによる講義を選択していた。 

 

2. 手続き 

本研究では、RTI モデルに準じ、始めに Tier 1を全学生に対し 6週間実施した。その後、

対象者を抽出し、Tier 2を 8週間実施した。毎回の講義では講義で提示された内容の理解度

を測る小テストが実施され、小テストの回答を持って出席とした。なお、A大学の方針とし

て、講義の受講者には 2/3以上の出席が求められており、60点以上の評価を得ることが単位
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取得の条件として設定されていた。 

表 1 講義概要及び出席学生数、形式ごとの参加学生数 

指導期 回数 講義のテーマ 到達目標 
出席 

学生数 

形式ごとの参加者 

リアルタイム 

オンライン 

オンデマンド 

コンテンツ 

(動画もしくは資料) 

Tier 1 

のみ 1 

特別な配慮を要する生徒を

含めた教育・仕組み「歴史・

専門性・ライフコース」 

特別支援教育の歴史、求められる専門性、

障害のある生徒のライフコースについ

て、理解することができる 

99 0 99 

2 
視覚障害の気づき、理解と

関わり 

視覚障害の特性と学校現場での気づき・

支援について理解することができる 
101 0 101 

3 
聴覚障害の気づき、理解と

関わり 

聴覚障害の特性と学校現場での気づき・

支援について理解することができる 
96 0 96 

4 
肢体不自由の気づき、理解

と関わり 

肢体不自由の特性と学校現場での気づ

き・支援について理解することができる 
96 0 96 

5 
知的発達症の気づき、理解

と関わり 

知的発達症の特性と学校現場での気づ

き・支援について理解することができる 
98 0 96 

6 
自閉スペクトラム症(ASD)

の気づき、理解と関わり 

ASDの特性と学校現場での気づき・支援

について理解することができる 
100 0 98 

Tier1と

Tier2 

実施 

7 
注意欠如・多動症(ADHD)

の気づき、理解と関わり 

ADHDの特性と学校現場での気づき・支

援について学ぶ（講義・演習） 
99 2 97 

8 
限局性学習症(SLD)の気づ

き、理解と関わり 

SLDの特性と学校現場での気づき・支援

について理解することができる 
102 2 100 

9 
発達性協調運動症(DCD)の

気づき、理解と関わり 

DCDの特性と学校現場での気づき・支援

について理解することができる 
100 2 98 

10 
アセスメントと指導・支援

計画Ⅰ 

インフォーマルアセスメントの紹介と結

果に基づく支援計画の立案について理解

することができる 

101 2 99 

11 
アセスメントと指導・支援

計画Ⅱ 

フォーマルアセスメント（発達・認知・

言語）の紹介と結果に基づく支援計画の

立案について理解することができる 

101 2 99 

12 家族への支援 
障害児の家族、きょうだいへの支援につ

いて理解することができる 
98 2 96 

13 

インクルーシブ・ユニバー

サルデザイン教育の理論と

方法 

インクルーシブ・ユニバーサルデザイン

教育の理論・方法論について理解するこ

とができる 

98 2 96 

14 個別の指導計画とまとめ 
個別の指導計画の意義と作成方法につい

て理解することができる 
98 2 96 

 

 

1) Tier 1 

 全受講生を対象とした Tier 1では、RTIモデルで推奨されている UDLの実践を行い、学

生がより学びやすく、自身の学習スタイルにあった受講方法を選択できるように設計された。

具体的には、UDLのガイドライン 12)から、「知覚するための多様なオプションを提供する」

(以下、原則 1)と「言語、数式、記号のためのオプションを提供する」(以下、原則 2)を実施

した。原則 1は、同じ情報を異なる複数の形態で提供することや、情報を利用者が自分に合

わせて調節できる形態で提供することが示されている。そのため、学生は以下の 3つの受講

方法を選択することのできるよう設計された。具体的には、A大学で用いられていた

Learning Management System  (以下、LMS)に pdf形式で掲示された講義資料を読むこと

による学習方法、リアルタイムオンラインによる受講方法、そして、講義を録画した動画を

視聴する方法の 3つであった。pdf形式による講義資料は、PowerPointで作成され、A4サ

イズの用紙の上部にスライドの画像、下部にスライドの説明が記載されていた。講義で用い

られた資料の一部を図 1に示す。文字フォントは全てユニバーサルデザインフォント（以下、

UDフォント）が用いられた。これは、UDフォントが従来のフォントよりも読みやすい 13)

ことから、より多くの学生にとって読みやすく、学びやすいものになることを目指し採用し

た。リアルタイムオンライン講義では pdf形式による講義資料と同じスライドが用いられ、

説明も同じ内容が口頭でなされた。これにより、学生は講義を音声・視覚情報などの方法を

用いて受けることができた。また、講義を録画した動画は動画サイトにアップされた。その

ため、再生速度の調整や字幕の利用など、学生の特性に応じて調整することができた。また、
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原則 2では、語彙や記号をわかりやすく説明することや様々なメディアを使用して図解する

ことが示されている。そのため、講義スライドや資料には、文字情報だけではなく、イラス

トや図、YouTubeで公開されている動画を用い、学生が理解しやすいよう作成された。pdf

資料は各講義実施日の前日に、動画は講義終了後の当日に動画サイトにアップロードされ、

学生は各講義実施日から 5日間で学ぶことが求められた。なお、学生は講義開始日から在学

している間、全ての資料へのアクセスが可能とし、適宜講義内容を復習することができた。

また、学生の質問・意見・感想については、LMSの利用や担当教員へのメール連絡を積極的

に行ってよいことを示し、必要に応じて教員が回答した。シラバスにはこうした講義方法で

進められることが明記され、不安を感じた際には事前に担当教員に相談するように記載され

た。なお、相談をした学生はいなかった。 

 

 

図 1 Tier 1で用いられた講義資料の一例 

 

 

2) Tier 2 

RTIモデルでは、Tier 1を行ったうえでも、基準を満たさずに講義の理解に困難さがある

と考えられた学生を抽出し、Tier 1の指導に加え、Tier 2として小集団指導などが行われる

5)。本研究においては、単位取得が困難になりうるという観点から、講義の理解に困難さのあ

る学生に加え、講義への欠席の多い学生も Tier 2の対象者とし、指導を行った。具体的には、

Tier 1の結果、講義の理解が不十分だと考えられた学生を抽出し、Tier 1に加え、リアルタ

イムオンライン講義への参加を促し、加えてリアルタイムオンラインによる小集団指導を行

った。また、Tier 1において欠席が多かった学生に対しては、オンデマンドコンテンツによ

る受講ではなく、リアルタイムオンラインに参加するように促す指導を行った。これらの指

導は、オンデマンド型講義にはプランニングや注意の持続が求められるものの、そうしたス



DOI: 10.20744/incleedu.12.0_118 

Journal of Inclusive Education, VOL.12 118-127 

 

 

 

123 

キルを苦手としており、対面やリアルタイムオンライン講義による講義の方が受講しやすい

と自己評価している学生の存在 14)や学生によってはオンデマンド型の講義のように一人で講

義を映像や資料を見て学ぶよりもリアルタイムオンライン型の講義のような教員を含めた複

数人で話し合う方がより考えやすい可能性がある 15)という報告といった議論を踏まえ、自身

の特性と合致していない受講方法で受講している、あるいは自分の特性に合致した受講方法

を選択できずに参加できていない学生が Tier 2の対象となっている可能性を考慮し、計画さ

れた。 

本研究で Tier 2 の対象となった学生は、講義 1~6 回における小テストの結果が平均して

60%未満、もしくは欠席回数が 2 回を超えている学生 17 名であった。この基準は A 大学の

単位取得に必要な条件に照らし合わせ、この状態が維持されると単位取得が困難であると予

測されるために設定された。また、Tier 2の対象となる生徒数として、全体の 10~15％が妥

当であると指摘されている 5)。本研究における基準で抽出された学生の割合は、全受講生 110

名のうち 17 名（全受講生のうち 15.4%）となったため、基準として妥当であると判断され

た。対象となった学生らには、講義 6 回目の終了時に「あなたは、欠席回数が多い、もしく

は小テストの結果があまり良くないため、講義 7 回目からはリアルタイムオンライン講義に

参加し、学びを深めてみましょう。その際には、簡単な話し合いや質疑応答なども行います。

なお、困ったことなどがあれば、相談して下さい。」といった内容を筆者より対象学生にメー

ルにて送信した。その後、リアルタイムオンライン講義に参加した Tier 2の対象学生は、リ

アルタイムオンライン講義の最後の 10 分に 1 つのグループになり、学生同士で意見交換や

疑問点の確認を行い、出された質問には担当教員が回答した。本実践においては、Tier 2の

対象となった学生のうち 2名のみが、Tier 2開始後に継続してこのリアルタイムオンライン

に参加していた。そのため、Tier 1のみの学生はこの小集団指導には参加していなかった。  

なお、RTIモデルなどの多層指導モデルでは、Tier 2の実施終了後において、Tier 2にお

いてもつまずきが改善されない学生を抽出し、個別指導を行う Tier 3が実施される 5)。本研

究では、Tier 2の参加者が 2名であり、かつ参加者には明確に出席や成績に改善がみられた

ため、この 2名は Tier 3に移行する必要がないと考えられた。一方で、Tier 2の該当者であ

ったものの、Tier 2の指導に参加しなかった学生に対しては、その他の連絡手段がなかった

ため、付加的な対応を行うことができなかった。以上の理由により、Tier 3は実施されなか

った。 

 

3. 評価方法 

学生の講義への理解度を評価する従属変数とTier 2の基準として各講義における小テスト

の結果と出席率を用いた。小テストは LMS の機能を用い、筆者が作成した。問題は講義の

到達目標を踏まえ、講義資料に示された内容の知識を問うものであり、全国の教員採用試験

の問題を参考に 10 問程度、20 点満点で問題が作成された。また、回答期間はリアルタイム

オンラインによる講義の終了直後から 5 日間とし、回答時間の制限は設けなかった。正答率

は、学生が獲得した得点数を 20で除し、100を乗じたものを使用した。なお、小テストの提

出がなかった場合には、欠席とし、評価の対象外とした。また、出席率については、小テス

トの提出をしたことを出席と操作的に定義し、出席した学生の参加者数を各群の学生数で除

し、100を乗じたものを出席率として使用した。 
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図 2 各群における受講生の小テストの平均点数及び出席率の推移 

 

4. 倫理的配慮 

本論文の作成・発表にあたり、個人が特定出来ないように個人情報を削除した。また、筆

者が在籍する流通経済大学の教育・研究倫理要領を踏まえ実施した。 
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Ⅲ．結果 

 

毎回の講義における小テストの結果と出席率について、Tier 1のみの対象となった学生（93

名、84.6％）を「Tier 1のみ学生」、Tier 2の対象となり、かつリアルタイムオンライン講義

に参加した学生（2名、1.8％）を「Tier 2対象かつ参加学生」、そして、リアルタイムオン

ライン講義に参加しなかった学生（15名、13.6％）を「Tier 2対象かつ参加なし学生」に群

分けし、分析した。毎回の講義の小テストの結果・出席率を図 2に、講義 1～6回目と講義 7

～15回目における各群の小テストと出席率の平均値を表 2に示した。「Tier 1のみ学生」「Tier 

2対象かつ参加なし学生」は講義 1～6回目と講義 7～15回目の小テスト・出席率の平均値に

明確な差はみられなかった。一方で、「Tier 2対象かつ参加学生」は、Tier 2開始後の講義 7

～15回目の小テスト・出席率の平均値において、Tier 1のみの講義 1~6回目と比較して改善

がみられた。 

「Tier 2対象かつ参加学生」は、リアルタイムオンライン講義に毎回参加し、その後の小

集団指導にも参加した。小集団指導時には、教員に対し、「大事なポイントはどこか」といっ

た質問や実際に学生がかかわったことのある事例に対する質問があり、学生・教員で講義資

料を振り返りながら、教員から質問への回答を実施、もしくは参加者間で議論が行われた。 

 

表 2 各群における Tier1、Tier2の小テスト・出席率の平均値 

  
n 

Tier 1期間 Tier 2期間 

小テスト 出席率 小テスト 出席率 

Tier 1のみ学生 93 91% 94% 86% 94% 

Tier 2対象かつ参加学生 2 62% 42% 87% 100% 

Tier 2対象かつ 

参加なし学生 
15 69% 62% 75% 73% 

小テスト・出席率共に平均値を示している 

 

 

Ⅳ．考察 

 

本研究では、高等教育における講義において RTIモデルを援用した多層指導として Tier 1

を実施し、その結果、欠席回数が多い、もしくは学習につまずきのあった学生を抽出し、Tier 

2として小集団指導を実施した。その結果、93名（84.6%）の学生が Tier 1のみ、17名（15.4%）

の学生が Tier 2の対象となった。Tier 2の対象学生のうち、小集団指導に参加した学生には

小テストの成績や出席率において、改善がみられた。一方で、Tier 2の対象学生の多くが Tier 

2の指導に参加せず、参加しなかった学生においては、小テストの成績や出席率において明

確な変化が得られなかった。  

約 85％の学生が Tier 1のみの対象となったことからは、RTIモデルで推奨される全学生

を対象とした UDLに基づいた教育を実践することで、多くの学生にとって講義内容を理解

しやすいものとなっていたことが示唆される。また、Tier 1の段階で 80%の学生の教育的ニ

ーズを満たすべきである 5)と指摘されていることから本研究における Tier 1の実践は概ね基

準を満たしたといえる。以上を踏まえると、高等教育における全受講生を対象とした Tier 1
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においては UDLの実践が有効であり、かつ、先行研究 11)の知見と同様に UDLの実践が高

等教育における多様な学生の学びを保障するものとなりうることが示唆された。 

また、Tier 1において小テストの結果が基準を満たしていない学生に対し、Tier 2として

小集団における指導をすることで、小テストの結果が向上することが示されたことから、高

等教育においてもこうした多層指導の有効性が示唆される。高等教育においては、少人数の

学生でグループを組んで学ぶグループワーク形式をとることがあるが、単にグループワーク

を行う講義とそうでない講義においては、明確な成績の差がみられないといった指摘 16)もあ

る。本研究では、小テストの成績が低い学生を抽出し、リアルタイムオンライン講義に加え

小集団指導に参加することを促した。そのため、学生にとっては、小集団指導に参加する理

由や目的が明確であったために、小集団指導に対して積極的に参加し、その結果として、小

テストの成績や出席率が改善したと考えられる。こうしたグループワークにおいて、学生に

目的意識を持たせるようにデザインすることが必要である 17)といった指摘を踏まえると、本

研究のように、成績の低い学生を抽出し、抽出された理由や目的を明確にしたうえで小集団

指導を行うといったTier 2における指導は高等教育においても有効であることが示唆される。 

一方で、Tier 2の対象となっても小集団指導に参加しない学生への指導・支援については

課題が残る。特に、本研究においては、17名中 15名とほとんどの学生が Tier 2に参加をし

ていなかった。その要因として、Tier 2への参加を指示した際に、学生に参加をするメリッ

トを具体的に伝えられなかったこと、参加をしないことによるデメリットが設定されなかっ

たことが考えられる。また、対象者にはメールを用いて告知をしたが、メールを見ていなか

った可能性も想定される。さらに、通信環境などの事情でリアルタイムオンライン講義に参

加できなかった可能性もある。今後、Tier 2の対象になった学生に対しては、参加すること

のできるように学生への告知方法や、様々な受講方法や対応の検討が求められる。  

本研究の課題として、RTIモデルにおいて設定されている Tier 3を実施・検討できなかっ

たことが挙げられる。また、Tier 2の対象となった学生が、なぜ、Tier 1で学習に困難さが

みられたのか、行動観察などのアセスメントを行うことができなかった。今後、高等教育に

おいて、全受講生に対する UDLの実践に加え、そこで困難さを抱える学生へのアセスメン

トや実践、検討の蓄積が求められる。 
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ること。 
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 英語雑誌名（雑誌論文名や書籍名）はイタリック体とすること。 

 文献にDOI(Digital Object Identifier; デジタルオブジェクト識別子)がある場合、各文献の末尾
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用順で記載し、片かっこの通し番号をふること。 

例 

1) Yamauchi M & Hirakawa M. Issues in spousal bereavement support for elderly men in Japan. Asian J 
Human Services. 2020, 1, 1-19. DOI: 10.14391/ajhs.18.33 

2)  Park LT & Zarate CA Jr. Depression in the primary care setting. N Engl J Med. 2019, 380,559-568. 

DOI: 10.1056/NEJMcp1712493 

3)  Yano N, Han CW & Kohzuki M. Construction Concept of Quality of Life Scale for Evaluation of 

Educational Outcomes. Abstract Journal, 2018 Asian Society of Human Services Congress in KYOTO, 

2018, 28. 

4)  American Psychiatric Association. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders,5th edition. 

(DSM-5). 2013, American Psychiatric Association Publishing, Washington DC. 

5)  Cabinet Office (2016) Annual Report on the Aging Society. February 2016. 

6)  Cabinet Office (2011) Public opinion poll on nursing care insurance system. 

URL: http://survey.gov-online.go.jp/h22/h22-kaigohoken/(14, December 2017). 
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⚫ 編集者と著者が同じ場合は、姓名の後に「(編)」を記載する。編集者と著者が別の場合は、タイトルの後に「編

集者の姓名(編)」を記載すること。 

例 Lemke T. Foucault, politics and failure. In Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein (Eds.), Foucault, 

biopolitics and governmentality. 2013, Sodertorn University. 35-52. 

 

⚫ 翻訳書の場合、原書を表記し（原著者姓名. タイトル, 年度, 出版社）、最後に訳者の名前、訳された年度、

訳された該当ページを記載しなければならない。 

 

⚫ 引用先名：人名の表記は、引用元の表記に合わせること。また、共著の場合は、最大6 名まで記載すること。

6 名以内：「, 」と「&」で区切ること。7 名以上：「, 」で区切った後、「et al.」をつけること。 

例 

7)  Plavnick BJ, Tiffany K, & MacFarland CM. Effects of a School-Based Social Skills Training 

Program for Adolescents with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability. J Autism Dev 

Disord, 2015, 45(9), 2674-2690. DOI: 10.1007/s10803-015-2434-5 

8)  Zhi Z, Zachary W, Amy W, Qiang F, Huan Z, Amy S et al. Brief Report: Evaluation of an Intelligent 

Learning Environment for Young Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord, 

2016, 46(11), 3615-3621. DOI: 10.1007/s10803-016-2896-0 

 

⚫ 異なる文献を引用し、著者名かつ発表年が同一の表記となる場合は、発表年の後にアルファベットを付けて

区別すること。なお、文中の表記と合わせること。 

9) Japan Association of Geriatric Health Services Facilities. White Paper on Care in FY2016 -From the 

Standpoint of Geriatric Health Services Facilities-. 2016a, 78, Office TM Co., Ltd. 

10) Japan Association of Geriatric Health Services Facilities. White Paper on Care in FY2016 -From the 

Standpoint of Geriatric Health Services Facilities-. 2016b, 10-13, Office TM Co., Ltd. 
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